
 
 

はじめに 

 

平成２２年度は、国立大学の法人化後、試行錯誤を繰り返しながら６年間に

渡って営々と築き上げた成果と評価を踏まえて、第２期の中期目標・計画の下

に新たな出発をした最初の１年となりました。 

わが国は、未だに、長期にわたる経済の停滞や財政構造の悪化、少子高齢化

の進行など、複合的で困難な課題と対峙しており、国立大学の運営は大変厳し

いものとなっています。これに加えて、平成２３年３月１１日に発生した東日

本大震災と福島第一原子力発電所の事故は、日本国民に新たな課題をつきつけ

ることとなりました。 

震災からの復旧・復興と日本再生は日本全体が不退転の覚悟で取り組まねば

ならない課題であり、とりわけ、日本再生を実現するための原動力としての国

立大学に対する国民の期待は大きく、国立大学としての責務を着実に果たして

いくことが強く求められています。 

こうした状況の中で、平成２２年度、国立大学協会は多くの課題に取り組ん

できましたが、これらの活動を「平成２２年度 ANNUAL REPORT」として

とりまとめました。内容は、国立大学協会総会、各委員会等の会議報告をはじ

め、政府や国会議員等に提出した各種要望、研修事業、国際交流活動など、様々

な取組みの報告で構成されています。 

本レポートを通じて、わが国の困難で厳しい環境の中で、国立大学協会が、

国立大学のみならず、わが国の高等教育全体の充実発展のために全力で取り組

んできたことをお伝えできれば幸いです。 

国立大学協会は、今後、国民をはじめステークホルダーの皆様の期待に応え

るべく、国立大学に関わる情報を収集し、それらの分析に基づく提言を行うと

ともに、各大学における機能強化の取組を支援し、それぞれの国立大学が期待

されている役割を十全に、かつ速やかに果たすことができるような積極的な支

援を行っていきます。さらに、各国立大学に対する制度の運用の見直しなどに

ついて、引き続き不退転の覚悟で取り組んでいきたいと考えています。 

これまで以上に全国の国立大学へのご支援、並びに国立大学協会への温かい

ご指導を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

一般社団法人 国立大学協会 
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Ⅰ 平成２２年度事業報告 

 

【会議の開催】 

 

（１）総会 

平成 2２年 6 月 28 日     第 19 回通常総会 

平成 22 年 11 月 1 日     第 20 回通常総会 

平成 23 年 3 月 2 日     第 21 回通常総会 

 

 

（２）理事会及び政策会議 

 

 ① 理事会 

平成 22 年 4 月 21 日    第 1 回 

平成 22 年 5 月 28 日    第 2 回 

平成 22 年 6 月 15-21 日   書面審議（第 1 期中期目標期間の検証関係） 

平成 22 年 7 月 5- 6 日    書面審議（平成２３年度概算要求関係） 

平成 22 年 7 月 9-12 日   書面審議（税制改正要望関係） 

平成 22 年 7 月 14 日    第 3 回 

平成 22 年 10 月 13 日    第 4 回 

平成 22 年 11 月 15 日    第 5 回 

平成 22 年 11 月 30 日-12 月 6 日  書面審議（規程改正関係） 

平成 22 年 12 月 17-22 日  書面審議（規程改正関係） 

平成 23 年 2 月 16 日    第 6 回 

 

② 常任理事会 

理事会、総会の審議事項及び諸課題への対応等について、随時打合せを実施 

 

③ 政策会議 

平成 22 年 4 月 21 日    第 1 回 

平成 22 年 5 月 28 日    第 2 回 

平成 22 年 7 月 5- 6 日    書面審議（国立大学フェスタ関係） 

平成 22 年 7 月 9-12 日   書面審議（税制改正要望関係） 

平成 22 年 9 月 3 日     第 3 回 

平成 22 年 9 月 22-24 日   書面審議（国立大学フェスタ関係） 



 
 

平成 22 年 10 月 13 日    第 4 回 

平成 22 年 11 月 8-11 日   書面審議（大学評価・学位授与機構の認証評価関係） 

平成 22 年 11 月 15 日    第 5 回 

平成 22 年 12 月 27 日    第 6 回 

平成 23 年 2 月 3- 9 日   書面審議（平成 23 年度事業計画関係） 

平成 23 年 2 月 7-10 日   書面審議（大学機関別認証評価実施大綱等関係） 

平成 23 年 3 月 23-24 日   書面審議（東日本大震災関係） 

平成 23 年 3 月 25-28 日   書面審議（東日本大震災関係） 

平成 23 年 3 月 25-29 日   書面審議（東日本大震災関係） 

 

 

（３）各委員会等 

 

① 広報委員会 

平成 22 年 4 月 26 日    第 1 回 

平成 22 年 6 月 4 日     広報企画小委員会 

平成 22 年 8 月 4 日     広報企画小委員会 

平成 22 年 9 月 22-30 日  書面審議（国立大学フェスタ関係） 

平成 22 年 11 月 24 日    広報企画小委員会 

平成 22 年 12 月 9 日    第 2 回 

平成 23 年 1 月 12 日    広報企画小委員会 

平成 23 年 2 月 7 日     第 3 回 

 

② 入試委員会 

平成 22 年 4 月 14-16 日  書面審議（専門委員の選任関係） 

平成 22 年 4 月 27 日    第 1 回 

平成 22 年 5 月 19-21 日  書面審議（入学者選抜の実施要領関係） 

平成 22 年 6 月 15 日    ＷＧ 

平成 22 年 6 月 21-23 日  書面審議（入試業務上の留意点について） 

平成 22 年 7 月 1- 6 日   書面審議(入試における新型インフルエンザ対応関係) 

平成 22 年 9 月 1 日     ＷＧ 

平成 22 年 9 月 2 日     第 2 回 

平成 22 年 9 月 22-28 日  書面審議（第 1 期中期目標期間の検証関係） 

平成 22 年 10 月 5 日    作業委員会 

平成 22 年 10 月 14-20 日  書面審議（高等学校学習指導要領の改訂関係） 

平成 22 年 11 月 24-26 日  書面審議（入試センター試験の実施方法等関係） 



 
 

平成 23 年 1 月 27 日    第 3 回 

平成 23 年 3 月 1 日     作業委員会 

 

③ 教育・研究委員会 

平成 22 年 5 月 7 日     第 1 回 

平成 22 年 6 月 9 日     研究小委員会 

平成 22 年 6 月 14-21 日  書面審議（技術提供にかかる安全保障貿易管理関係） 

平成 22 年 7 月 9 日     教育小委員会 

平成 22 年 7 月 15 日    男女共同参画小委員会 

平成 22 年 8 月 5 日     研究小委員会 

平成 22 年 9 月 28 日    研究小委員会 

平成 22 年 9 月 29 日    教育小委員会 

平成 22 年 10 月 26 日    第 2 回 

平成 22 年 11 月 8-11 日   書面審議（キャリア教育・職業教育の在り方について） 

平成 22 年 12 月 21 日    男女共同参画小委員会 

平成 23 年 1 月 14 日    教育小委員会 

平成 23 年 1 月 18-21 日   書面審議（新卒者の採用選考活動関係） 

平成 23 年 1 月 25 日    研究小委員会 

平成 23 年 1 月 26-31 日   書面審議（新卒者の採用選考活動関係） 

平成 23 年 2 月 10 日    第 3 回 

平成 23 年 3 月 22-23 日  書面審議（新卒者の採用選考活動関係） 

 

④ 経営委員会（平成 22 年 6 月 28 日「経営支援委員会」から名称変更） 

平成 22 年 4 月 16 日    第 1 回 

平成 22 年 4 月 28-30 日   書面審議（専門委員の選任関係） 

平成 22 年 5 月 10 日    人事・労務小委員会 

平成 22 年 5 月 11 日    財務・施設小委員会 

平成 22 年 5 月 20-24 日   書面審議（理事の人事交流、施設費貸付事業等関係） 

平成 22 年 6 月 2 日     病院経営小委員会 

平成 22 年 6 月 24 日    第 2 回 

平成 22 年 8 月 6 日     財務・施設小委員会 

平成 22 年 8 月 17 日    人事・労務小委員会 

平成 22 年 9 月 1 日     病院経営小委員会 

平成 22 年 9 月 1 日     第 3 回 

平成 22 年 12 月 2- 8 日   書面審議（障がい者・高齢者雇用関係） 

平成 22 年 12 月 13 日    財務・施設小委員会 



 
 

平成 23 年 1 月 13 日    病院経営小委員会 

平成 23 年 1 月 24 日    人事・労務小委員会 

平成 23 年 1 月 28 日    第 4 回 

 

⑤ 大学評価委員会 

平成 22 年 5 月 7-13 日   書面審議（専門委員の選任関係） 

平成 22 年 5 月 25 日    第 1 回 

平成 22 年 6 月 7- 9 日    書面審議（大学評価・学位授与機構の認証評価関係） 

平成 22 年 6 月 23-25 日   書面審議（学校評価ガイドライン関係） 

平成 22 年 7 月 9 日     専門委員会 

平成 22 年 9 月 15 日    専門委員会 

平成 22 年 10 月 4- 8 日   書面審議（第 1 期中期目標期間の検証関係） 

平成 22 年 10 月 25-28 日  書面審議（大学評価・学位授与機構の認証評価関係） 

平成 23 年 1 月 28 日    第 2 回 

 

⑥ 国際交流委員会 

平成 22 年 5 月 14-20 日   書面審議（専門委員の選任関係） 

平成 22 年 5 月 27 日    第 1 回 

平成 22 年 10 月 5 日    ドイツ学長会議との会合 

平成 22 年 10 月 12-15 日  書面審議（第 1 期中期目標期間の検証関係） 

平成 22 年 12 月 7 日    委員懇談会 

平成 23 年 1 月 21 日    第 2 回 

 

⑦ 事業実施委員会 

平成 22 年 4 月 19 日    第 1 回 

平成 22 年 5 月 13-20 日   書面審議（大学改革シンポジウム関係） 

平成 22 年 5 月 20 日    研修企画小委員会 

平成 22 年 8 月 9-16 日   書面審議（総合損害保険関係） 

平成 22 年 9 月 9-14 日   書面審議（総合損害保険関係） 

平成 22 年 10 月 8-12 日   研修企画小委員会 書面審議 

平成 22 年 10 月 19-20 日  書面審議（第 1 期中期目標期間の検証関係） 

平成 22 年 11 月 17-19 日  書面審議（総合損害保険関係） 

平成 22 年 12 月 20 日    研修企画小委員会 

平成 23 年 1 月 18-20 日   書面審議（総合損害保険関係） 

平成 23 年 1 月 25 日    第 2 回 

平成 23 年 3 月 10-17 日   書面審議（国立大学ﾌｪｽﾀ、大学改革ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ関係） 



 
 

 

⑧ 国立大学法人総合損害保険運営委員会 

平成 22 年 8 月 5 日     第 1 回 

平成 22 年 9 月 3- 7 日    書面審議（総合損害保険関係） 

平成 22 年 9 月 30 日-10 月 6 日  書面審議（第 1 期中期目標期間の検証関係） 

平成 22 年 10 月 22 日    第 2 回 

平成 22 年 10 月 29 日-11 月 2 日  書面審議（総合損害保険関係） 

 

⑨ 適格性審査会 

平成 22 年 7 月 6 日   

平成 22 年 8 月 25-31 日  書面審議 

平成 22 年 11 月 11-12 日  書面審議 

平成 22 年 12 月 10 日   

平成 23 年 1 月 6-11 日   書面審議 

平成 23 年 1 月 24 日   

平成 23 年 2 月 21-24 日  

平成 23 年 2 月 22-23 日  書面審議 

平成 23 年 3 月 2- 4 日  

 

⑩ 調査企画会議 

平成 22 年 6 月 1 日     第 1 回 

平成 22 年 10 月 29 日    第 2 回（第 1 期中期目標期間の検証に係る合同会議） 

平成 22 年 12 月 2 日    ＷＧ 

平成 23 年 2 月 2 日     第 3 回 

 

⑪ 国立大学に関する有識者懇談会 

  なし 

 

⑫ 国立大学の機能強化に関する委員会 

平成 23 年 2 月 16 日    第 1 回 

平成 23 年 3 月 7 日     ＷＧ 

 

 

（４）その他の会議等 

 

平成 22 年 4 月 28 日    総合損害保険引受保険会社会議 



 
 

平成 22 年 6 月 17 日    支部代表大学広報担当者との打合せ会議 

平成 22 年 8 月 2 日     臨時学長等懇談会 

平成 22 年 12 月 8 日    臨時学長等懇談会 

平成 22 年 12 月 27 日    平成 23 年度予算に関する説明会 

平成 23 年 3 月 2 日     文部科学省との意見交換会 

 

 

【その他の活動】 

 

（５）意見、提言、要望書等の提出、面談等 

※ 各資料は、「Ⅲ 意見、提言、要望書等」のページに掲載 

 

平成 22 年 6 月 3 日   国立大学財務・経営センター事業の廃止に関する意見表明

〔資料１〕 

平成 22 年 6 月 25 日  文部科学省初等中等教育局に意見提出〔資料２〕 

平成 22 年 6 月 29 日  文部科学省、経済産業省、外務省及び産学連携学会に要望

〔資料３〕 

平成 22 年 6 月 30 日  川端達夫文部科学大臣に要望〔資料４、資料５〕 

〃        川端達夫文部科学大臣に報告〔資料６〕 

平成 22 年 7 月 14 日  文部科学省に要望〔資料７〕 

平成 22 年 7 月 14 日  日本私立大学団体連合会と連名で共同記者会見〔資料８〕 

平成 22 年 7 月 16 日  川端達夫文部科学大臣に要望〔資料９〕 

    〃        鈴木寛文部科学副大臣に要望〔資料９〕 

    〃        中川正春文部科学副大臣に要望〔資料９〕 

    〃        後藤斎文部科学大臣政務官に要望〔資料９〕 

    〃        高井美穂文部科学大臣政務官に要望〔資料９〕 

    〃        興石東参議院議員会長に要望〔資料９〕 

平成 22 年 7 月 20 日  菅直人内閣総理大臣に要望〔資料９〕 

    〃        鳩山由紀夫衆議院議員に要望〔資料９〕 

    〃        佐藤泰介衆議院議員に要望〔資料９〕 

平成 22 年 7 月 21 日    仙石由人内閣官房長官に要望〔資料９〕 

    〃        玄葉光一郎政策調査会長兼内閣特命担当大臣に要望 

〔資料９〕 

    〃        野田佳彦財務大臣に要望〔資料９〕 

    〃        川端達夫文部科学大臣に要望〔資料９〕 

    〃        枝野幸男民主党幹事長に要望〔資料９〕 



 
 

    〃        細野豪志民主党幹事長代理に要望〔資料９〕 

    〃        吉田おさむ民主党副幹事長に要望〔資料９〕 

平成 22 年 7 月 29 日  川端達夫文部科学大臣に要望〔資料９〕 

    〃        高井美穂文部科学大臣政務官に要望〔資料９〕 

平成 22 年 8 月 2 日   川端達夫文部科学大臣に要望〔資料 10〕 

    〃        鈴木寛文部科学副大臣に要望〔資料 10〕 

    〃        中川正春文部科学副大臣に要望〔資料 10〕 

    〃        後藤斎文部科学大臣政務官に要望〔資料 10〕 

    〃        高井美穂文部科学大臣政務官に要望〔資料 10〕 

    〃        清水潔文部科学事務次官に要望〔資料 10〕 

    〃        磯田文雄文部科学省高等教育局長に要望〔資料 10〕 

平成 22 年 8 月 3 日   鈴木寛文部科学副大臣と懇談 

平成 22 年 10 月 6 日  民主党文部科学部門会議（税制改正要望団体ヒアリング） 

平成 22 年 10 月 14 日  髙木義明文部科学大臣表敬訪問 

平成 22 年 11 月 4 日  元気な日本復活特別枠に関する評価会議等関係議員（玄葉

光一郎衆議院議員他 38 名）に要望〔資料 11〕 

平成 22 年 11 月 5 日  「人づくり・モノづくり日本の教育を支える会総会」（議員

連盟）にて 11 月 1 日付け国立大学協会総会決議により予

算拡充を要望〔資料 11〕 

平成 22 年 11 月 10 日  日本貿易会に意見表明〔資料 12〕 

平成 22 年 11 月 12 日  日本就職情報出版懇話会に意見表明〔資料 13〕 

平成 22 年 11 月 12 日  中央教育審議会キャリア教育・職業教育特別部会に意見提

出〔資料 14〕 

平成 22 年 11 月 16 日  文部科学省高等教育局に意見提出〔資料 15〕 

平成 22 年 11 月 16 日  文部科学省政務三役に要望〔資料 16〕 

平成 22 年 11 月 17 日  元気な日本復活特別枠に関する評価会議等関係議員（玄葉

光一郎衆議院議員他 53 名）に要望〔資料 16〕 

平成 22 年 11 月 18 日  公明党文部科学部会にて、山口那津男公明党代表へ要望 

〔資料 17〕 

平成 22 年 11 月 19 日  民主党文部科学部門会議にて要望〔資料 17〕 

平成 22 年 11 月 24 日  民主党三役面談を通じ、岡田克也民主党幹事長に要望〔資

料 17〕 

平成 22 年 11 月 25 日  谷岡郁子参議院議員（民主党文部科学部門会議高等教育政

策ＷＴ主査）に要望〔資料 17〕 

平成 22 年 12 月 8 日  文部科学省政務三役に要望〔資料 18〕 

平成 22 年 12 月 24 日  平成 23 年度政府予算案の閣議決定を受けての会長談話〔資



 
 

料 19〕 

平成 22 年 12 月 27 日  髙木義明文部科学大臣と面談〔資料 20〕 

平成 22 年 12 月 27 日  菅直人内閣総理大臣と面談〔資料 21〕 

平成 23 年 2 月 3 日   日本経済団体連合会に意見表明〔資料 22〕 

平成 23 年 2 月 3 日   経済同友会に意見表明〔資料 23〕 

平成 23 年 2 月 10 日  国立大学における男女共同参画推進に関するアクション 

プランを公表〔資料 24〕 

平成 23 年 2 月 15 日  大学評価・学位授与機構に意見提出〔資料 25〕 

平成 23 年 3 月 23 日  日本経済団体連合会他４団体に要望〔資料 26〕 

平成 23 年 3 月 29 日  松崎哲久民主党文部科学部門座長に要望〔資料 27〕 

平成 23 年 3 月 29 日  磯田文雄文部科学省高等教育局長に要望〔資料 27〕 

平成 23 年 3 月 31 日  松崎哲久民主党文部科学部門座長に面談〔資料 27〕 

 

 

（６）広報活動 

 

・社団法人国立大学協会概要 2010（和文・英文）の刊行 

・社団法人国立大学協会会員名簿’10 の刊行 

・情報誌 JANU の刊行（第 17 号～第 20 号、別冊第 5 号～別冊第 7 号） 

・ホームページの改善、掲載内容の随時更新（一般向け、会員向け） 

・職員採用試験広報 

各地区で実施する職員採用試験の統一的・基本的事項の周知等、全国広報のため

のポスター作成・配布、電子媒体（マイナビ、エンジャパン）に掲載 

 

 

（７）研修事業の実施 

 

平成 22 年８月２6-27 日 国立大学法人トップセミナー 

平成 22 年 9 月 13 日   大学マネージメントセミナー企画・戦略編 

平成 22 年 11 月 8 日   大学マネージメントセミナー財務編 

平成 22 年 11 月 16 日  大学マネージメントセミナー教育編 

平成 22 年 7 月 22-23 日 国立大学法人等部課長級研修 

平成 22 年 6 月 14 日   国立大学法人総合損害保険研修会 

 

◇大学改革シンポジウム 

平成 22 年 12 月 17 日 改めて考える国立大学の役割と課題～第１期中期目標・中



 
 

期計画期間を終えて～ 

●国立大学の役割について 

平成 22 年 9 月 3 日   地域は大学に何を求め、何を期待するのか～地域活性化の

ための社会人教育について～（富山大学） 

平成 22 年 10 月 11 日 スポーツから体へ、体から脳へ－脳科学・スポーツ科学と

地域が連携する子育てへ－（徳島大学） 

平成 22 年 11 月 4-5 日 地域連携で加速するフィールド研究～「能登オペレーティ

ング・ユニット」開設を記念して～（金沢大学） 

平成 22 年 11 月 13 日 家庭でできる「NIFS みんなの貯筋運動のすすめ」－地域

の健康度アップをめざして－（鹿屋体育大学） 

平成 22 年 11 月 19 日 地域に開いた大学の「コンシェルジュ・デスク」～秋田大

学横手分校からの発信～（秋田大学） 

平成 22 年 11 月 20 日 大学院での教員養成をどうとらえるか（愛知教育大学） 

平成 22 年 11 月 11 日 地域の活性化と男女共同参画の推進（三重大学） 

平成 23 年 1 月 22 日  教育に熱いハートを！－夢に挑戦し、夢をかなえる教育を

－（京都教育大学） 

 

 

（８）その他の活動 

 

① 関係団体等の諸会合への参加 

ア 就職関係 

平成 22 年 6 月 29 日  第 1 回就職問題懇談会 

平成 22 年 8 月 10 日  第 1 回就職問題検討委員会 

平成 22 年 8 月 19 日  第 1 回就職採用情報交換連絡会議 

    〃        第 2 回就職問題検討委員会 

平成 22 年 9 月 1 日   第 2 回就職問題懇談会 

平成 22 年 9 月 6 日   第 2 回就職採用情報交換連絡会議 

平成 22 年 11 月 22 日  第 1 回新卒者等の就職採用活動に関する懇話会 

平成 23 年 1 月 27 日  第 3 回就職問題検討委員会 

平成 23 年 2 月 10 日  第 3 回就職問題懇談会 

平成 23 年 2 月 16 日  第 2 回新卒者等の就職採用活動に関する懇話会 

平成 23 年 2 月 23 日  学生就職問題プロジェクト・公明党青年委員会学生局合

同会議 

平成 23 年 2 月 28 日  第 4 回就職問題検討委員会 

平成 23 年 3 月 3 日   第 4 回就職問題懇談会 



 
 

平成 23 年 3 月 9 日   第 3 回就職採用情報交換連絡会議 

イ ＪＡＣＵＩＥ（国公私立大学団体国際交流担当委員長協議会）関係 

平成 22 年 5 月 17-18 日  日独学長会議 

平成 22 年 11 月 17-19 日 日英学長会議 

ウ ＵＭＡＰ（アジア太平洋大学交流機構）関係 

平成 22 年 6 月 29 日  日本国内委員会ＷＧ 

平成 22 年 7 月 12 日  日本国内委員会 

平成 22 年 10 月 10-12 日 国際理事会 

平成 22 年 11 月 8 日  日本国内委員会専門委員会 

平成 23 年 1 月 17 日  日本国内委員会 

平成 23 年 1 月 31 日  日本国内委員会専門委員会 

エ その他 

平成 22 年 9 月 11 日  日露学長会議 

 

② 報告書等の刊行等 

・国立大学の教員養成 

・第１期中期目標期間の検証 

・国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第７回追跡調査報告書 

 

③ 要望書等の受理 

平成 22 年 6 月 24 日 宮崎県知事「「口蹄疫」発生に伴う本県出身学生への支援につ

いて」 

平成 22 年 7 月 15 日 財団法人産業教育振興中央会他「大学等入学者選抜に関する

要望書」 

平成 22 年 10 月 1 日 全国高等学校長協会家庭部会「家庭に関する学科等の卒業者

の入学者選抜についての要望書」 

平成 22 年 12 月 16 日 全国高等学校長協会「大学等入学者選抜についての要望書」 

平成 23 年 3 月 17 日 国立大学法人夜間教育実施大学学部長・第二部主事会議「夜

間主コース・第二部の整備に関する要望書」 

 

④ 外国からの訪問者（団体）対応 

平成 22 年 5 月 26 日 ドイツ大学学長会議 国大協訪問 

平成 22 年 7 月 8 日  ロシア大学長団 国大協訪問 

  



 
 

Ⅱ 各種会議等議事録、議事メモ 

 

 

（１）総会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

 

（２）理事会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

 

（３）各委員会等 

（各委員会の小委員会、ワーキング・グループ等の議事メモを除く。） 
 

  広報委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５１ 

   入試委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５９ 

   教育・研究委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６６ 

   経営委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８２ 

   大学評価委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９１ 

   国際交流委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９７ 

   事業実施委員会   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６ 

   国立大学法人総合損害保険運営委員会   ・・・・・・・・・・１１０ 

   調査企画会議   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１２ 

   国立大学の機能強化に関する委員会   ・・・・・・・・・・・１１９ 

 

 

  



 

社団法人国立大学協会第１９回通常総会（平成２２年６月）議事録 

 

 

 

日  時  平成２２年６月２８日（月） １５：００～１７：０５ 

場  所  学士会館 ２階 ２１０会議室 

出 席 者  各国立大学法人学長 

   各大学共同利用機関法人機構長 

 

○ 濱田会長（議長）から開会の旨発言があった。 

○ 正会員８６名のところ、８６名（うち委任状２名を含む。）の出席により定足数を満たして

いることが確認された。 

○ 議事録署名人として、井上副会長と吉田副会長の２名を選出した。 

○ 議長から、開会の挨拶があった。 

○ 議事に先立ち、前回総会以降に就任の学長１０名及び機構長１名が紹介された。 

 

Ⅰ 報告事項 

 １ 総会の公開について 

議長から、資料１に基づき、社団法人国立大学協会総会の公開について、理事会において

申合せとした旨の報告があった。 

これに基づき、今回の総会については公開とすること、また、会議終了までのカメラ撮影

の要望があり、審議の結果、これについて了承した。 

 

２ 事業報告 

議長から、資料２に基づき、前回総会以降の国立大学協会の活動について、事業報告書を

取りまとめた旨の報告があった。 

 

３ 理事会の審議状況について 

常務理事から、資料３に基づき、政策会議、及び理事会の審議状況等について報告があっ

た。 

 

４ 各委員会等の活動状況について 

議長から、資料４に基づき、各委員会の活動状況を取りまとめた旨の報告があった。続い

て、次のように発言があった。 
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(1) 教育・研究委員会委員長から、資料４－２に基づき、国立大学の安全保障貿易管理に関

する取り組みについて、外為法改正の趣旨の一層の明確化や外国人留学生・研究者の受入

について、教育・研究委員会として意見を取りまとめ、経済産業省、文部科学省、及び外

務省に要望を行うことを予定している旨の報告があった。 

(2) 調査企画会議座長から、資料４－８に基づき、第 1 期中期目標期間の検証方法につい

て、検証の目的や方法について審議し、理事会での了解を得たこと、及び６月２５日付け

で各委員会に対して、検証について協力依頼をしている旨の報告があった。 

 

(3) 経営支援委員会委員長から、資料４－５に基づき、国立大学財務・経営センターの事業

仕分け結果について、事業の廃止が国立大学に及ぼす影響について検討を行い、小委員会

で意見を取りまとめ、経営支援委員会、及び理事会の了承を得たので、6 月 3 日付けで国

立大学協会のホームページに公表した旨の報告があった。 

 

５ 各支部の活動状況について 

議長から、資料５に基づき、各支部会議の活動状況について報告があった。 

 

 ６ 会長からの報告 

   会長から、平成２２年３月２９日に開催した国立大学に関する有識者懇談会（資料４－９）

について、及び平成２２年６月１５日に開催された国立大学法人化後の現状と課題に関する

文部科学省政務３役による国立大学協会からの意見聴取について報告があった。 

 

Ⅱ 協議事項 

１ 「理事」の人事交流について 

   経営支援委員会委員長から、資料６－１、６－２、及び６－３に基づき、「「理事」の人事

交流に関する当面の手続きについて（報告案）」等について説明があり、審議の結果、資料

６－１「「理事」の人事交流に関する当面の手続きについて（報告案）」は、原案どおり承認

し、文部科学省に報告することとした。また、文部科学省との間で了解しておく事項につい

ては、資料６－２「「理事」の人事交流に関する当面の手続きについて（了解事項案）」のと

おり承認し、文部科学省との調整作業に入ることとした。なお、了解事項を確定するに当た

り、一部修正がある場合には、会長に一任することとした。さらに、この手続きについて、

全会員の共通理解事項として明確にしておくため、資料６－３「「理事」の人事交流に関す

る当面の手続きについて（申合せ案）」のとおり承認した。 

続いて、常務理事から資料６－４「社団法人国立大学協会委員会規程（案）」及び資料６

－５「適格性審査会規則（案）」について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 
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２ 新法人への移行について 

常務理事から、資料７－１、及び７－２に基づき、「一般社団法人国立大学協会定款（案）」、

及び「一般社団法人国立大学協会定款（案）新旧対照表」について説明があり、審議の結果、

原案どおり承認された。 

続いて、常務理事から、資料７－３に基づき、「一般社団法人移行申請書（案）抜粋」に

ついて説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、移行認可申請を行うこととした。 

なお、「一般社団法人国立大学協会定款（案）」、「一般社団法人国立大学協会定款（案）新

旧対照表」、及び「一般社団法人移行申請書（案）抜粋」については、内閣府公益認定等委

員会への移行認可申請後に、修正等を求められることが考えられ、その対応については、会

長に一任することとなった。 

 

３ 平成２１年度の実績報告・決算報告について 

常務理事から、資料８－１、及び８－２に基づき、「事業報告書（案）」、及び「決

算報告書（案）」について説明が行われた後、羽入監事から、資料８－３「監査報告書」

に基づき、監査結果について報告があり、審議の結果、承認された。 

また、羽入監事から、広報事業には、非常に多くのエネルギーと、予算を費やしてい

るため、各大学おいて、もっと有効に活用して欲しい旨の発言があった。 

 

４ 平成２４年度入学者選抜に関する実施要領等について 

入試委員会委員長から、資料 9 に基づき、平成２４年度入学者選抜に関する実施要領等に

ついて説明があり、審議の結果、承認された。 

 

５ 諸規程の一部改正について 

常務理事から、資料１０に基づき、社団法人国立大学協会委員会規程等の一部改正につい

て説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。 

 

 

 

以 上 
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社団法人国立大学協会第２０回通常総会（平成２２年１１月）議事録 

 

 

日  時  平成２２年１１月１日（月） １３：００～１５：００ 

場  所  高知新阪急ホテル ３階 花の間 

出 席 者  各国立大学法人学長 

   各大学共同利用機関法人機構長 

 

○ 濱田会長（議長）から、第 20 回通常総会の開催に先立ち総会の公開について諮る旨の発言

があり、今回の総会については公開することとした。 

○ 議長から、開会の旨発言があった。 

○ 正会員８６名のところ、８４名（うち委任状５名を含む。）の出席により定足数を満たして

いることが確認された。 

○ 議事録署名人として、鷲田副会長と吉田副会長の２名を選出した。 

○ 議長から、開会の挨拶があった。 

 

Ⅰ 報告事項 

 １ 事業報告 

議長から、資料 1 に基づき、前回総会以降の国立大学協会の活動について、事業報告書を

取りまとめた旨の報告があった。 

 

２ 理事会の審議状況について 

常務理事から、資料２に基づき、政策会議、及び理事会の審議状況等について報告があっ

た。 

 

３ 各委員会等の活動状況について 

議長から、資料３に基づき、各委員会の活動状況を取りまとめた旨の報告があった。続い

て、次のように発言があった。 

(1) 大学評価委員会委員長から、10 月 13 日に開催された理事会及び政策会議で議論があ

り大学評価委員会に検討依頼のあった、大学評価・学位授与機構の「認証評価事業」への

事業仕分け結果に対する文部科学省の対応について、資料３-３の委員会報告「別紙」の

とおり大学評価委員会としての見解を取りまとめており、今後、理事会等に諮る予定とし

ている旨の報告があった。 

(2) 広報委員会委員長から、情報誌 JANU 別冊 6 を作成した旨の報告があり、国立大学が
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リージョナルセンターとしてどの様な役割をはたしているかに焦点を当て、高等教育の機

会均等の保障、高度専門人材育成、産・官と連携した研究活動及び地域に高度な医療の提

供等の貢献について図表にまとめてあり、各大学から地域等への広報に活用願いたい旨の

発言があった。 

(3) 調査企画会議座長から、国大協としての第 1 期中期目標期間の検証作業の進行状況に

ついて、各委員会に行っていただいた検証内容の取りまとめ方について議論するため、10

月 29 日に調査企画会議と各委員会の取りまとめ責任者との合同会議を開催し、取りまと

め方を決定した旨の報告があった。 

 

４ 各支部の活動状況について 

議長から、資料４に基づき、各支部会議の活動状況について報告があった。続いて、東

海・北陸支部から、来年度秋の総会は、三重大学の協力を得て、開催することとなった旨

報告があった。 

 

 ５ 会長からの報告 

   会長から、以下の事項について報告があった。 

(1) 理事の人事交流に関して、6 月 28 日開催の第 19 回通常総会において了承した｢申合

せ｣に基づき実施することとしたが、｢理事候補者の推薦依頼について｣及び｢理事となり得

る候補者の推薦について｣ご対応いただいているところであり、順調に進んでいる旨の報

告があった。 

(2) 9 月 3 日の政策会議において提案のあった国立大学のアピールについて、｢国立大学

フェスタ 2010｣を企画し、10 月 1 日から 11 月 30 日までの 2 ヶ月間で実施すること

とし、各大学に協力をお願いした。各大学から提出のあった活動については、取りまとめ

を行った上で、資料5のとおり10月7日に文部科学省記者クラブに資料提供を行った。

各大学の活動内容一覧については、国立大学協会のホームページに掲載しており、各大学

での活用も可能としている。なお、10 月 22 日付日刊工業新聞にフェスタのことが掲載

されている。各大学の協力に御礼申し上げ、まだ期間もあることから引続き広報等行って

いただきたい旨の発言があった。 

(3) 平成 23 年度概算要求（要望枠）に係るパブリック・コメントについて、9 月 28 日

から 10 月 19 日までの間で実施され、大学関係者から相当多くの意見提出があったと聞

いており、大学関係予算に対する関心の高さを示していると伺えるところである。平成

23 年度の概算要求の対応について、引き続き、各大学の活動について協力をお願いする

旨の発言があった。 

(4) 就職活動の早期化の問題について、10 月 14 日に吉田副会長、濵口教育・研究委員長
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とともに髙木文部科学大臣を訪問した。大臣から既卒者も含めた就職の問題が今の大きな

課題であること、経済団体に対して、厚生労働大臣、経済産業大臣との連名で要請書を発

出するなど働き掛けを強めているとのことであった。また、国立大学としても就業力を含

め教育を強めて欲しいと希望された。国立大学としても強い人材を育てることに引き続き

努力したいので、国の政策の中でもぜひ進めて欲しいことを伝えた旨の報告があった。 

 

Ⅱ 協議事項 

１ 新法人への移行申請の修正について 

議長から、一般社団法人への移行申請については、6 月 28 日の通常総会で申請の内容に

ついて承認いただき、8 月 23 日に内閣府公益認定等委員会へ申請した。その後、この委員

会より定款案等について指摘があったことから、修正案について諮る旨の発言があり、その

後、常務理事より指摘事項、修正案について説明があり、修正案どおり承認された。 

 

２ 平成 23 年度概算要求（要望枠）について 

議長から、「元気な日本復活特別枠」の要望に関するパブリック・コメントが先般行わ

れ、高等教育、国立大学に関わる多くのコメントが寄せられており、各大学の協力、努力

の結果であると感謝していること、今後政府では政策コンテストとして評価会議が予定さ

れておりそこで平成23年度概算要求の中身が固まる。この段階で国大協として、或いは各

大学として、どのような行動を行うべきか意見交換を行いたい旨の発言があった。その後、

意見交換があり、「決議」が取りまとめられた。 

 

 ３ その他 

  ① 臨時総会の開催について 

 議長から、12月8日（水）に予定していた臨時総会の開催については、現時点で未確定

であり、予算編成の動向等を考慮しつつ、できるだけ早く連絡させていただくこととした

い、予算をはじめ様々な政治的な動きも想定されるが、緊急の対応に当たっては、会長、

理事に一任をいただきたい旨の発言があり、了承された。 

 

Ⅲ その他 

１ 関係機関からの情報提供等について 

  ① 大学入試センター 

大学入試センター理事長から、大学入試センターの運営に関し協力を得たことに対し感

謝のする旨の発言があった。その後、平成 23 年度大学入試センター試験出願受け付け状況

について、大学入試センター試験の共同実施について、問題作成員派遣のお願いについて説

明があった。 
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  ② 日本学生支援機構 

日本学生支援機構理事長から、発言する機会を設けていただいたことに感謝する旨の発

言があった。奨学金事業の現状と取組について説明があった。 

  ③ 大学共同利用機関法人 

情報・システム研究機構長から、大学共同利用機関法人の活動について説明があった。 

 

 ２ その他 

  ① 来年度の秋の総会ホスト校からの挨拶 

   三重大学 内田学長から、来年度秋の総会の開催について、歓迎する旨の発言があった。 

  ② 退任学長挨拶 

   次回開催の総会までの間に、退任されることとなる一橋大学 杉山学長から、挨拶があっ

た。 

 

以 上 
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社団法人国立大学協会第 21 回通常総会（平成 23 年 3 月）議事録 

 

 

日  時  平成 23 年 3 月 2 日（水） 15：00～16：30 

場  所  学士会館 2 階 210 号室 

出 席 者  各国立大学法人学長 

   各大学共同利用機関法人機構長 

 

○ 濱田会長（議長）から、第 21 回通常総会の開催に先立ち、総会の公開について諮る旨の発

言があり、今回の総会については公開することとした。また、総会終了までの撮影を認めるこ

ととした。 

○ 議長から、開会の旨発言があった。 

○ 正会員 86 名のところ、84 名（うち委任状 5 名を含む。）の出席により定足数を満たして

いることが確認された。 

○ 議事録署名人として、井上副会長と鷲田副会長の 2 名を選出した。 

○ 議長から、開会の挨拶があった。 

○ 前回総会以降に就任の一橋大学山内進学長の紹介があった。 

 

Ⅰ 報告事項 

 １ 事業報告 

議長から、資料 1 に基づき、前回総会以降の国立大学協会の活動について、事業報告書を

取りまとめた旨の報告があった。 

 

２ 理事会の審議状況について 

常務理事から、資料 2 に基づき、政策会議及び理事会の審議状況等について報告があった。 

なお、国立大学フェスタ 2011 のロゴデザインについて、追加資料１のとおり複数案の

提示があり、この中から事業実施委員会において決定することとした。 

 

３ 各委員会等の活動状況について 

議長から、資料３に基づき、各委員会の活動状況を取りまとめた旨の報告があった。続い

て、各委員長等から以下のとおり報告があった。 

(1) 教育・研究委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・国立大学における男女共同参画の推進について、資料 3-2-8 のとおり、新たな達成目標

として女性教員比率を平成 27 年までに 17％以上に引き上げるなどの提案を含む「アク
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ションプラン」を取りまとめた。 

・就職活動の早期化、長期化に対し、資料 3-2-6 のとおり、新卒者の就職に関する広報活

動等の時期についての国立大学協会のスタンスを取りまとめた。 

(2) 広報委員会委員長から、資料 3-6 のとおり、各大学において JANU 及び JANU 別冊

をより効果的に活用できるよう活用例を作成した旨の報告があった。 

(3) 調査企画会議座長から、第 1 期中期目標期間の検証について、各委員会が検証した事

項を「国立大学の目指すべき方向」に沿って整理し、自主行動指針に照らした事項の検証

としてまとめたこと、また第 2 期における課題として各大学が取り組むべき課題について

具体的な提案をしているので、これらを参考に各大学の特色を活かした優れた取組みが展

開されることを期待する旨の報告があった。 

(4) 国立大学の機能強化に関する委員会委員長から、資料 3-9-1 に基づき、国立大学の機

能強化に関する委員会を設置し、要項に記載された趣旨及び役割に基づいて検討を進め、6

月の総会において「中間まとめ」として報告する予定である旨の報告があり、引き続き、

意見交換が行われた。 

 

４ 各支部の活動状況について 

議長から、資料４に基づき、各支部会議の活動状況について報告があった。 

 

 ５ 会長からの報告 

   会長から、以下の事項について報告があった。 

(1) 平成 24 年度概算要求に向けて厳しい対応が求められる中、「国立大学の機能強化に

関する委員会」を設置し、国立大学協会としての機能強化にかかる自主的な取り組みの考

え方を早急に社会に公表し、理解と支援を得るべく努力をしていきたいこと。 

(2) 新公益法人制度に基づく一般社団法人への移行申請について、現在の状況及び新法人

として発足した場合の新理事の選出等にかかる手続きについてご配慮をお願いしたいこ

と。 

 

Ⅱ 協議事項 

１ 平成23年度事業計画及び収支予算について 

常務理事から、資料5-1及び5-2に基づき、平成２３年度事業計画（案）及び収支予算

（案）について説明があり、審議の結果、承認された。 

 

 ２ その他 

（１）入試問題投稿事件について 
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入試委員長から、追加資料２のとおり、入試問題の一部がインターネット上の掲示板

に投稿された問題について、国立大学全体の共通理解を取りまとめた旨の説明があり、

審議の結果、原案どおり了承された。 

 

（２）平成23年度理事会及び総会の日程ついて 

  本協会の平成23年度主要会議日程（案）について、資料6のとおり確認された。 

 

Ⅲ その他 

１ 関係機関からの情報提供等について 

  ① 大学入試センター 

吉本高志大学入試センター理事長から、大学入試センター試験の実施結果等について発

言があった。 

 

 ２ 退任学長等挨拶 

   次回開催の総会までの間に退任されることとなる、東京農工大学小畑秀文学長、政策研究

大学院大学八田達夫学長、富山大学西頭德三学長、岡山大学千葉喬三学長、情報・システム

研究機構堀田凱樹機構長から、退任の挨拶があった。 

 

以 上 
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社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２２年度 第１回 理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成２２年４月２１日（水） １５：００～１６：２０ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 ３階 ３２０会議室 

 

３ 出席理事  濱田純一、鷲田清一、吉田浩己、野上智行、早田憲治、佐伯 浩、 

長澤秀行、結城章夫、山田信博、齋藤 康、下條文武、中村信一、 

濵口道成、松本 紘、山本廣基、浅原利正、柳澤康信、有川節夫 

以上１８名 

 

４ 欠席理事  井上明久、宮田亮平 

 

５ その他の出席者  羽入佐和子（監事）、長尾彰夫（監事）、吉村 昇（会長補佐）、 

松山優治（会長補佐）、丸本卓哉（会長補佐）、事務局職員 

 

６ 議事の経過及び結果  

 

○ 理事１８名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 定款第１９条第４項の規定に基づき、濱田会長が議長として開会を宣した。 

○ 議事録署名人として鷲田副会長と松本理事の２名を選出した。 

 

 

Ⅰ 報告事項 

（１） 前回理事会以降の事業報告について 

議長から、前回理事会（平成２２年２月１７日）以降の事業について、資料１のと

おり取りまとめた旨の報告があった。 

 

（２）  各委員会等の活動状況について 

・  教育・研究委員会委員長から、文部科学省から意見照会のあった「教員の資質向上

に関する意見把握について」は、資料２のとおり、３月３１日付けで文部科学省へ意

見提出を行ったこと、またその意見の要点として、○養成カリキュラムについて、真

に教員に必要な能力を習得するにふさわしいものかどうかの点検・精査を踏まえた議

論、○教員免許を取得せずに大学院進学した者のうち、教員になるための強い意欲や
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優れた資質を持つ者について、教員免許を取得することができる仕組みづくり、○教

育委員会のさらなる機能強化と、大学との連携の推進、○教員免許状更新講習につい

て、研修の場を提供する大学へのさらなる支援を求めること、さらに、今後も、文部

科学省の検討を注視し、意見を述べていきたいと考えていることについて報告があっ

た。 

・  経営支援委員会委員長から、４月１６日に開催された経営支援委員会において運営

体制、及び本年度の検討課題について確認を行ったこと、運営体制の整備の中で、本

委員会の委員会名称の変更について意見交換をし、了承を得た。変更の趣旨は、国立

大学協会の委員会は、大学における「教育・研究」「大学評価」等における諸課題に

ついて支援する役割を担っており、「経営」のみが「支援」を強調する理由は無く、

逆に「経営支援」という名称は、各大学へ資金援助等を行っている印象が生じること

から、変更案の作成に至ったものであり、名称変更に伴い、本委員会の役割が変更す

ることはない、今年度の事業計画に示されているとおり、今後とも「会員が法人の経

営、管理運営上抱えている人事・労務、財務、施設、病院経営等の諸課題を把握し、

その解決に資するための取組み」を行っていくことで確認された旨報告があった。 

 また、理事級人事の手続きについて、昨年度の２月の理事会において、検討状況を報

告したが、その際の意見を基に、検討事項をまとめ、修正作業を行っていること、修正

案については、近日中に人事・労務小委員会を開催し、文部科学省とも調整の上、５月

の理事会に諮るよう準備を進めている旨の報告があった。 

   さらに、文部科学省の永山課長から政策会議でも議論のあった国立大学法人の在

り方の検証や市場化テスト等の問題について説明があり、意見交換を行った旨の報

告があった。 

・  事業実施委員会委員長から、４月１９日に開催された事業実施委員会において、委

員会の構成及び委員会体制について確認を行い、副委員長には、中村理事（金沢大学

学長）を指名したこと、専門委員及び国立大学法人総合損害保険運営委員会委員につ

いて、各委員からの推薦をもとに審議及び決定し、それを受けて、研修企画小委員会、

国立大学法人総合損害保険運営委員会の構成について確認をしたこと。 

次に、研修事業等について、前年度の委員会の活動状況及び研修等の実施状況につ

いて報告及び確認を行ったこと。また、今年度の研修事業計画について検討状況の報

告及び確認を行ったこと。なお、公募していた「大学改革シンポジウム」については、

１２件の応募があり、今後、選考作業を進め、最大８件の選考を行うことを考えてい

ること。 

最後に、国立大学法人総合損害保険について、総合損害保険の概要及び平成２３年

度に向けた引受社体制の見直し作業並びに補償内容の改善・充実について、報告及び

確認を行ったこと。 

    以上の点について、報告があった。 
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（３） 各支部の活動状況について 

議長から、資料３に基づき、各支部の活動状況について報告があった。 

 

（４） 会長からの報告 

会長から、以下の事項について報告があった。 

① 中期計画認可申請についての見解に関して、理事に諮って取りまとめを行い、

公表の時期等については、会長に一任願ったこと。３月２５日に鈴木副大臣と会

談し、この趣旨を説明し、国立大学法人の教育研究機関としての本質が損なわれ

ることが無いよう、今後財政当局との折衝の場で、交渉をお願いしたいこと。同

日、国立大学法人評価委員会の村松委員長から本件に関して、関係者の理解を深

めるとともに、教育・研究の質の維持・向上のために運営費交付金の拡充に努め

ることを政府に強く求めるとのコメントが出されたこと。 

     ② 国立大学に関する有識者懇談会を３月２９日（月）に開催したこと。 

       有識者懇談会のメンバー（勝間和代、金澤一郎、北山禎介、寺島実郎、水越浩

士、丹羽宇一郎（欠席））の５名と会長、副会長の役員、山田理事、野上専務理

事及び早田常務理事により懇談会を行ったこと。 

     ③ 日中韓大学間交流・連携推進会議が４月１６日（金）に開催されたこと。 

        

（５） 国立大学法人総合損害保険の契約締結について 

議長から、平成２２年度の国立大学法人総合損害保険の４月１日における加入状況

等について、資料４に基づき報告があった。 

 

（６） 問題検討委員会委員の指名について 

議長から、委員長として引き続き井上副会長にお願いすること、また各委員につい

ては、各支部からご推薦いただいた候補者の中から、規模・特性等を考慮して、資料

５のとおり指名した旨の報告があった。 

 

（７） 事務局の人事異動について 

常務理事から、新年度における事務局体制について、資料６に基づき報告があった。 

 

（8） その他 

事務局から、行政刷新会議が行う事業仕分けの対象となる事業での、文部科学省に

関連する独立行政法人について、机上配布資料に基づき報告（情報提供）があった。 
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 Ⅱ 協議事項 

 （１） 経営支援委員会の名称変更について 

      松本経営支援委員会委員長から資料７に基づき説明があり、審議の結果、委員会

名称を経営委員会に変更することが了承され、委員会規程第２条第３項の規定に基

づき総会に諮ることが了承された。 

     また、委員会規程等関連する規程の改正は、次回理事会に諮り、総会に諮ること

となった。 

 

（２） 各委員会に置く専門委員の数について 

      議長から、資料８に基づき、各委員会から申し出のあった専門委員の数を認める

ことにしたい旨の提案があり、審議の結果、承認された。 

 

（３） 総会の報道機関への公開について 

      会長から、総会については、原則として文部科学省記者クラブ所属の記者に対し

て傍聴取材を許可していたが、カメラ撮影については、自由な意見交換の場を確保

する観点から、冒頭のみとしていた。このことについて、平成２２年３月３日開催

の総会において、ある報道機関から、情報公開は社会の趨勢であり、カメラ撮影は

冒頭のみでなく最後まで認めて欲しいとの要望があったことが報告された。 

      続いて、常務理事から、資料９について説明があり、審議の結果、次回理事会で

改めて審議することとし、更なる意見がある場合には、５月半ばまでに本協会事務

局あてに提出すること、それを踏まえ規程案を見直すこととなった。 

 

 

 

○ 議長が閉会を宣した。 
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社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２２年度 第２回 理事会 議事録 

 

 

 

１ 日  時  平成２２年５月２８日（金） １３：００～１６：１０ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 ２階 ２１０会議室 

 

３ 出席理事  濱田純一、井上明久、鷲田清一、吉田浩己、野上智行、早田憲治、 

佐伯 浩、長澤秀行、結城章夫、山田信博、齋藤 康、宮田亮平、 

下條文武、濵口道成、松本 紘、山本廣基、浅原利正、柳澤康信、 

有川節夫 

以上１９名 

 

４ 欠席理事  中村信一 

 

５ その他の出席者  羽入佐和子（監事）、長尾彰夫（監事）、吉村 昇（会長補佐）、 

松山優治（会長補佐）、丸本卓哉（会長補佐）、事務局職員 

 

６ 議事の経過及び結果  

 

 ○ 議事に先立ち、濱田会長が途中出席となるため、それまでの間、井上副会長が議事を進行

することとなった。 

○ 理事１８名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 定款第１９条第４項の規定に基づき、井上副会長が議長として開会を宣した。 

○ 議事録署名人として吉田副会長と山本理事の２名を選出した。 

 

 

Ⅰ 報告事項 

（１） 前回理事会以降の事業報告について 

議長から、前回理事会（平成２２年４月２１日）以降の事業について、資料１のと

おり取りまとめた旨の報告があった。 

 

（２）  各委員会等の活動状況について 

・  入試委員会委員長から、平成２４年度入学者選抜に関する実施要領等を作成したの
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で、協議事項で審議いただくこと、高等学校学習指導要領改訂に対応するための作業

委員会（座長：入試委員会山本副委員長）を設置したこと、文部科学省からの委託事

業として、北海道大学を中心に研究・協議が行われている高大接続テスト（仮称）へ

の対応について検討するためＷＧ（座長：同）を設置したこと、さらに、平成２３年

度入試に向け、平成２２年度入試における新型インフルエンザへの対応について検証

を行うこととしており、そのための検討チームを今後設置することについて報告があ

った。 

また、文部科学省より「大学入学者選抜方法の改善に関する協議」協力者について

推薦依頼があり、佐伯入試委員会委員長と山本副委員長を推薦した旨の報告があった。 

さらに、大学入試センターより「全国大学入学者選抜研究連絡協議会」企画委員会

委員の推薦依頼があり、８名の先生方を推薦した旨の報告があった。 

・  教育・研究委員会委員長から、平成２２年５月７日（金）に教育・研究委員会を開

催し、副委員長に齋藤千葉大学長及び長澤帯広畜産大学長を指名したこと、教育小委

員会及び男女共同参画小委員会の委員長を齋藤副委員長に、研究小委員会の委員長を

長澤副委員長に担当していただくこととした旨の報告があった。 

 また、教育情報の公表の促進について、事業仕分けによる研究環境への影響につい

て、及び研究開発を担う法人の機能強化について、文部科学省からの説明と意見交換

を行った旨の報告があった。 

 さらに、関係機関への委員の推薦について、大学等関係団体就職問題協議会へは、

濱田会長及び濵口教育・研究委員会委員長を、「就職問題懇談会」委員へは、濵口教

育・研究委員会委員長、五十嵐淳福島大学教授、池田輝司千葉大学理事・副学長の両

教育・研究委員会専門委員を推薦したことの報告があった。 

・  大学評価委員会委員長から、平成22年5月25日（火）に大学評価委員会を開催し、

副委員長に柳澤愛媛大学長を指名したこと、専門委員会を置くこととしたことについて

報告があった。また、専門委員の増員について審議したので、協議事項で審議いただ

くことの報告があった。 

 また、大学評価・学位授与機構に対する事業仕分けについて、及び第2期中期目標期

間における国立大学法人評価の改善について、文部科学省からの説明と意見交換を行っ

たことについて報告があった。 

・  経営支援委員会委員長から、平成22年度第1回理事会以降の委員会及び小委員会の

主な活動状況について報告があった。 

 5月10日に人事・労務小委員会を開催し、「理事」人事の手続きについて検討し、

5月20日付で、経営支援委員会の書面審議を行ったこと、また、協議事項で審議いた

だく旨の報告があった。 

 5月11日に財務・施設小委員会を開催し、政府各省庁の政務三役で構成された「研

究開発を担う法人の機能強化検討チーム」が4月に取りまとめた中間報告について、
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文部科学省からの説明と意見交換を行ったこと、財務・経営センターの事業仕分け結

果について、小委員会で意見を取りまとめた上、５月２０日付で、経営支援委員会で

要望案について書面審議を行い、それについて協議事項で審議いただく旨の報告があ

った。 

・  広報委員会委員長から、副委員長に宮田東京藝術大学長を指名し、広報企画小委員

会は、宮田副委員長に座長をお願いし、専門委員は推薦のあった6名に就任いただく

旨の報告があった。 

平成２２年度アクションプランについて、広報事業として、①ホームページの掲載

内容の充実、②情報誌の発行、③資料集の提供、④会員名簿の発行、⑤全国的な広報

活動の展開、⑥概要（和文・英文）の作成・配布、⑦小冊子の発刊、⑧職員採用試験

に関する広報活動、⑨支部広報担当者連絡会の開催を確認し、意見交換を行った旨が

報告された。また、本協会の概要及び会員名簿については２０１０年度版を作成し、

会員大学へ送付した旨の報告があった。 

情報誌「JANU」について、今年度の特集ページのテーマを「国立大学－日本の“智”

を発信する」とし、国立大学の取組を紹介すること、現在、会員大学から提供された

原稿を取りまとめており、次回開催の広報企画小委員会で第１７号に掲載する大学を

選考する作業を予定している旨の報告があった。 

小冊子の企画案「第１期中期目標・中期計画期間の総括（仮称）」について意見交

換を行い、本テーマについては、小冊子とするかどうかも含めて調査企画会議で検討

を行うこととした旨の報告があった。 

・  事業実施委員会委員長から、平成２２年５月２０日（木）に開催した研修企画小委

員会において、平成２２年度の事業計画及び国立大学法人総合損害保険研修会の内容

について確認し、国立大学法人総合損害保険研修会については、４月３０日（金）付

で各会員宛てに通知済みで、現在参加者をとりまとめていること、国立大学法人等部

課長級研修のテーマ及び講師について議論し、近日中に各会員宛てに案内するので、

職員の研修参加についてご高配をお願いしたいこと、大学マネジメントセミナーの構

成・テーマ・講師候補について議論したこと、「大学改革シンポジウム～第１期中期

目標・中期計画期間を終えて（仮）～」を９月～１１月の間に開催することを決定し、

今後事業実施委員会において詳細を検討する旨の報告があった。 

また、国立大学法人トップセミナーについて、８月２６日（木）から８月２７日（金）

に横浜市のホテルモントレで開催するので、参加いただきたい旨の報告があった。 

・  国際交流委員会委員長から、平成２２年５月２７日（木）に開催した国際交流委員

会において、委員会体制について審議を行い、下條
げじょう

新潟大学長を副委員長に指名した

こと、また、文部科学省から日本学生支援機構の事業仕分け結果及び日中韓大学間交流・

連絡推進会議について説明を受け意見交換を行ったこと、事業仕分けに係る特に留学生

宿舎の支援及び留学情報センターの活動に関して、今後、本委員会としても検討してい
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くこととしている旨の報告があった。 

JACUIE（国公私立大学団体国際交流担当委員長協議会）関係では、５月１７日、

１８日にドイツ・ベルリンにて、日独学長会議が開催され、日本からは３２大学（国立

２１大学、公立１大学、私立１０大学）から７３名が参加し、「日独における高等教育改

革－共通の課題、協力の契機」をテーマに活発な議論が行われた旨の報告があった。な

お、５月２７日開催の国際交流委員会において、参加国立大学に対し、国立大学協会の

国際交流事業費より経費補助を行うことを決定し、配分の手続きを行うところである旨

の報告があった。 

また、本年１１月１８日、１９日に第２回日英学長会議が九州大学で開催される予

定となっており、JACUIE事業として受諾するか否か、近日中に審議する予定である

旨の報告があった。 

 

（３） 各支部の活動状況について 

議長から、資料２に基づき、各支部の活動状況について報告があった。 

 

（４） 会長からの報告 

Ｇ８大学サミットが平成２２年５月２０日から２２日にカナダで開催され、井上

副会長と共に出席したことについて報告があった。 

 

 

 Ⅱ 協議事項 

 （１） 「理事」の人事交流について 

    経営支援委員会委員長から、資料３に基づき、理事の人事交流に関する当面の手

続きについて、及び適格性審査会の設置について説明があり、続いて、常務理事か

ら、適格性審査会の設置に伴い、社団法人国立大学協会委員会規程の改正及び適格

性審査会の設置に関する規程整備について説明があり、審議の結果、修正について

は、会長に一任し、６月２８日開催の総会に諮ることが了承された。また、修正に

関して、ご意見がある場合には、６月１日（火）までに事務局まで提出することと

し、それを踏まえ修正を加えることとした。 

 

（２） 新法人への移行申請について 

常務理事から、資料４－１及び４－２に基づき、定款の変更案について説明があり、

審議の結果、原案どおり承認され、６月２８日開催の総会に諮ることとなった。 

続いて、常務理事から、資料４－３に基づき、新法人への移行申請について説明が

あり、審議の結果、原案どおり承認され、６月２８日開催の総会に諮ることとなった。 

なお、定款の変更案及び申請書については、内閣府公益認定等委員会への移行認可
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申請後に、修正等を求められることがあることが考えられ、それらについては、会長

に一任することとなった。 

 

（３） 平成２１年度の実績報告・決算報告について 

     常務理事から、資料５－１及び５－２に基づき、平成２１年度の事業報告書（案）

及び決算報告書（案）について説明があり、続いて、羽入監事から資料５－３監査

報告書について説明があり、審議の結果、承認され、６月２８日開催の総会に諮る

こととなった。 

     また、羽入監事から、広報事業には、非常に多くのエネルギーと、予算を費やし

ているため、各大学おいて、もっと有効に活用して欲しい旨の発言があった。 

 

 （４） 平成２４年度入学者選抜に関する実施要領等について 

入試委員会委員長から、資料６に基づき、平成２４年度入学者選抜に関する実施

要領等について説明があり、審議の結果、承認され、６月２８日開催の総会に諮る

こととなった。 

 

 （５） 財務・施設への支援事業・機能等の維持・確保について 

     経営支援委員会委員長から、資料７に基づき、事業仕分けの結果、独立行政法人

国立大学財務・経営センターの事業の廃止を受けて、各国立大学の経営に影響を与

えるため、支援事業・機能等の維持確保について、要望していく旨の説明があり、

審議の結果、一部修正を加え要望していくことが承認された。また、修正に当たっ

ては、６月１日（火）を目途に意見を事務局まで提出することとし、修正について

は会長に一任することとなった。 

 

 （６） 平成２３年度国立大学関係予算の確保・充実について 

     議長から、現時点では概算要求事項や新成長戦略等がどうなるのか明確になって

いないが、文部科学大臣等への面談の機会など適時要望等が可能となるよう、要望

内容を整理したい旨の発言があり、資料８に基づき、昨年度の事項をもとに現時点

で考えられる内容を整理している旨の説明があり、審議の結果、追加意見がある場

合は、６月１日（火）を目途に意見を事務局まで提出することとし、今後の取り扱

いについては会長に一任することとなった。 

     また、税制要望について、参考資料に基づき、昨年度の事項をもとに、文部科学

省の情報を得て検討し、今後、書面審議を含めて諮っていくことについて報告があ

った。 
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 （７） 諸規程の一部改正について 

     常務理事から、平成２２年４月２１日（水）に開催された前回の理事会において、

経営支援委員会の名称を経営委員会とすることが承認されたことに伴い、委員会規

程等の関連する規程の改正について、資料９に基づき説明があり、審議の結果、規

程については、６月２８日開催の総会に諮ることとなった。 

 

 （８） 総会の公開について 

     常務理事から、平成２２年４月２１日（水）に開催された前回の理事会において、

継続審議としていた総会の公開について、資料１０に基づき説明があり、一部修正

の上、承認し、６月２８日開催の総会において報告することとした。 

 

 （９） 専門委員の増員について 

     大学評価委員会委員長から、資料１１に基づき、専門委員の増員について説明が

あり、審議の結果、承認された。 

 

 （10） その他 

   ① 第19回通常総会の日程について 

     議長から、資料１２に基づき、第１９回通常総会の日程について説明があり、審

議の結果、承認された。 

 

 

 

○ 議長が閉会を宣した。 
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社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２２年度 第３回 理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成２２年７月１４日（水） １５：００～１６：３０ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 ３階 ３２０会議室 

 

３ 出席理事  濱田純一、井上明久、鷲田清一、吉田浩己、野上智行、早田憲治、佐伯 浩、 

長澤秀行、結城章夫、山田信博、齋藤 康、下條文武、中村信一、濵口道成、 

松本 紘、山本廣基、浅原利正、柳澤康信、有川節夫 

        以上１９名 

 

４ 欠席理事  宮田亮平 

 

５ その他の出席者  羽入佐和子（監事）、長尾彰夫（監事）、吉村 昇（会長補佐）、 

           松山優治（会長補佐）、丸本卓哉（会長補佐）、事務局職員 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

○ 理事１８名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 定款第１９条第４項の規定に基づき、濱田会長が議長として開会を宣した。 

○ 議事録署名人として井上副会長と浅原理事の２名を選出した。 

 

 

 Ⅰ 報告事項 

 （１） 前回理事会以降の事業報告について 

議長から、前回理事会（平成２２年５月２８日）以降の事業について、資料１のとおり

取りまとめた旨の報告があった。 

 

 （２） 各委員会等の活動状況について 

・ 入試委員会委員長から、大学入学者選抜についての平成２４年度の実施要領・実施細目

について６月３０日付けで各大学へ通知したこと、平成２３年度入学者選抜に関する留意

点についても、併せて各大学に通知した旨の報告があった。また、６月１５日に入試委員

会ワーキング・グループを開催し、「高大接続テスト（仮称）の協議・研究への対応につい

て」は、協議・研究代表者から出された「経過報告」について議論を行い、その対応を検

討しているが、情報提供として「経過報告」を各大学へ７月７日付けで配布したこと、ま

た、「平成２２年度入試におけるインフルエンザ対応に関する検証について」検討の上、入
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試委員会で書面審議を行い、資料２－１のとおり取りまとめ、近々各大学に報告する予定

である旨の報告があった。 

・ 教育・研究委員会委員長から、教育小委員会で「今後の学校におけるキャリア教育・職

業教育の在り方について（第２次審議経過報告）」、「教職生活の全体を通じた教員の資質能

力の総合的な向上方策について（諮問）」の２点に関し、文部科学省の説明の後、質疑応答

を行った旨の報告があった。続いて、研究小委員会で「国立大学の安全保障貿易管理に関

する取り組みについて」における外為法改正（平成２２年４月）の趣旨の一層の明確化や

外国人留学生・研究者の受入について、関係省庁や大学に向けての提言をまとめ、教育・

研究委員会で審議の上、経済産業省、文部科学省、外務省、及び産学連携学会に要望する

とともに、各大学に提言を行ったこと、また、総合科学技術会議において第４期科学技術

基本計画の策定に向けた検討が行われており、「科学技術基本政策策定の基本方針（案）」

についての意見募集が行われたことから、6 月４日に学長に意見募集の依頼を行った旨の

報告があった。さらに、７月１５日に男女共同参画小委員会を開催し、男女共同参画推進

に関する第７回追跡調査の実施を確認予定であり、７月下旬から８月下旬にかけて、各大

学にアンケートを依頼する予定である旨の報告があった。 

・ 大学評価委員会委員長から、文部科学省より学校評価ガイドライン〔平成２２年改訂〕

（案）について、意見提出依頼があり、資料２－２のとおり意見提出を行ったこと、第２

期中期目標期間の評価については、専門委員会を中心に、評価結果の運営費交付金への反

映などについて議論しており、引き続き検討していく旨の報告があった。 

・ 広報委員会委員長から、情報誌「JANU」について、第１７号、第１８号の掲載内容に

ついて、各大学から提供された原稿（取組紹介）を選定し、編集作業に取り掛かっている

こと、情報誌「JANU」別冊について、第５号は高等教育に関する公財政支出の国際比較

と運営費交付金の現状について作成し、７月８日付けで電子版（資料２－３）を各大学に

送付したこと、別途８月発行予定の情報誌「JANU」第１７号と同時発送するべく作業を

進めていること、小冊子「国立大学の教員養成」について、７月初旬に発送した旨の報告

があった。 

・ 事業実施委員会委員長から、６月１４日に国立大学法人総合損害保険研修会を学術総合

センター・一ツ橋記念講堂において開催し１５０名の参加を得たこと、また、７月２２日、

２３日に国立大学法人等部課長級研修、８月２６日、２７日に国立大学法人トップセミナ

ー、９月１３日に大学マネジメントセミナー（企画・戦略編）、１０月２２日に大学マネジ

メントセミナー（財務編）、１１月１６日に大学マネジメントセミナー（教育・研究編）を

開催する予定である旨の報告があった。 

・ 調査企画会議座長から、６月１日に第１回調査企画会議を開催し、第 1 期中期目標期間

の検証等について議論し、検証の目的、方法等について理事会の了解を得たので、会長よ

り６月２５日付けで各委員会に対して、検証について協力依頼をしている旨の報告があっ

た。 
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 （３） 各支部の活動状況について 

議長から、資料３に基づき、各支部の活動状況について報告があった。 

 

 （４） 会長からの報告 

会長から、以下のとおり報告があった。 

①６月３０日に鈴木文部科学副大臣に、資料１－５「理事の人事交流に関する当面の手

続きについて」の報告書を手交したこと、及び資料１－３「平成２３年度国立大学関

係予算の確保・充実について」の要望書を手交したこと。 

②適格性審査会を７月６日に開催し、審査にかかる「秘密保持・利益相反回避」、「審査

方法及び提出資料」などについて検討を行うとともに、文部科学省から理事となり得

る候補者の具体の審査について依頼があったため、２月の場合と同様に、暫定的な取

扱いとして、適格性の審査を行ったこと。 

③平成２３年度の税制改正要望について、前回理事会において要望の考え方を示し、そ

の後に要望事項について書面審議で了解を得たので、７月１４日付けで文部科学省に

要望書（資料１－７）を提出したこと。 

 

 

 Ⅱ 協議事項 

 （１） 平成２３年度国立大学関係予算の確保・充実について 

議長から、平成２３年度国立大学関係予算の確保・充実について、６月３０日に鈴木文

部科学副大臣に要望書を手交したこと、６月２９日の国立大学長等会議において平成２３

年度概算要求において一般政策経費が８％のマイナスシーリングとなる可能性が示された

こと、これを受け資料４－１のとおり７月１日付けで会長から各会員にメッセージを送付

していること、併せて各大学に資料４－３のとおり資料を送付したこと、８％のシーリン

グによる削減への反対アピールを資料４－２のとおり７月７日付けで行ったこと、また、

理事会終了後に日本私立大学団体連合会と共同で、資料４追加資料について記者会見を行

う旨の報告が行われた。引き続き、各大学等での活動についての報告、今後に向けての対

応等について意見交換が行われ、今後のスケジュールを見ながら働きかけていくこと、会

員向けに情報共有を素早く行うこと、各理事は共同して要望活動を行うことなどが確認さ

れた。 

 

 

 

○ 議長が閉会を宣した。 
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社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２２年度 第４回 理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成２２年１０月１３日（水） １５：３０～１７：００ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 ３階 ３２０会議室 

 

３ 出席理事  濱田純一、井上明久、鷲田清一、吉田浩己、野上智行、早田憲治、長澤秀行、 

結城章夫、山田信博、齋藤 康、下條文武、中村信一、濵口道成、松本 紘、 

山本廣基、柳澤康信、有川節夫 

        以上１７名 

 

４ 欠席理事  佐伯 浩、宮田亮平、浅原利正 

 

５ その他の出席者  羽入佐和子（監事）、長尾彰夫（監事）、吉村 昇（会長補佐）、 

           松山優治（会長補佐）、丸本卓哉（会長補佐）、事務局職員 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

○ 定款第１９条第４項の規定に基づき、濱田会長が議長として開会を宣した。 

○ 理事１７名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 議事録署名人として鷲田副会長と柳澤理事の２名を選出した。 

 

 

 Ⅰ 報告事項 

  １． 前回理事会以降の事業報告について 

議長から、前回理事会（平成２２年７月１４日）以降の事業について、資料１のとおり

取りまとめた旨の報告があった。 

 

  ２． 各委員会等の活動状況について 

（1） 入試委員会委員長代行（副委員長）から、以下の報告があった。 

・ 「国立大学追加合格者決定業務に係る入学手続状況に関する情報交換事務取扱要領」

について９月７日付けで各大学へ通知した。 

・ 「第１期中期目標期間の検証について」整理シートを作成した。 

・ 高大接続テスト（仮称）への対応について入試委員会ワーキング・グループで検討中

である。 

・ 入試委員会作業委員会で高等学校学習指導要領の改訂に基づく大学入試センター試験
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の出題科目等について検討中である。 

・ 先般、国立大学の合格者より、総務省行政評価局行政相談課へ「入学手続の郵送受付

を認めて欲しい」旨の行政相談が寄せられたことを受け、各大学へ、合格者への入学手

続に要する負担軽減について、改めて検討いただくよう文書（資料 2）を送付した。 

（2） 教育・研究委員会委員長から、以下の報告があった。 

① 教育小委員会について 

・ 第１期中期目標期間の検証（教育小委員会）（案）を取りまとめた。 

・ 就職問題について意見交換を行った。 

② 研究小委員会について 

・ 第１期中期目標期間の検証（研究小委員会）（案）を取りまとめた。 

・ 科学研究費補助金（基金化などの導入）及び学術研究の大型プロジェクトの推進に

ついて（審議のまとめ）（案）の２点に関し、文部科学省の担当課長より説明を受け質

疑応答を行った。 

・ 「平成２３年度科学・技術関係予算について、優先度判定の実施に向けた意見募集」

について、各国立大学長宛て意見提出の依頼を行った。 

③ 男女共同参画小委員会について 

・ 第１期中期目標期間の検証（男女共同参画小委員会）（案）の取りまとめを行った。 

・ ８月に内閣府が行った「第３次男女共同参画基本計画に盛り込むべき施策に関する

提案募集」について小委員会としての意見をまとめ提案を行った。 

・ ７月末に各会員に照会した第７回の男女共同参画に関する追跡調査については、事

務局で取りまとめを行っている。 

（3） 大学評価委員会委員長から、以下の報告があった。 

・ 第２期中期目標期間の評価について引き続き検討していく。 

・ 第１期中期目標期間の検証について、専門委員会を中心に原案を作成し、大学評価委

員会で書面審議を行い、取りまとめた。 

（4） 国際交流委員会委員長から、5 月にドイツ・ベルリンにて開催された日独学長会議を

契機として、１０月５日にドイツ学長会議と会合を開催し、「学生の流動性」及び「日独

の科学・技術協力」について意見交換を行った旨の報告があった。 

（5） 経営委員会委員長から、以下の報告があった。 

① 財務・施設小委員会について 

・ 平成２２年７月に閣議決定された「公共サービス改革基本方針」の運用に関し鈴木

副大臣と大塚内閣府副大臣との間で合意した内容について、伊賀小委員長、谷口副小

委員長、大山東京医科歯科大学長（首都圏ヒアリング受検大学から）が、鈴木副大臣

から直接説明を受け、その概要を本小委員会にて報告し、また各大学へ「説明概要」

として発信した。 

・ 鈴木副大臣との面談の際に検討を依頼された間接経費の新名称等について、予算の

確保等の際の参考になるよう意見を取りまとめ、文部科学省へ提出した。 

・ 国立大学法人等施設の整備充実に関する第２次中間まとめについて、文部科学省か
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ら説明を受け、小委員会としての意見を文部科学省へ提出した。 

・ 第1期中期目標期間の検証について、財務・施設小委員会の案を経営委員会に付議

した。 

② 人事・労務小委員会について 

・ 障がい者・高年齢者雇用状況調査に関するアンケート調査を実施中である。 

・ ８月１０日に出された人事院勧告に関し、（財）日本人事行政研究所に参考資料の作

成を委託し、各会員には、作成した資料を１０月１２日付け発送した。 

・ 第1期中期目標期間の検証について、人事・労務小委員会の案を経営委員会に付議

した。 

③ 病院経営小委員会について 

・ 文部科学省より概算要求について説明を受け、意見交換を行った。 

・ 病院の経営問題に関するアンケート調査を実施中である。 

・ 臨床医に関する勤務状況の調査を実施中である。 

・ 第1期中期目標期間の検証について、病院経営小委員会の案を経営委員会に付議し

た。 

④ 経営委員会について 

・ 文部科学省より平成23年度概算要求について説明を受けた後、質疑応答が行われた。 

・ 第1期中期目標期間の検証について、経営委員会及び各小委員会あわせて全１２の

テーマに関して意見交換を行い、経営委員会としての案を取りまとめた。 

（6） 広報委員会委員長から、以下の報告があった。 

① 情報誌「JANU」について 

・ 第１７号は９月上旬に発行済み、第 18 号は１０月中の発行予定である。 

・ 第 18 号から新たに、国立大学関係者に限らず各方面で活躍されている若手の方に、

“発信する”をテーマとして伺う『Voice』を 1 ページで作成し、支部通信を 3 ペー

ジ構成から 2 ページ構成とすることとした。 

・ 第 19 号の編集中である。 

・ 別冊第５号は、第１７号と同時に発送した。 

・ 別冊第６号は、地域における国立大学の役割を教育、研究、医療の観点から、表裏

２ページでの作成予定で、第１8 号と同時発送するべく作業中である。 

② 第 1 期中期目標期間の検証について、7 月下旬から 9 月に各地区で開催した広報担当

者連絡会において、各大学での広報に関する取組状況についてアンケートを行い、その

結果を基に検証作業を行った。 

（7） 事業実施委員会委員長から、以下の報告があった。 

・ ７月２２日、２３日に国立大学法人等部課長級研修を開催し参加者 177 名、８月２

６日、２７日に国立大学法人トップセミナーを開催し参加者 61 名、９月１３日に大学

マネジメントセミナー（企画・戦略編）を開催し参加者 262 名であった。 

・ １１月８日に大学マネジメントセミナー（財務編）、１１月１６日に大学マネジメント

セミナー（教育編）、１２月１７日に大学改革シンポジウムの開催予定である。 
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・ 国立大学法人総合損害保険（国大協保険）について、更に充実・発展させるため、引

受社体制等の決定基準案を作成し、第一期における運営上の貢献度等を踏まえて評価し、

平成２３年度の引受会社体制を決定した。 

 

  ３． 各支部の活動状況について 

議長から、資料３に基づき、各支部の活動状況について報告があった。 

 

  ４． 会長からの報告 

会長から、以下のとおり報告があった。 

① 「理事の人事交流に関する当面の手続きについて」（６月２８日通常総会申合せ）に

基づき実施する。９月７日付で「理事候補者の推薦依頼について」及び「理事となり

得る候補者の推薦について」を会長名で１０月２５日を提出期限として各大学長宛に

送付した。 

② 9 月 3 日の政策会議で提案のあった、国立大学全体としてまとまってのアピールに

ついて、「国立大学フェスタ 2010」を 10 月１日から 11 月 30 日の２ヶ月間実施

することとし各大学に協力をお願いしたこと、各大学の活動（資料４）については、

10 月７日に文科省記者クラブへプレスリリースした。 

③ 平成２３年度概算要求の要望枠に係るパブリック・コメントについて９月２８日付

で対応をお願いし、既に多くの対応をいただいていることの報告があり、文科省の中

でもどの様に順位付けするかということもあると思われるので、引き続きご協力をお

願いする旨の発言があった。 

 

 Ⅱ 協議事項 

  １． 一般社団法人への移行申請について 

議長から、国立大学協会の一般社団法人への移行については、６月２８日の通常総会に

おいて承認を得て、8 月 23 日に内閣府公益認定等委員会へ申請を行ったが、申請書類に

対し委員会より指摘があったことから修正案についてお諮りする旨の説明があった。その

後、早田常務理事より修正案について説明があり、審議の結果、修正案のとおり承認され、

11 月 1 日開催の総会に諮ることとなった。 

 

  ２． 平成 23 年度概算要求（要望枠）について 

議長から、「元気な日本復活枠」のパブリック・コメントへの対応、今後実施される予

定の政策コンテストに向けての情報交換を行いたいので、各大学の状況や、国立大学フェ

スタ 2010 についても、ご発言があればお願いしたい旨の発言があった。 

理事から、総長名の全学一斉メールにて大学関係者で 1 万件の提出を呼び掛けている、

大学関係者以外の方にも提出を呼び掛けるため新聞広告を出した、記者から一般市民へパ

ブ・コメへの投稿を働きかける記事を掲載するよう依頼した、同窓会へ依頼した、全学集

会を開催し学長から教職員及び学生へ説明した、などの発言があった。 
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議長から、パブ・コメ、フェスタ 2010 へ引き続きご尽力とご協力をお願いしたい旨の

発言があった。 

 

  ３． その他 

（１） 認証評価について 

議長から、認証評価事業のあり方について、国大協としての考え方を取りまとめる必要

があると考えるが、大学評価委員会で検討をお願いすることとしたいのでお諮りしたい旨

の発言があり、それに先立ちこの場で意見交換を行いたい旨の発言があった。 

理事から、認証評価を行う事由の一つに国際化の問題があり、諸外国の評価の実態等も

踏まえたものである必要がある、今まで様々な評価事業を行ってきているにもかかわらず、

評価の長所や短所を検証することもなく、事業仕分けで評価の在り方を見直されることに

問題がある、世界の観点を踏まえた評価、国際水準の中での評価であることが大切である、

国立大学は、１校を除き機構の評価を受けているという事実があることを踏まえる必要が

ある、などの発言があった。これらの意見も含め大学評価委員会で検討をお願いすること

とした。 

 

  （２） 国立大学法人等職員統一採用試験について 

議長から、国立大学法人等職員統一採用試験については、国大協が直接実施しているも

のではないが、各法人にとっては大きな関心事であるため、本年度の実施状況、来年度の

計画について確認するため、職員統一採用試験連絡会の世話役である東京大学人事部吉井

部長に説明をお願いする旨の発言があり、吉井部長から資料６に沿って説明があった。 

 

  （３） 第２０回通常総会の日程等について 

資料７のとおり確認された。 

 

 

○ 議長が閉会を宣した。 
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社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２２年度 第５回 理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成２２年１１月１５日（月） １６：００～１６：４５ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 ３階 ３２０会議室 

 

３ 出席理事  濱田純一、井上明久、鷲田清一、吉田浩己、野上智行、早田憲治、佐伯 浩、 

長澤秀行、結城章夫、山田信博、齋藤 康、下條文武、中村信一、濵口道成、 

松本 紘、山本廣基、浅原利正、柳澤康信、有川節夫 

        以上１９名 

 

４ 欠席理事  宮田亮平 

 

５ その他の出席者  羽入佐和子（監事）、吉村 昇（会長補佐）、松山優治（会長補佐）、 

丸本卓哉（会長補佐）、事務局職員 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

○ 定款第１９条第４項の規定に基づき、濱田会長が議長として開会を宣した。 

○ 理事１９名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 議事録署名人として吉田副会長と有川理事の２名を選出した。 

 

 Ⅰ 報告事項 

  １． 前回理事会以降の事業報告について 

議長から、前回理事会（平成 22 年 10 月 13 日）以降の事業について、資料１のとお

り取りまとめた旨の報告があった。 

 

  ２． 政策会議の報告について 

常務理事から、大学評価・学位授与機構の「認証評価事業」の民間移行について書面審

議を行い、資料２のとおり取りまとめたこと、及びこの見解は、文部科学省へ意見提出を

行うこととしている旨の報告があった。 

 

  ３． 各委員会等の活動状況について 

（1） 入試委員会委員長から、高等学校学習指導要領の改訂に伴い変更の必要がある、大学

入試センター試験における「理科」の出題方法について書面審議を行い、意見を取りま

とめた旨の報告があった。 
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（2） 教育・研究委員会委員長から、以下の報告があった。 

① 教育・研究委員会について 

・ 就職問題に係る最近の一連の動向について、文部科学省の説明の後、意見交換を行

った。また、日本貿易会表明「新卒者の採用活動の見直しについて」及び日本就職情

報出版懇話会報告「大学生・大学院生の就職／採用活動の今日的課題に対する取り組

み」に対し、資料３－１、資料３－２のとおり、歓迎の文書を両団体に手交するとと

もに、国立大学協会ホームページ上で公表した。 

・ 職業教育に特化した枠組みの在り方について、文部科学省の担当部署による説明の

後、意見交換を行った。10 月 29 日に、中央教育審議会キャリア教育・職業教育特

別部会から、意見提出の依頼があり、書面審議の後、11 月 12 日に資料 3－３のと

おり、意見提出を行った。 

また、この件に関し、11 月 1 日から 11 月 15 日までパブリックコメント（意見

募集）が行われている旨、1１月４日に各大学宛にお知らせした。 

② 研究小委員会について 

・ 第４期科学技術基本計画に関し「科学技術に関する基本政策について」の意見募集

が行われている旨、１０月２９日に各大学宛てにお知らせした。 

（3） 大学評価委員会委員長から、大学評価・学位授与機構の「認証評価事業」の仕分け結

果への文部科学省の対応方針について、資料（資料 2 と同内容）のとおり大学評価委員

会としての見解を取りまとめ、政策会議に諮った旨の報告があった。 

（4） 国際交流委員会委員長から、以下の報告があった。 

・ 第1期中期目標期間の検証について 書面審議を行い、国際交流委員会として検証内容

を取りまとめた。 

・ 第 2 回日英学長会議が 11 月18 日、19 日に九州大学において開催予定であり、日本

からは、国立 21 大学、公立２大学、私立 10 大学の計 33 大学が、イギリスからは 19

大学の関係者が参加を予定している。 

・ 11 月 8 日に UMAP 日本国内委員会専門委員会が開催された。 

（５） 事業実施委員会委員長から、以下の報告があった。 

・ 11 月 8 日に大学マネジメントセミナー（財務編）を開催し参加者 225 名であった。 

・ 11 月 16 日に大学マネジメントセミナー（教育編）、12 月 17 日に大学改革シンポ

ジウムの開催を予定している。 

・ 国立大学法人総合損害保険委員会を開催し、保険内容についてのアンケートに寄せら

れている要望や、平成 22 年度の基本方針において実施に向けて検討を要することとさ

れた事項、及び保険の見直しに伴い各社より提案のあった事項について意見交換を行っ

た。後日、その内容をもとに平成 23 年度以降における国立大学法人総合損害保険の運

営及び改善に関する意見書を取りまとめた。 

（６） 調査企画会議座長から、第１期中期目標期間の検証について、各委員会で行った検証

内容の取りまとめ方法について議論するため、調査企画会議と各委員会の取りまとめ責

任者との合同会議を開催し、各委員会で検討した内容は、平成 20 年に国立大学協会が作
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成した「国立大学の目指すべき方向」の項目を基に分類し、10 ページ程度でまとめるこ

と、総論は調査企画会議に置く WG メンバーによる検討会を基に作成することとし、取

りまとめた内容については、改めて理事会で審議いただく予定としている旨の報告があ

った。 

 

  ４． 各支部の活動状況について 

議長から、資料４に基づき、各支部の活動状況について報告があった。 

 

  ５． 会長からの報告 

会長から、以下のとおり報告があった。 

① 11 月 4 日に内閣府からパブリック・コメントの結果が発表され、高等教育、国立

大学に関連する事項には多くの意見が寄せられていた。この結果が政策に反映される

様、今後の対応を検討したい。 

② 11 月 5 日に、「人づくり・モノづくり日本の教育を支える会総会」（会長：細野豪

志衆議院議員。民主党議員連盟）において、齋藤理事、松山会長補佐の同行のもと、

11 月 1 日の総会決議の説明・要望を行った。 

 

 Ⅱ 協議事項 

  １． 平成 23 年度概算要求について 

 議長から、平成 23 年度概算要求について、年末までの予算編成を視野に意見交換を行

いたい旨の発言があり、会長として、元気な日本復活特別枠に関する評価会議のメンバー

への具体的なアプローチを検討すること、各学長においても地元議員や、選挙区に関係の

ない一般議員へも、引き続き、総会決議等を用いて働きかけをお願いしたい旨の発言があ

った。 

 理事から、これまでにも県選出の議員に要望活動を行ってきたが、パブリック･コメント

の結果や総会決議等を活用して再度活動を行う予定である、職責上面会に応じていただけ

ない議員に対しては、秘書を通じてでも理解を得るよう努力する必要がある、運営費交付

金を守るため優先事項を認識した行動が必要である、などの発言があった。 

 

  ２． その他 

  （１） 臨時総会の開催について 

議長から、12 月 8 日に予定している臨時総会の開催について、今後、政府における予

算編成の動向等を考慮しつつ、できる限り早く決定し連絡することとした。 

 

 

○ 議長が閉会を宣した。 
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社 団 法 人 国 立 大 学 協 会 

平成２２年度 第６回 理事会 議事録 

 

 

１ 日  時  平成２３年２月１６日（水） １５：００～１６：４０ 

 

２ 場  所  東京都千代田区神田錦町３－２８ 学士会館 ３階 ３２０会議室 

 

３ 出席理事  濱田純一、井上明久、鷲田清一、吉田浩己、野上智行、早田憲治、佐伯 浩、 

長澤秀行、結城章夫、山田信博、齋藤 康、宮田亮平、下條文武、中村信一、 

濵口道成、松本 紘、山本廣基、浅原利正、柳澤康信、有川節夫 

        以上２０名 

 

４ 欠席理事  なし 

 

５ その他の出席者  羽入佐和子（監事）、長尾彰夫（監事）、吉村 昇（会長補佐）、 

松山優治（会長補佐）、丸本卓哉（会長補佐）、事務局職員 

 

６ 議事の経過及び結果 

 

○ 定款第１９条第４項の規定に基づき、濱田会長が議長として開会を宣した。 

○ 理事１９名の出席により定足数を満たしていることが確認された。 

○ 議事録署名人として井上副会長と佐伯理事の２名を選出した。 

 

 Ⅰ 報告事項 

  １． 前回理事会以降の事業報告について 

議長から、前回理事会（平成２２年１１月１５日）以降の事業について、資料１のとお

り取りまとめた旨の報告があった。 

 

  ２． 政策会議の報告について 

常務理事から、大学評価・学位授与機構から意見照会のあった「大学機関別認証評価実

施大綱」及び「大学評価基準（機関別認証評価）」の改訂案について書面審議を行い、資料

２のとおり取りまとめた旨の報告があった。 

 

  ３． 各委員会等の活動状況について 

（1） 入試委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 大学入試センターが公表した「平成２１年告示高等学校学習指導要領に対応した大学

入試センター試験の数学、理科の出題科目等について（案）」について検討を行い、資料
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3-1-1 のとおり、大学入試センターへ意見提出を行った。 

・ 平成２４年度の大学入試センター試験における地理歴史・公民及び理科の試験実施方

法等について意見交換を行った。 

・ 国立大学の入学者選抜制度について、平成２３年度以降も現行の分離分割制度を維持

することを確認し、資料 3-1-2 のとおり各大学に通知した。 

（2） 教育・研究委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

① 教育小委員会について 

・ 中央教育審議会の審議経過報告として取りまとめられた「教職生活の全体を通じた教

員の資質能力の総合的な向上方策」について、文部科学省と意見交換を行った。 

② 研究小委員会について 

・ 科学研究費補助金（基金化の導入など）、競争的資金制度の見直し等について、文部科

学省と意見交換を行った。 

・ 環境省中央環境審議会で検討されている「動物の愛護及び管理に関する法律」の見直

しについて、意見交換を行った。 

③ 男女共同参画小委員会について 

・ 国立大学における男女共同参画の推進について、第７回追跡調査報告書及びアクショ

ンプラン（案）を取りまとめ、教育・研究委員会に諮った。 

④ 教育・研究委員会について 

・ 就職問題について、日本経済団体連合会及び経済同友会の新卒者の採用選考活動の在

り方に関する意見表明に対し、資料 3-2-1、資料 3-2-2 のとおり文書を作成し、両団

体に手交を行った。また、就職問題に係る最近の一連の動向、特に広報活動、採用選考

活動の開始時期について意見交換を行い、資料 3-2-3 のとおり国立大学協会のスタン

スを取りまとめ、就職問題懇談会において、私立大学団体連合会、公立大学協会等と意

見交換を行った。 

・ 男女共同参画小委員会において取りまとめた、「第７回追跡調査報告書」（資料 3-2-4）

及び「国立大学における男女共同参画の推進について－アクションプラン－」（資料

3-2-5）について審議し、了承した。 

（3） 大学評価委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 大学評価・学位授与機構の事業仕分け結果を受けた対応、及び同機構の大学情報デー

タベースのあり方などについて、文部科学省と意見交換を行った。 

・ 大学評価・学位授与機構から意見照会のあった「大学機関別認証評価実施大綱」及び

「大学評価基準（機関別認証評価）」の改訂案について意見を取りまとめ、政策会議に諮

った。 

・ 評価結果の運営費交付金への反映方法について、専門委員会で概ねの見解を取りまと

めたので、それを基に意見交換を行い、引き続き検討することとした。 

（4） 国際交流委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 平成２３年度予算案、ユネスコ アジア・太平洋地域における高等教育の学業・卒業証

書及び学位の認定に関する地域条約、産学連携によるグローバル人材育成推進協議会等
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について、文部科学省と意見交換を行った。 

・ 日本人学生の海外留学、外国人留学生、日本の大学の海外進出、安全保障貿易管理等

について、外務省と意見交換を行った。 

・ 第２回日英学長会議が１１月１８日、１９日に九州大学において開催され、「大学の国

際化」をテーマとした意見交換が行われた。日本からは、国立２１大学、公立２大学、

私立１０大学の計３３大学が参加した。 

・ １月１７日に UMAP 日本国内委員会が開催され、域内超短期交換留学プログラム及

び UMAP 応募様式の変更について意見交換を行った。 

（５） 経営委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

① 財務・施設小委員会について 

・ 今後の国立大学法人等施設の整備充実及び平成２３年度国立大学法人に係る概算要求

について、文部科学省と意見交換を行った。 

② 病院経営小委員会について 

・ 今後の国立大学法人等設備の整備充実について、文部科学省と意見交換を行った。 

・ 国立大学附属病院の経営問題に関するアンケート調査の結果を、附属病院を有する大

学宛てに送付することとした。 

③ 人事労務小委員会について 

・ 障がい者・高年齢者の雇用に関する調査の結果、及び給与表作成の参考資料（追加資

料）を各大学に送付した。また、来年度も引き続きこれらの調査及び情報提供を行うこ

ととした。 

④ 経営委員会について 

・ 平成２３年度国立大学法人関連予算案について、文部科学省と意見交換を行った。 

（６） 広報委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

① 情報誌「JANU」について 

・ 第１９号を１月に発行し、第２０号は 3 月中に発行を予定している。 

② 情報誌「JANU」別冊について 

・ 第７号を JANU 第２０号に同封して送付予定である。また、学生向け広報について

は、１ページを運営費交付金の推移や収入に占める割合、もう１ページは各大学で自由

に作成できる構成として、電子版を 3 月中に送付予定である。 

③ 平成２３年度広報事業計画について 

・ JANU の特集テーマは引き続き「智」とする。なお、配布先等を見直すこととした。 

・ JANU や JANU 別冊について、意図や内容をより効果的に伝えるために、資料 3-3

のとおり活用例を作成し、各大学宛てに改めて活用についてお願いすることとした。 

・ JANU 別冊について、高等教育財政の状況を関係者に訴えることのできる内容とし、

8 号は 1 号及び 5 号の内容を現時点のデータに更新したもので作成することとした。 

・ 第１期中期目標期間の検証内容に関するリーフレットは、調査企画会議で内容を精査

したうえで作成することとした。 

・ 次年度の第１回広報委員会の開催に合わせ、各支部代表大学の広報担当理事等にも参
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加をお願いすることとした。 

・ 支部における広報担当者の連絡会議について、２３年度は広報担当理事にも出席をお

願いすることとした。 

（７） 事業実施委員会委員長から、以下のとおり報告があった。 

・ 平成２２年度研修事業の開催状況は、資料 3-4-1 のとおりであった。 

・ 平成２３年度の研修事業については、資料 3-4-2 のとおり計画している。 

なお、学長を対象としたトップセミナーについて、8 月 25 日、26 日の 2 日間、横

浜において開催を予定している。 

・ 「平成２３年度国立大学法人総合損害保険の基本方針」を作成し、それを基に次年度

保険商品の改定を行うとともに、各会員へ次年度保険の募集通知を送付した。 

（８） 調査企画会議座長から、以下のとおり報告があった。 

・ 第１期中期目標期間の検証の取りまとめについて、平成２０年３月に国立大学協会が

作成した「国立大学の目指すべき方向性－自主行動の指針－」に沿って行うこととし、

各委員会において所掌事項を検証したうえで、整理した。また、今後の国立大学の課題

を明確にするために、「第２期における課題」を作成した。 

 

  ４． 各支部の活動状況について 

議長から、資料４に基づき、各支部の活動状況について報告があった。 

 

  ５． 会長からの報告 

会長から、以下のとおり報告があった。 

① 新公益法人制度に基づく一般社団法人への移行について、移行時期については未定

の状況であるが、理事の選任にかかる今後の日程については、移行認可があった時点

で連絡する。 

② 平成２３年度予算案における国立大学法人関係の予算については、運営費交付金は

△0.5％の５８億円減となったが、設備整備の推進のため新規に国立大学教育研究特

別整備費として５８億円が措置され、運営費交付金と合わせ、対前年度同額が確保さ

れた。また、科学研究費補助金では、その基金化を含め、対前年度６３３億円の大幅

な拡充が図られた。一方、平成２４年度概算要求に向けては、財務省や文部科学省の

予算説明において厳しい対応が求められる旨の発言等が出されている。 

このような状況のなか、昨年１２月に開催した大学改革シンポジウムでの挨拶にお

いて「会長コメント」を公表し、また第６回政策会議において「国立大学の機能強化

に関する委員会（案）」の設置の提案を行い、了解を得たところである。今後、国立大

学協会としての機能強化にかかる自主的な取り組みの考え方を早急に社会に公表して、

理解と支援を得るべく努力をしていきたい。 

 

 Ⅱ 協議事項 

  １． 第 1 期中期目標期間の検証について 
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調査企画会議座長から、資料５のとおり、第 1 期中期目標期間の検証について説明が

あり、審議の結果、附属資料は「第１期中期目標期間の検証（案）」とは別個の資料とし

て取り扱うこととしたうえで承認し、次回総会に報告することとした。 

 

  ２． 「国立大学の機能強化に関する委員会」の設置について 

常務理事から、資料 6-1、6-2、6-3 に基づき、国立大学の機能強化に関する委員会

の設置について説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、次回総会に報告すること

とした。また、副委員長及びワーキンググループ座長には、会長より鷲田副会長が指名

された。 

今後の予定として、３月の総会で委員会の検討状況について報告を行い、6 月の総会

において「中間まとめ」を公表することとした。 

 

  ３． 平成２３年度事業計画及び収支予算について 

議長から、政策会議において平成２３年度の事業計画案を取りまとめ、その事業計画

に沿って平成２３年度の収支予算案を取りまとめた旨の報告があった。引き続き、常務

理事から資料7-1及び7-2に基づき、平成２３年度の事業計画案及び収支予算案につい

て説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、次回総会に諮ることとした。 

 

  ４． 国立大学フェスタ２０１１の実施について 

議長から、平成２２年度に実施した国立大学フェスタの参加状況について、資料 8-1

のとおり説明があり、平成２３年度においても継続して実施することとしたい旨の発言

があった。 

引き続き、常務理事から資料 8-2 に基づき、国立大学フェスタの実施に関する要項の

説明があり、審議の結果、一部修正のうえ承認し、次回総会に報告することとした。な

お、修正については会長から宮田理事に一任された。 

また、国立大学フェスタの所掌については、事業実施委員会においてお願いすること

とした。 

 

  ５． その他 

  （１） 第２１回通常総会の日程等について 

議長から、資料９に基づき、第２１回通常総会の日程について説明があり、これを了

承した。 

 

（２） 平成２３年度総会及び理事会の日程等について 

議長から、資料１０に基づき、平成２３年度総会及び理事会の日程等について説明が

あり、これを了承し、次回総会に諮ることとした。 

 

○ 議長が閉会を宣した。 
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平成２２年度第１回広報委員会議事メモ 

 

 

日 時  平成２２年４月２６日（月） １５：００～１７：００ 

場 所  国立大学協会 会議室 

出席者  鷲田委員長 

    宮田副委員長、村松委員、新原委員、榊委員、長友委員、早田委員 
欠席者  なし 
 

 

〔議 事〕 

１．広報委員会について 

    事務局から、資料２－１及び２－２に基づき、広報委員会を中心とした広報活動実施体

制や平成２１年度の活動報告などについての説明があり、確認された。 

 

 

２．広報委員会副委員長の指名について 

    委員長から、広報委員会の副委員長については、規定により宮田委員が指名された。 

 

 

３．広報委員会専門委員について 

    委員長から、４月２１日開催の理事会において、広報専門委員会専門委員は６名とする

ことで了承された旨の説明があり、ついては、資料４に基づき、各委員から推薦のあった

６名全員に専門委員を委嘱することで了承された。 

 

 

４．広報企画小委員会について 

    委員長から、資料２－１に基づき、広報企画小委員会についての説明があった後、①委

員会の構成について昨年同様とすること、②宮田副委員長に座長をお願いすること、③希

望により広報委員会委員の小委員会への出席は可能であることの説明があり、確認された。 

 

 

５．平成２２年度アクションプランについて 

    事務局から、資料５に基づき、平成２２年度のアクションプランについての説明があっ

た。 

 

 

６．情報誌「JANU」について 

    事務局から、資料６に基づき、平成２２、２３年度の JANU の企画案についての説明



があった後、検討の結果、①表紙については昨年度のイメージを継続し、４元素「火・水・

風・土」をイメージして再考すること、②表紙の再考及び企画の具体的な作業については

広報企画小委員会で検討することとなった。 

 

 

７．情報誌「JANU」別冊について 

    事務局から、資料 7 に基づき、２２年度の「JANU」別冊の企画案について説明があっ

た後、意見交換を行い、本日の意見を踏まえた上で、具体的には広報企画小委員会で検討

することとなった。 

 

 

８．小冊子「第１期中期目標・中期計画の総括（仮称）」の企画について 

    事務局から、資料８に基づき、平成２２年度の小冊子の企画案について説明があった後、

意見交換を行い、第１期中期目標期間の総括については、調査企画会議で全体の考え方に

ついて整理・検討し、それを受けて、その見せ方について広報委員会で検討することとし

た。 

 

 

以上 



平成２２年度第２回広報委員会議事メモ 

 

 日 時  平成２２年１２月９日（木） １０：３０～１２：３０ 

 場 所  国立大学協会 会議室 

 出席者  鷲田委員長、宮田副委員長、村松委員、榊委員、長友委員、早田委員 

 欠席者  新原委員 

 

 

〔議 事〕 

Ⅰ 協議事項 

１．情報誌「JANU」次年度企画について 

事務局から、資料２に基づき JANU の企画案についての説明があった後、検討の結果、編

集内容が継続することから次年度も小学館クリエイティブに作成をお願いすることとし、企画

内容の具体的な作業については広報企画小委員会で検討することとなった。 

また、前半の意見交換を踏まえ、基本的な方針として、作成において意識する対象は一般市

民も含めることとし、国立大学協会からの配布先は厳選し、改めて次回の広報委員会で検討す

ることとした。 

 

 

２．情報誌「JANU」別冊について 

事務局から資料３－１、３－２に基づき、今年度の予定と次年度企画についての説明があっ

た後、検討の結果、次年度の別冊は毎年作成している公財政支出の更新版と、第１期中期目標

期間の検証結果をまとめたリーフレットの２回とすることとし、今年度作成予定の８号（国際

化）については、リーフレットの中に盛り込むこととして、単独では作成しないこととなった。 

 

 

３．学生向け広報活動について 

事務局から資料４に基づき説明があった後、検討の結果、レイアウトや表記の内容は昨年度

と同様とし、データのみ更新した内容で今年度も各大学宛てに送ることとなった。 

 

 

４．国立大学基礎資料集について 

委員長から、資料５に基づき説明があった後、検討の結果、基礎資料集は各大学がデータの

確認や、理論武装するための資料として活用することとし、原案どおり会員ページに掲載する

こととなった。 

 

 

Ⅱ 報告事項 

１ 第 1 期中期目標期間の検証について 

事務局から、資料 6-1 及び 6-2 に基づき、「広報に対する意識」「広報活動の充実」に



ついての検討結果と、各大学に行った「法人化後の広報に対する意識」のアンケート結果に

ついて報告があった。 

  

 

  ２ 小冊子「国立大学の教員養成」アンケート集計結果について 

事務局から、資料 7 に基づき、昨年度作成した「国立大学の教員養成」についてのアン

ケートの集計結果について報告があった。 

 

以上 



平成２２年度第３回広報委員会議事メモ 

 

 

 日 時  平成２３年２月７日（月） １５：３０～１７：３０ 

 場 所  国立大学協会 会議室 

 出席者  鷲田委員長、宮田副委員長、村松委員、榊委員、長友委員、早田委員 

 欠席者  新原委員 

 

 

〔議 事〕 

Ⅰ 協議事項 

１．平成２２年度広報活動の報告について 

事務局から、資料２に基づき平成２２年度広報アクションプランに基づく活動報告に

ついての説明があり、原案のとおり承認された。 

 

 

２．平成２３年度広報事業計画について 

  事務局から、資料３－１～４に基づき、平成２３年度広報事業計画についての説明が

あり、以下の通り修正を加え、承認された。 

  

 ①ホームページの充実について 

 ・トップ画面には国立大学協会として主張したい内容が常に表示されたほうがよい 

 ・大学のお知らせ等は一つにまとめる 

 ・タブを整理する 

 ・それぞれの項目タイトルを工夫する 

・修正案を作成し、広報企画小委員会で確認する 

 

②国立大学フェスタについて 

・フェスタの実施にあたっては、主体的に動く委員会について理事会で確認するべき 

 

 ③支部における連絡会議について 

・次年度の第 1 回広報委員会の開催に合わせ、各支部代表大学の広報担当理事と実

務担当者が参加する会議を開催する 

・支部における広報担当者の連絡会議は、23 年度は実務担当者だけではなく広報担

当理事にも参加をお願いする 

 

 

 



３．情報誌「JANU」平成 23 年度の企画について 

事務局から資料４－１～４に基づき説明があった後、検討の結果、原案のとおり了承

された。 

 

 

４．情報誌「JANU」別冊について 

事務局から、資料５に基づき説明があった後、検討の結果、原案どおり平成 23 年度

は別冊 8 号(国立大学予算関係)とリーフレットを作成することとなった。 

 

 

以上 



入試委員会（平成２２年度第１回）議事メモ  

 

 

日 時  平成２２年４月２７日（火） １５：００～１６：１５ 

場 所  学術総合センター２階 中会議場４ 

出席者  佐伯委員長、山本副委員長 

     鮎田、高橋、松山、伊東、位藤、山本、丸本の各委員  

     佐々木、宮本、山内、川嶋、松浦、垂水、淵田の各専門委員 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  文部科学省  藤原大学振興課長、西田大学入試室長、 

大学入試センター 柴田試験・研究統括官、阿部事業部長、 

青山事業部次長、石川事業第一課主任 

北海道大学 村田入試課長 

      

 

議事に先立ち、委員長から、入試委員会においては、専門性を鑑み、基本的には毎

回専門委員を同席させることの提案があり、了承された。 

続いて、委員及び専門委員より自己紹介があった。 

さらに、委員長から委員会の開催について、緊急の要件が生じ、かつ、委員の半数

以上を確保することが不可能な場合には、｢懇談会｣などの形式で開催し、議決を要

する案件については、後日、速やかに書面審議を行う旨の提案があり、了承された。 

 

 

〔議 事〕 

 

 

１．委員会の体制について 

 

委員長より、昨年に引き続き、高等学校学習指導要領の改訂に伴う国立大学の入学

者選抜の対応について検討するために｢作業委員会｣を、また、高大接続テスト（仮称）

の協議・研究への対応について検討するために｢入試委員会ワーキング・グループ｣

を設置したい旨の提案があり、了承された。 

続いて、設置が了承された｢作業委員会｣及び｢入試委員会ワーキング・グループ｣

のメンバーについて、資料２－１及び資料２－２のとおり諮られ、原案どおり了承さ

れた。 

 

 

２．委員会の検討事項について 

 

  入試委員会規則第２条の所掌事項について確認後、事務局より資料３－１資料３－

２及び資料３－３に基づき説明があった後、佐々木専門委員及び松浦専門委員からそ

れぞれ、高等学校指導要領の改訂の内容やスケジュールについて補足説明があり、今

年度の本委員会の検討事項等について確認された。 
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３．国立大学の入学者選抜についての平成２４（２０１２）年度実施要領（案）等 

について 

 

事務局より、資料４に基づき平成２３年度入試の実施要領等からの変更点及び変更

に関し、２つの国立大学法人から｢センター試験成績請求・提供開始日の繰り上げ｣

及び｢AO 入試等の手続き最終日を２月１５日へ変更｣の要望があったことについて

説明があり、要望について、大学入試センターとの調整の結果、｢センター試験成績

請求・提供開始日付の繰り上げ｣については現状では対応が難しいこと、また、｢AO

入試等の手続き最終日を２月１５日へ変更｣については｢推薦入試及び AO 入試の合

格者・入学者手続者を大学入試センターへ通知｣することが２月１６日までとなるが、

同センターで行う｢出願状況資料、推薦入試及び AO 試験合格者・入学手続き状況資

料請求・提供｣の準備期間が３日間確保されれば対応が可能との説明があり、意見交

換が行われた。 

本件については、変更による他への影響を各大学に再度確認の上、原案を修正し、

改めて本委員会に諮ることとなった。 

また、本件に関しては、最終的に６月２８日の総会の議を経て各大学へ通知する運

びとなる旨説明があった。 

 

 

４．入試におけるインフルエンザ対応に関する検証について 

 

  委員長より、平成２２年度入試におけるインフルエンザ検証の具体的対応を行うた

め、検討チームを設置することの提案があり、了承された。 

  なお、構成員については、委員長に一任された。 

また、この検討チームは文部科学省における改善会議の結果をうけて文部科学省が

大学へ伝えたことをもとに検討することとなった。 

 

 

５．関係機関への委員の推薦について 

 

  委員長より、文部科学省からの「大学入学者選抜方法の改善に関する協議」に係る

協力者の推薦依頼については資料５のとおり推薦した旨の報告があった。 

また、大学入試センターからの｢全国大学入学者選抜研究連絡協議会｣企画委員の推

薦依頼については資料６のとおり推薦したい旨の報告があり、承認された。 

なお、東京地区の人選については委員長に一任された。 
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６．外部諸会議等の動向について 

 

  平成２２年６月８日開催の「国立大学入試担当副学長等連絡会」について佐々木専

門委員より説明があり、本件について、佐々木、川嶋専門委員が内容をまとめ、垂水

専門委員が座長として参加することとなった。 

  続いて、文部科学省からの委託により北海道大学を中心に行われている高大接続テ

スト（仮称）の協議・研究について、資料８に基づき佐々木専門委員より報告があっ

た。 

 

 

次回の委員会については、適宜開催することとし、日程については事務局より調整

することとされた。 

 

以上 
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入試委員会（平成２２年度第２回）議事メモ  

 

 

日 時  平成２２年９月２日（木） １５：００～１６：２０ 

場 所  学術総合センター２階 中会議場４ 

出席者  佐伯委員長、山本副委員長 

     松山、村上、下條、西頭、伊東、位藤、山本、丸本、寺尾の各委員  

     宮本、山内、松浦、垂水、淵田の各専門委員 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  文部科学省  前田入試室長補佐、 

大学入試センター 柴田試験・研究統括官、阿部事業部長、 

青山事業部次長、小林事業第一課課長補佐 

北海道大学 村田入試課長 

      

 
〔報 告〕 

 

１．行政相談事案に係る対応について 

 

事務局より行政相談事案に関連する総務省からの意見聴取があったこと、及び

その対応について「国立大学協会は「分離分割方式」が円滑に行われるよう、毎

年度、国立大学の入学者選抜についての実施要領及び実施細目を定め、各国立大

学に通知しているが、その中では、合格者の入学手続に関する事項について、持

参または郵送による受付への配慮の記載はなく、文部科学省が通知している「大

学入学者選抜実施要項」に基づき、各大学の判断により、実施していただいてい

るところである。」と対応したことの報告があった。 

 

２．高大接続テスト（仮称）の対応について 

 

  副委員長（入試委員会ワーキング・グループ座長）より、６月１５日と９月１日開

催の入試委員会ワーキング・グループにおける、｢高大接続テスト（仮称）の対応に

ついて｣の検討状況について説明があった。 

 

〔議 事〕 

 

１．平成２３年度国立大学追加合格者決定業務に係る入学手続状況に関する情報交換 

事務取扱要領について 

 

委員長より、平成２３年度国立大学追加合格者決定業務に係る入学手続状況に関す

る情報交換事務取扱要領について、資料４のとおり諮られ、原案どおり各大学へ通知

する旨、了承された。 
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２．第１期中期目標期間の検証について 

 

  委員長より、濱田会長からの依頼に基づき、入試委員会において、第１期中期目標

期間の検証を行っていくこととその検証方法について、また、検証に関する責任者を

松浦専門委員とし、１０月２９日に開催予定の各委員会責任者と調査企画会議委員の

合同会議で全体総括の議論に参加していただくことについて説明があった。続いて、

松浦専門委員より資料５に基づき説明があった後、質疑応答、意見交換が行われ、そ

の結果、原案を一部修正することとなった。 

  また、意見交換の中で、これからの入試制度の在り方について議論する必要がある

旨の発言があり、今回の検証とは別に専門委員会（作業委員会）で、中・長期的な検

討課題についてまとめることとなった。 

 

以上 
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入試委員会（平成２２年度第３回）議事メモ  

 

日 時  平成２３年１月２７日（木） １５：００～１６：５０ 

場 所  学術総合センター２階 中会議場４ 

出席者  佐伯委員長、山本副委員長 

     鮎田、高橋、松山、下條、西頭、伊東、位藤、丸本、佛淵の各委員  

     佐々木、宮本、山内、川嶋、松浦、垂水、淵田の各専門委員 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  文部科学省  西田入試室長、佐藤入試室長補佐、江戸係長 

大学入試センター 柴田試験・研究統括官、惣脇理事、 

香川総務企画部長、阿部事業部長、青山事業部次長、 

小林事業第一課課長補佐、内田事業第一課企画調査係長 

 
 
１．高等学校学習指導要領の改訂に伴う大学入試センター試験のあり方について 

 

委員長より、大学入試センターから平成 22 年 12 月 10 日に公表された、「平

成 21 年告示高等学校学習指導要領に対応した大学入試センター試験の数学，理科

の出題科目等について（案）」（資料１－１）に対する国大協の意見提出につい

て検討する旨の発言があった後、事務局より、同案に対する各大学からの意見に

ついて資料１－２に基づき説明があった。 

その後、意見交換が行われ、回答の方針として、「同案に対して、特段の異論

はないが、この案に固執するものではない」とすることとなり、文面については

委員長一任となった。 

 

 

２．平成 24 年度大学入試センター試験における地理歴史・公民及び理科の試験実施方

法等について（案）について 

 

  大学入試センターより、平成 24 年度大学入試センター試験における地理歴史・公

民及び理科の試験実施方法等について（案）について、配布資料に基づき、大学入試

センターでの検討状況について説明があり、その後、意見交換を行った。  

 

 

３ 個別大学の入試方法への対応について 

 

事務局より、国大協の基本方針と異なる入試を実施している大学のこれまでの対応

について資料３－１に基づき説明があった。その後、委員長より、京都大学へ、入学

者選抜制度に関する要請文書を資料３－２のとおり送付することについて、及び各国

立大学へ、国大協の基本方針に沿った入試を実施できない場合は入試委員会に協議い

ただきたい旨の文書を資料３－３のとおり通知することについて説明があり、審議の

結果、資料３－２については原案のとおり京都大学へ、資料３－３については一部修

正の上、各大学へ通知することとなった。 
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４ 入試委員会の課題について 

 

  山本副委員長より、作業委員会で検討した入試委員会の課題について、資料４に基

づき説明があった。このことについては、さらに時間をかけて議論していくこととな

った。 

 

 

５ 平成 23 年度における入試委員会の活動（案）について 

 

  委員長より、次年度の入試委員会の活動計画について、資料５－１及び資料５－２

に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。 

 

 

６ その他 

①ワーキンググループの状況報告 

山本副委員長より、ワーキンググループの活動状況について、説明があった。 

 

②事務局からの報告 

事務局から、今年度受け取った要望書について、資料６に基づき、報告があった。 

また、これまで入学手続きの際に、原則郵送を認めていなかった国立大学 19 校のう

ち、18 校で平成 23 年度分の入学手続きから郵送での書類提出も認めることとなっ

たことの報告があった。 

 

 

最後に、委員長から、今年度で退任される、富山大学の西頭委員と北海道大学の佐

々木専門委員に対し、謝意が述べられた。 

 

以上 
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教育・研究委員会（平成２２年度第１回）議事メモ 

 

日 時   平成２２年５月７日（金） 1５：00～1７：０5 

場 所   学士会館 ３２０室 

出席者   濵口委員長、齋藤副委員長、長澤副委員長 

佐藤、入戸野、池田、上井、羽入、高橋、佐和、香川、羽野、菅沼の各委員  

欠席者   八田、磯貝委員 

文部科学省  藤原大学振興課長 高橋大学振興課学務係長 

      山脇振興企画課長 石田学術研究助成課室長補佐 

 

〔議 事〕 

  議事に先立ち、本年度から就任することとなった濱口委員長より挨拶があった。また、

全委員の自己紹介があった。 

 

１ 委員会の体制について 

（１）副委員長の指名について   

委員会規程第５条第２項に基づき、委員長より、担当理事である千葉大学の齋藤

学長及び帯広畜産大学の長澤学長が副委員長に指名された。併せて、委員会規程第

５条第３項に基づき、委員長より、委員長が欠けたときに副委員長が委員長になる

順序について、齋藤副委員長が第１順位、長澤副委員長が第２順位とされた。 

（２）専門委員について 

   専門委員については、各委員から推薦いただいた候補者の中から、地域バランス

等を考慮して、（資料３）に記載の 11 名を委嘱することとし、了承された。 

（３）小委員会の委員長等について 

   委員長から、委員会規程第５条第５項に基づき、今年度も引き続き、教育小委員

会・研究小委員会・男女共同参画小委員会の３つの小委員会を設置すること、あわ

せて、教育小委員会及び男女共同参画小委員会の委員長を齋藤副委員長に、研究小

委員会の委員長を長澤副委員長にお願いしたい旨提案があり、了承された。 

  教育小委員会、研究小委員会の構成については、（資料４）のとおり了承された。

ただし、男女共同参画小委員会については、より体制を強化するために、（資料４）

に記載の委員の他、佐藤委員、羽入委員が兼任で加わることで了承された。 

  また、本委員会で対応すべき課題については、小委員会で対応することとし、急

遽対応すべき課題等が生じた場合には、小委員会の枠を越えワーキング・グループ

を設置する等により対応することとした。 

 

 ２ 委員会の検討事項について 

     事務局から資料の説明があった後、意見交換を行った。 

    教育・研究委員会検討課題（資料７）に関する意見交換の主な内容は以下のとおり。 

（◎委員長、○委員） 



 

 

 

   （１）就職問題について 

      ◎就職問題の早期化、長期化が問題になっている。 

○日本の雇用環境が変化している、つまり終身雇用の維持が難しくなっている。

アメリカ的に変化していくのではないのか、それを前提に検討しなければなら

ないのではないか。 

      ◎2１年度に実施した調査の結果を取りまとめて、教育小委員会で議論していき

たい。 

   （２）IT を活用した教育に係る著作権について 

      ◎21 年度に実施した調査を取りまとめて、教育小委員会で議論していきたい。 

   （３）大学における安全保障貿易管理（機微技術管理）について 

      ◎現場の教員に如何に徹底させるかが問題である。 

      ○国立大学時代は、国が責任をとってくれたが、法人化後は自ら責任をとらなけ

ればならない。そのことを学長自ら意識しているかが重要である。 

○昨年度に、参考資料２「大学における技術提供にかかる安全保障貿易管理」（案）

を取りまとめた。昨年度３回議論しており、今年１月 18 日時点の案であり、

さらに精査したのち、各国立大学に提示してはどうだろうか。 

○新幹線や耐震技術等、直接安全保障にかかわらない技術にも、波及することは

あるのか。確認はどのようにすればいいのか。 

○大学だけで判断することは危険である。 

○分からないことがあれば関係省庁に問い合わせることが必要である。大学が責

任を追及されることがないように、意識を持たねばならない。 

○厳密に判断すると、海外で研究結果等を発表することも難しくなってくる。 

   （４）国立大学における男女共同参画推進の実施について 

      ◎実績が目標値を大きく下回っているし、教員が増えたといっても、助教ポスト

で増えただけであり、質的向上には程遠い。 

○パーセンテージの目標をたてて行うことよりも、教員採用時の理由を公開する

ことが、結果として、男女共同参画推進につながるのではないか。 

 

 ３ 関係機関への委員の推薦について 

委員長から、（資料８）により、本委員会から関係各機関への委員推薦について提案が 

あり、了承された。  

 

 ４ 文部科学省からの説明 

（１）教育情報の公表の促進について 

文部科学省から「教育情報の公表の促進について」資料に基づき説明があり、その

後、意見交換を行った。 

（○委員、●文部科学省） 

 



 

 

（文部科学省からの説明のポイント） 

●  公的な教育機関として、学生、保護者、社会に公表が求められる情報について、

教育研究活動の公表を規定する学校教育法第１１３条に基づき、その施行規則

で公表を義務付ける項目として明確化する。 

●  教育課程を通じて取得が期待される知識・能力の体系に関する情報の公表につ

いては、各大学の任意である。 

●  国際的な大学評価活動の展開や我が国の大学情報の海外発信の観点から公表が

考えられる情報の公表については、各大学の任意である。 

 

     （意見交換） 

○ 教育情報公表の方法（紙媒体か電子媒体か）について定められているか 

● 今回の改正案においては定められていない。 

○ 資料２－１の３頁「学生や保護者が、適切に情報を得られる」の情報とはなに

か。 

● 国立大学では考えられないことであるが、一部の私立大学では、在学中の学生

数を公表していない大学もある。必要な情報を容易に得られることが必要であ

る。 

○ 国立大学では教育情報の公開についてどのような状況になっているのか。 

● 基本的には「公的な教育機関として、学生、保護者、社会に公表が求められる

情報」を含めほとんど公開されているが、大学の学部間で差がある場合がある。

また、「教育課程を通じて取得が期待される知識・能力の体系に関する情報の

公表」についてはこれからの課題といえる。 

○ 資料２－１の５頁の、国際的な大学評価活動については、留学生の受け入れに

関する情報の公開ということか。 

● 現在国際的な大学評価活動に関する WG で審議中の内容であるが、海外から留

学生が来る場合、必要な情報が公開されていないことが多い。また、単位互換

を行おうとしても、情報公開が不十分な事例が多い。 

○ 日中韓の大学間交流と、この情報公開について関連性はあるのか。 

● 連動性はある。大学間交流に際し、必要な情報が公表されることは重要である。 

○ 海外の大学との、単位の読み替え、ダブルディグリー等分かりにくい点が多 

いが、文部科学省として統一行動等をとっていただけるのか。 

● 中教審の下にワーキング・グループができており、そこで議論されると思う。

やはり統一したものがあるほうが分かりやすいと思う 

○ アンダーグラジエト（学部教育）のセメスター（通年）の期間が、国によって

異なるため、簡単に単位の読み替えが困難な場合がある。それに対して、シス

テム、制度そのものを変えるのか、単に読み替えにするのかが問題ではないか。 

● 単位の計算自体が国によって異なるので、どのようにするか議論する必要があ

る。ヨーロッパはアンダーグラジエト（学部教育）3 年である、日本とアメリ

カは４年が基本でありそれを含めて議論しなければならない。 



 

 

○ アメリカの中にも学部教育の 3 年化の動きがあり、日本だけ取り残されないよ

うにしなければならない。 

○ 学士課程の在り方について、国際的な基準を作る動きがあった件はどのように

なったか。 

● 国際的な学士課程の在り方について、審議の内容に進展がない。 

 

（２）独立行政法人の事業仕分けによる研究環境への影響について 

文部科学省から、事業仕分け結果の概要及び、研究開発を担う法人の機能強化につ

いて、資料に基づき説明があり、その後、意見交換を行った。 

 

（○委員、●文部科学省） 

＜事業仕分け結果の概要について＞ 

（文部科学省からの説明のポイント） 

● 仕分け人（枝野大臣他）から、科学技術の重要性は認識しているが、ただそれ

が効果的に行われているか、ガバナンスが適当なのかが問題である点を指摘さ

れた。 

● 研究開発を担う法人は、事業実施型、資金配分型、行政実施型の類型を念頭に

仕分けを行うことが指摘された。 

● 日本学術振興会について 

① 他機関（ＪＳＴ等）との経営統合・業務統合によるガバナンスの強化、コ

スト削減を検討するように指摘された。 

② 組織的役割は、仕分け人には認知されている模様である。ただ、審査のや

り方は、他の配分機関との審査に共通性をもたせる等、効率性の向上の必

要性が指摘された。 

③ 学術システム研究センターは、ガバナンスの透明化及び強化が求められた。 

④ 科学研究費補助金については、他機関との協調、コスト削減、本省からの

独立性の強化が求められた。 

●  理化学研究所については、ガバナンスに大きな問題（他機関との研究課題の重

複）、国の研究方針との連動性が不明瞭、ＯＢのいる会社との随意契約が多い

といった指摘があった。 

●  物質・材料研究機構については、理化学研究所と統合すべきではないかと指摘

された。 

●  科学技術振興機構については、総合科学技術会議に戦略性がないので、競争的

資金の配分の仕方に戦略性がないのではないか、そのため、総合科学技術会議

の在り方を含めた抜本的見直しが求められる、民主党の科学技術戦略本部にお

いて、今後の在り方を検討していくことが指摘された。 

●  これらの仕分け結果をふまえた実際上の動きについては、これからの検討課題

である。 

 

 



 

 

＜研究開発を担う法人の機能強化について＞ 

●  研究開発力強化法を踏まえ、優れた人材の確保、国際競争力の確保の観点から、

川端大臣のもとに「研究開発を担う法人の機能強化検討チーム」が発足し、中

間報告が取りまとめられた。 

●  独立行政法人は定型的業務であるが、研究開発を担う法人は、長期的で不定形

な業務であるので、同じ枠組みの中にあることは、適切ではない点が指摘され

た。 

●  独立行政法人では、国際競争に勝ち抜くための柔軟性が確保されない点が指摘

された。 

●  国の国家戦略を実施するのに、効率化係数、事前評価、事後評価等がなじまな

い点が指摘された。 

●  研究開発を担う法人を強化するために、府省、官民、国境を超える連携の促進、

柔軟かつ弾力的な資金配分、グローバルな視点を取り入れた評価の合理的な実

施等が考えられる。 

●  研究開発法人の枠組みそのものを含め、現在の３８法人の中で、どの法人が研

究開発法人に移行するかは未定であり、今後どのようになるかは分からない。 

●  枝野大臣は早急な法人の統合を求めているが、川端大臣は慎重な議論を求めて

いるようである。 

●  国立大学の附置研究所に今後影響が出てくるはずであり、議論の推移について、

情報を提供していきたい。 

 

    （意見交換） 

○ 科研費の配分の仕方については事業仕分けでは議論がなかったのか。 

● 科研費と他の経費との統合や、科研費の審査過程の簡素化は議論になったが、

科研費の配分の仕方までは議論が及ばなかった。 

○ 資料の中では、独法の研究機関を取り上げているが、大学の附置研究所は仕分

けの対象にならなかったのか。 

● 独法に対する仕分けだったため、直接議論の対象にはならなかった。ただ、総

合科学技術会議の研究開発システム WG の中では、大学が絡んだ議論が出てく

るはずである。 

○ ガバナンスの強化、ガバナンスの問題、コスト削減とは何を意味しているのか。 

● ガバナンスの強化が頻繁に出る理由は、事業仕分けの選択肢で、行政がすべき、

民間がすべき、のいずれでもない場合、選ばれることが多かった。日本学術振

興会についてはＪＳＴとの協調を行うべきという指摘もあった。コストについ

ては詳細な内容の議論はなかった。科研費については大きな議論は無かった。 

○ 研究は偶然の産物が多い。その偶然を効率的に予想して、研究費の配分を効率

よくするように求められても難しい。ＪＳＴのように、少人数の研究者が大金

を配分している、研究費の配分の仕方は問題ではないのか。 

● なかなか難しい問題である。 

○ 間接経費についての問題は出なかったのか。 



 

 

● 議論には出なかった。引き続き３０%でそろえる方向にと認識している。 

○ 「事業仕分け」と「研究開発を担う法人の機能強化」の整合性が取れていない

のではないか。 

     ● 「事業仕分け」は国民の目線で無駄を省く役割があり、「研究開発を担う法人

の機能強化」は、研究体制の強化が役割であり、そもそもの役割が異なる。 

○ 研究開発を担う法人の機能強化についての、制度設計はどのようになっている

のか。 

● 道筋が決まっていないが、研究開発強化法は施行後 3 年以内（平成２３年 10

月まで）に方針の見直しがあり、来年の秋には方向性が出る予定である。 

 

 次回委員会について 

   次回委員会は、６月２８日の国大協総会の前に、日程調整の上、開催することとされた。

その際に各小委員会の活動報告がなされることとなった。 



 

 

教育・研究委員会（平成２２年度第２回）議事メモ 

 

日 時   平成２２年１０月２６日（火） 1５：00～1７：００ 

場 所   如水会館 ３階 さくらの間 

出席者   濵口委員長、齋藤副委員長、長澤副委員長 

佐藤、池田、上井、羽入、高橋、香川、羽野、菅沼の各委員 

池田、藤井、大嶋の各専門委員 

欠席者   入戸野、八田、佐和、磯貝委員 

      五十嵐、後藤専門委員 

文部科学省  高等教育局 学生・留学生課 森山課長補佐 

      生涯学習政策局 作花生涯学習総括官 

 

〔議 事〕 

 

１ 就職問題に係る最近の一連の政策について 

文部科学省から就職問題に係る最近の一連の政策について、（資料１）に基づき説明 

  があり、その後、意見交換を行った。 

 

  議事１に関する意見交換の主な内容は以下のとおり。 

（○委員、●文部科学省） 

 

○資料１ P13 重点分野雇用創造事業の拡充についてお聞きしたい。図の中の「民間企業等」 

 の中に、「大学も含む」とあるが、有識者を雇用するとか、対象となる人はどのような人物 

なのか。 

●詳細はまだ決まっていないが、１年以内の採用で、常勤でなければならない。制度的には１ 

年の補助だが、次の年以降も続く雇用でなければならない。使いづらい制度かもしれないが、

厳しい雇用状況の中、多くの人に雇用の機会を与える制度であるので、各大学には活用して

いただきたい。 

○就職関係に関して、補正予算は積まれているのか。 

●予備費で支出した分のみで、新たな補正分は積まれていない。 

 

（髙木文部科学大臣への表敬訪問について） 

 10 月 14 日の髙木文部科学大臣への表敬訪問について、委員長より、以下のとおり報告が 

あった。 

・髙木大臣は、既卒者を含めた就職の問題に強い関心があること。 

・海外留学が就職活動の妨げになると考える学生が多く、近年海外へ留学する学生が減少して 

いる件について説明をしたこと。 

 

（日本貿易会会長発言について） 

 （資料２）のとおり、10 月 6 日付けで、日本貿易会から「新卒者の採用活動の見直しにつ



 

 

いて」が公表された。この発表に対し、国立大学協会教育・研究委員会として歓迎する文書を

出すことが、委員長から提案され、審議の結果、案文を修正した上で、国大協のホームページ

に掲載するとともに、日本貿易会に手交することが了承された。 

 

（「日本就職情報出版懇話会の取り組みに関するご報告」について） 

 （資料３）のとおり、平成 22 年 10 月２５日付けで、日本就職情報出版懇話会から「大学

等卒業・修了予定者に係る就職／採用活動の今日的課題に対する取り組み」の手交を受けた件

と、その際、懇話会の代表幹事であるリクルートの執行役員草原氏と意見交換をしたことにつ

いて、野上専務理事より報告があった。 

 懇話会についても、日本貿易会と同様に歓迎の文書を作成し、公表するとともに手交するこ

とが、審議の結果了承された。 

 

２ 職業教育に特化した枠組みの在り方について 

文部科学省から職業教育に特化した枠組みの在り方について、（資料４）に基づき説明 

があり、その後、意見交換を行った。この件については、今後、教育小委員会で検討する 

こととされた。 

 

議事２に関する意見交換の主な内容は以下のとおり。 

（○委員、●文部科学省） 

○専門学校（専修学校）が改変されて、「新しい枠組み」になるのか。 

○「新しい枠組み」は、教育の機能別分化の流れから派生したことがらなのか。 

●実務教育から教育をしていくのが、「新しい枠組み」である。内容的には専門学校に重なる 

点がある。また、名称については正式には決まっていない。 

○企業からの要請でこのような施設をつくる要請があったのか。この話が出てきた背景はどう 

なっているのか。 

●キャリア教育・職業教育特別部会では、「匠」的な仕事を継承する組織が必要とする要望が 

出てきている。 

○所轄はどこで行うのか。1 条学校として、文科省の所轄になるのか、それとも地方自治体の 

所轄になるのか。1 条学校になれば、大学、短大、高専と同じ位置づけになる。高校卒業後 

２－４年の修学期間になると、まさに大学・短大と重なることになる。そもそも、教育をす 

る場なのか、研究をする場なのか。 

●教育をする場でも、研究をする場でもない。 

○社会的なニーズがそもそもあるのか。今後どのような過程で、この「新しい枠組み」が具体 

化していくのか。 

●専門学校（専修学校）を１条学校へ、専門学校の質的保証の流れの中で、具体化していく可 

能性がある。リカレント教育で、専門学校は実績がある。 

○リカレント教育で、専門学校は実績があるということは、大学は実績がないということか。 

 「新しい枠組み」が、「職業に必要な知識・技能を取得する場」として位置付けられている 

ということは、大学が「職業に必要な知識・技能を取得する場」として、社会的な役割を果 

たしていないと、見なされているということか。 



 

 

●キャリア教育、生涯学習の場として、「新しい枠組み」を見なしていただきたい。 

○地方の経済状況が厳しいため、地方での就職状況は厳しい。この状況を反映させた組織とな 

るのか。 

●他の学校に比べて実践的な、新しい枠組みの組織となる。 

○大学との関係はどのようになるのか。 

●大学、短大は「研究活動成果に基づく教養教育と専門教育を体系的に実施」する場であり、 

「新しい枠組み」は、「技能労働者の育成を目的とし、職業教育に必要な実践的な知識・技 

能を修得するための職業訓練を実施」する場である。また、社会人にとって学びやすい組織 

を目指している。 

○大学との単位交換とか、大学と共同して社会人を育てていくとか考えられるのか。 

●まだ具体的なことについては何も決まっていない。 

○キャリア教育・職業教育、特に、職業実践的な教育に特化した枠組みについては、今回の議 

論を含め、教育小委員会で検討いただきたい。 

 

３ 各小委員会の活動報告について 

 

 5 月 7 日に開催された第１回教育・研究委員会以降の各小委員会の活動について、以下のと

おり各小委員長より報告がなされた。 

 

教育小委員会〈主な活動内容〉 

・ 就職問題について、各大学の取組の採用広報・採用選考活動に関する現状を把握し、今後、

就職問題についての検討に活かすため、昨年度実施した「大学の採用広報・採用選考活動に

関する調査結果」について意見交換を行ったこと。 

  就職問題懇談会の「平成 23 年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係

る就職について（申合せ）（案）」、「平成 23 年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・

修了予定者に係る就職に関する要請（案）」に対して、意見提出を行ったこと。 

就職問題について、文部科学省の報道発表資料（就職問題懇談会関連）をもとに意見交換

を行ったこと。 

・ ＩＴを活用した教育に係る著作権について、文化審議会著作権分科会の検討結果報告（平

成 18 年 1 月）を踏まえ、学校教育関係者としてより具体的な提案をするためのバックデー

タを得ることを目的として、昨年度実施した e-Learning のアンケート集計結果について、

意見交換を行ったこと。 

・ 第１期中期目標期間の検証（教育小委員会）（案）の取りまとめについて、教育小員会に    

 係るテーマに関して意見交換を行い、（参考資料１）にあるように、第１期中期目標期間の 

検証結果を取りまとめたこと。 

・ 今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（第 2 次審議結果報告）に 

 ついて、文部科学省の担当部署の説明の後、意見交換を行ったこと。今後とも審議の経過を 

見守るとともに、意見提出等を必要に応じ対応していくこととされたこと。 

・ 教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策に関する検討状況について、 

 文部科学省の担当部署からの説明の後、意見交換を行ったこと。本件については、現在中央 



 

 

教育審議会の教員の資質能力向上特別部会において、審議が進められているところであり、 

審議の動向に注視するとともに、今後とも必要に応じ対応していくこととされたこと。 

 

男女共同参画小委員会〈主な活動内容〉 

・ 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第7回追跡調査について、調査項目に 

 ついて小委員会で検討し、7月31日付けで、各大学に調査を依頼したこと。現在、事務局に 

おいて取りまとめを行っていること。 

・ 第３次男女共同参画基本計画に盛り込むべき施策に関する提案募集、8月３日～３１日ま   

 でに行われた【内閣府】「第３次男女共同参画基本計画に盛り込むべき施策に関する提案募 

集」について小委員会としての意見をまとめ、提案の提出を行ったこと。 

・ 第１期中期目標期間の検証（男女共同参画小委員会）（案）に係る今後の進め方について 

 議論したこと。なお、取りまとめについては、国大協のアンケート調査をもとにメール等で 

意見交換を行い、（参考資料３）のとおり取りまとめたこと。 

 

研究小委員会〈主な活動内容〉 

・ 国立大学の安全保障貿易管理に関する取り組み、外為法改正（平成２２年４月）の趣旨の 

 一層の明確化や、外国人留学生・研究者の受入について、関係省庁や大学に向けての提言を 

研究小委員会でまとめ、さらに、教育・研究委員会で審議した。その後、本年 6 月～7 月に 

かけて、経済産業省、文部科学省、外務省、及び産学連携学会に要望、各大学に提言を行っ 

たこと。 

・ 総合科学技術会議において第４期科学技術基本計画の策定に向けた検討が行われており、   

 科学技術基本政策策定の基本方針（案）についての意見募集が行われたことから、研究小委 

員会で意見提出案を作成し、6 月４日に、濵口教育・研究委員長名で各大学長に意見募集の 

依頼を行ったこと。 

・ 第１期中期目標期間の検証（研究小委員会）（案）の取りまとめ、研究小委員会に係るテ 

 ーマに関して意見交換を行い、（参考資料２）のとおり、第１期中期目標期間の検証結果を 

取りまとめたこと。 

・ 科学研究費補助金（基金化などの導入）平成２３年度概算要求に盛り込まれる科学研究費 

 補助金の基金化など「研究費の複数年度執行」を可能とする仕組みの導入について、文部科 

 学省の担当課長からの説明の後、意見交換を行ったこと。 

・ 学術研究の大型プロジェクトの推進、「学術研究の大型プロジェクトの推進について（審 

 議まとめ）（案）」について、文部科学省の担当課長からの説明の後、意見交換を行ったこ 

と。 

 

４ 第１期中期目標期間の検証について 

（資料５－１）～（資料５－３）のとおり、調査企画会議からの依頼を受け、各小委員会で

とりまとめた内容について、各小委員会の担当者より報告がなされた。 

 

５ その他 

 次回委員会について 

   次回委員会は、日程調整の上、開催することとされた。 

 



 

 

 

教育・研究委員会（平成２２年度第３回）議事メモ 

 

日 時   平成２３年２月１０日（木） 1４：３0～1６：３０ 

場 所   学士会館 ２０３号室 

出席者   濵口委員長、齋藤副委員長、長澤副委員長 

佐藤委員、入戸野委員、池田委員、八田委員、高橋委員、佐和委員、香川委員、 

羽野委員、菅沼委員、野上専務、早田常務 

欠席者   上井委員、羽入委員、磯貝委員 

文部科学省  生涯学習政策局 作花生涯学習総括官 

高等教育局   藤原大学振興課長 

 

 

 

〔議 事〕 

 

１ 今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）について 

文部科学省から「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（資

料１）に基づき説明があり、その後、意見交換を行った。 

 

意見交換の主な内容は以下のとおり。 

（○委員、●文部科学省） 

 

○「職業実践的な教育に特化した枠組み」を１条校にすることは慎重になるべきであるし、現

在の 1 条校との関係はどうなるのか？また、この件でのパブコメの結果はどうなっているの

か？ 

●高等教育機関が１条校というわけではない。これまでの高等教育機関がたまたま全て 1 条校

であったという歴史的な経緯だけ。1 条校でない高等教育機関も、行政の解釈上は可能であ

る。パブコメの結果については今持参していない。 

○新しく枠組みを作ると言うことは、新しい財政負担が増えることにはならないのか。新しい

枠組みはどこが財政負担をするのか。 

●新しい枠組みが、現在の専修学校的な位置づけになれば、地方自治体が、助成の経費負担を

することになり、1 条校的な位置づけになれば国が負担する可能性があるが、その時々の政

策判断になる。 

○「新しい枠組み」の経費負担のために、国立大学の運営費交付金が削減されるような事は無

いのか？ 

●いろんな想定をしなければならないことであり、今この場でお答えできる事ではないが、た

だ既存の学校種の方が反対するような事を、実施していくことは難しいのではないかと考え

ている。 

 



 

 

 

○現在の専修学校は都道府県の管轄だが、高等教育機関になることによって国の管轄になるの

か？仮に１条校であれば国の管轄下になるのではないか。 

●たまたま１条校が国の管轄下であるだけ。1 条校で都道府県の管轄になることも行政の解釈

上は可能である。 

○専修学校を、高等教育機関とする場合、質の担保はどうするのか。また、専修学校の学生は、

奨学金などで大学生にくらべると不利である。学校へ対する助成はともかくとして、学生に

対しては援助をすべきである。 

●質の担保に関しては、答申Ｐ２０4「専修学校の第三者評価の例」にある。 

○この「新しい枠組み」と現在の大学とのすみ分けはどうなるのか。大学が新しい枠組みへ改

編することもありうるのか？ 

●現在の高等教育機関は社会人との関わりが少ないので、リカレント教育を重点的にするとい

う意味ですみ分けができるかもしれない。 

 

 

２ グローバル化社会の大学院教育（答申）について 

文部科学省から職業教育に特化した枠組みの在り方について、（資料２）に基づき説明 

があり、その後、意見交換を行った。 

 

意見交換の主な内容は以下のとおり。 

（○委員、●文部科学省） 

○リーディング大学院で、医師などの 6 年制の学部はどのようになるのか。 

●現時点では、リーディング大学院については 4 年制の学部を主にプランを考えているが、医

学部、薬学部がリーディング大学院の対象外にならないように考えていかなければならない。 

○就職できる大学院を目指すことはいいことだ。このリーディング大学院と、従来の大学院と

の関係はどうなるのか。またリーディング大学院の枠が少ないために、地方の国立大学には

回ってこないのではないか。 

●従来の大学院との関係だが、従来の大学院で従来通り修士を出していいし、リーディングを

出しても良い。枠が少ないために狭き門になっているが、大学間連携を行っていけば、地方

の国立大学も対応できるのではないか。 

○アメリカでは学部入学ではなく、大学に入学してから学部を選ぶ。日本の大学も本来はそう

すべきではないか。大学院の改革だけでは不十分で学部を含めて包括的に改革していくべき

ではないか。 

●確かに御指摘の通りであり、今後は学部の改革も視野にいれたい。 

 

 

３ 教育・研究委員会、各小委員会の活動報告について 

 １０月２６日に開催された第２回教育・研究委員会以降の教育・研究委員会、各小委員会の

活動について、以下のとおり委員長、各小委員長より報告があった。 

 



 

 

教育・研究委員会〈主な活動内容〉 

 今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について 

文部科学省の担当者から説明を受け意見交換を行い、さらに教育小委員会で検討ののち、書

面審議を行い「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申素案）」

に関する意見を取りまとめ意見提出を行った。 

 

教育小委員会〈主な活動内容〉 

教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について文部科学省の担当官か

らの説明の後、意見交換を行った。 

 

男女共同参画小委員会〈主な活動内容〉 

専門委員による調査結果の分析の後、小委員会での審議の結果、「第７回追跡調査報告書」

を取りまとめこの後、お諮りする予定である。 

また、国立大学における男女共同参画の推進について－アクションプラン－の策定について、

取りまとめこの後、お諮りする予定である。 

 

研究小委員会〈主な活動内容〉 

平成２３年度科学技術関係予算、科学研究費補助金（基金化などの導入）、競争的資金制度

の見直しについて、文部科学省の担当課長からの説明の後、意見交換を行った。 

「動物の愛護及び管理に関する法律」の見直しについて、意見交換を行った。 

 

 

４ 就職問題について 

 日本経済団体連合会及び経済同友会の新卒者の採用選考活動の在り方に関する意見の表明

に対し、資料 4-1、資料 4-2 のとおり、意見表明を行うとともに、両団体に文書で手交を

行ったことについて、濵口委員長から説明が行われた。 

  続いて、国公私大学等の協議の場である就職問題懇談会で広報活動や採用選考活動の開始

時期の見解を主張するにあたり、資料 4-３、資料４－４に基づいて意見交換を行った。意見

交換の結果、資料４-５が就職問題懇談会への国大協としてのスタンスとして了承された。 

（○委員、●濵口委員長） 

 

●経団連の、広報活動が３年次の 12 月開始との提案は、後期の単位認定試験の試験勉強期間

と重なり、学事日程に差し障りがあるので、その旨を伝える必要がある。また、広報活動と

採用選考活動の境界線が曖昧であるため、実質的な就職活動の開始が１２月となってしまう。

そのため明確な区分を企業側に求めていきたい。 

●各団体様々な意見があるが、全体の流れとして広報活動の開始が３月、採用選考活動の開始

が８月の流れが出来つつある。資料４－４により検討案Ａ、Ｂと 2 つ素案を用意した。Ａ案

は広報活動の開始が３月、採用選考活動については国大協が従来から要求してきて実行され



 

 

ていない４月以降の確実な実行を求める案。Ｂ案は広報活動の開始が３月、採用選考活動に

ついては他の大学団体と歩調を合わせた８月の案である。国大協が国公私立団体、経済三団

体の中で最後に意見提出を行うことになるので、影響が大きい。 

●今日の教育・研究委員会での議論を踏まえ、本日開催される就職問題懇談会に国大協の意見

として報告したい。弱い案を出せば国大協は弱腰と言われ、難しい案を出せば、どうやって

実現すればいいのかが問題となってくる。 

●違反した企業に対する罰則をどうするかも問題である、守らなかった方がいい学生が取れる

とあれば、何らかの罰則がなければ誰も守らなくなる。 

●インターンシップについては大学が講義の一環として単位を出すものと、就職情報誌等が行

う就職活動の一環としてのものがあり、これをきちんと整理しないとどこまでも就職活動が

早期化することになる。 

○日本私立大学団体連合会や、公立大学協会と事前に連絡を取り合って案を決めているのか。 

●本日の就職問題懇話会にて、日本私立大学団体連合会や、公立大学協会等他の団体との意見

交換・意見調整を行うことになっている。 

○日本の就職活動の早期化・長期化は世界の常識からするとかなりおかしい。経済団体の足並

みが揃っていないので揃えてほしい。一方、大学団体も足並みを揃えるべきであるが、実際

に実行するのはかなり難しいので、まずは「目指す」という目標の統一から行うべきである。 

○就職の大学推薦は７月から開始されるので、８月開始になったらどのような手続きになるの

か。また８月開始で１０月内定だと、期間が短すぎないか。 

○違反した企業に対する罰則をどうするかの問題であるが、企業に対しては、罰金が一番効果

的ではないか。大学に対しては各大学団体が何らかの対応をするべきではないか。 

●採用選考活動の開始時期であるが、８月開始にすると、大学の職員採用試験の一次試験（筆

記）が５月に行われることから、国立大学自身が守れていないことになる。経済同友会の適

用開始時期は２０１４年からなので、適用開始までの期間で少しずつ対応していく事も考え

られる。この適用開始までの道のりについても議論する必要がある。 

●また、ペナルティであるが、現実的に科すのは難しいと考えられる。ペナルティではなく、

積極的に良い評価をするという考え方もあるのではないか。環境問題も当初は企業内での取

組が活発でなかったが、社会的に環境問題が評価されるようになると、企業も環境問題に積

極的に取り組むようになった。同じことが就職問題にも応用できないか。 

○製薬工業協会の主張と工学系の大学の主張は同じと言える。特に卒業・修了年次の夏は実験

が忙しく、その時期に採用選考活動を行われると困る。2 月―４月の方が助かる。早期化が

問題ではなく長期化が問題なので、短期化することが重要ではないか。 

●経団連が 8 月から採用選考活動に踏み切れない理由の一つは、採用選考期間が短くなれば学

生が大企業に集中し、中小企業へ人材が行かなくなることが考えられることにある。 

諸外国、イギリスなどでは、卒業後半年かけて就職活動をしているので、本来はそうあるべ



 

 

きだと思う。 

○本来は学部ごとに学事日程が異なっている。だから学事日程に合わせようとすれば、学部ご

とに異なることになり、結局混乱することになる。 

●現時点では、広報活動の開始を 3 月、採用選考活動の開始を 8 月にする事が全体の大勢にな

りつつある。これを上手くまとめないと、せっかく就職の早期化・長期化に向けた取組がま

とまらない可能性が出てくる。 

○経団連の、中小企業に配慮するために、長く期間を取ると言うのはおかしいのではないか。

一斉にやって一斉に結果を出せばいいのではないか。現に大学受験ではそれが出来ているで

はないか。 

●経団連は、既に「広報活動１２月、採用選考活動４月」を機関決定しているようで、組織的

には覆せないようである。 

○公務員試験はそもそもどうなのか。 

○平成 23 年度では、国家Ⅰ種の 1 次試験は 5 月１日、２次試験は５～６月、最終合格者の発

表は６月２０日、国家Ⅱ種の１次試験は６月１９日、２次試験は７～８月、最終合格者発表

は、８月１９日である。国立大学の職員採用試験は、１次試験は５月１５日、２次試験は各

大学で決めている。 

●大学側が企業側に要望するにあたり、自分たちが守れていないのは問題である。まずは自分

たちの足元を固めることが大切。そして、国家公務員も８月採用選考開始に合わせていくこ

とが大切である。 

●３月１５日に経団連理事会で「倫理憲章」を正式決定する予定であり、それまでに意見提出

等の対応が必要になった場合は、各委員に御協力をお願いする。 

 

 

５ 「国立大学における男女共同参画推進について―アクションプラン―」について 

男女共同参画小委員会で取りまとめられた、アクションプランについて齋藤小委員長から

説明があり、引き続き、国立大学の女性教員比率を 20％以上に引き上げることを目指しつ

つ、少なくとも 2015 年までに 17％以上（各大学において 1 年ごとに 1 ポイント以上）

に引き上げること、大学が取り組むべき事項の実施状況についてフォローアップを行うこと、

今後も引き続き追跡調査を行うことなどをあげるとともに、今後の調査にあたっては、大学

の負担軽減を考慮して、毎年調査すべきものと隔年あるいは３年ごとに調査するものの項目

や収集すべき情報を精選し、簡素化を図ることについても提案があった。アクションプラン

については原案通り了承され、国大協理事会へ報告されることとなった。 

 

○第３回（２００５年）調査から第４回（２００７年）の間に２．１％も女性教員比率が向上

しているが要因は何か。 

○おそらく注意書きにあるように、第４回調査からは学校教育法の改正により従来の助手が「助

手」及び「助教」に分けられ、助教がデーターに加えられるようになったことが原因ではな

いか。 



 

 

○なかなか女性教員が増えない要因の一つに総人件費抑制政策があるのではないか。女性教員

を増やすには、新規教員採用で女性教員を増やすのが効果的だが、新規教員採用そのものが

総人件費抑制政策により減少している。 

 

 

６ 関係機関への委員等の推薦について 

   来年度も、文部科学省など他機関の委員会委員として、資料 6 により会長をはじめ本委員

会の委員及び専門委員を推薦する旨、委員長から説明があり了承された。 

 

 

７ 平成２３年度事業計画・活動計画について 

   教育・研究委員会の平成 23 年度の事業計画について、資料７－１～７－３に基づき審議

が行われたが、特に意見等は無く、理事会・総会に諮られることとなった。 

 

８ その他 

  野上専務理事より「高等教育のグローバル・チャレンジ」について、資料８により本年 4

月 20 日に、教育・研究委員会及び国際交流委員会が合同で開催する旨説明があった。 

 

９ 閉会 

  濵口委員長から、今年度の本委員会の開催はこれで最後であるが、必要な場合には、事務

局より電子メール等で連絡を行うことについて協力願いがあった。 

 

 

 

 

                                     以上 

 



 

経営支援委員会（平成２２年度第１回）議事メモ 

 

日   時  平成２２年４月１６日（金）１４：００～１６：００ 

場   所  学士会館 ２０３号室 

出 席 者  松本委員長、浅原副委員長、結城副委員長 

亀山、高田、福田、松田、馬場、福田、谷口の各委員 

欠 席 者  吉田、遠藤、伊賀、相良の各委員 

オブザーバ  文部科学省国立大学法人支援課 永山課長、寺門企画官 

 

 

議事に先立って、新年度第 1 回の委員会であることから、各委員の自己紹介が行われた。 

 

〔議 事〕 

１ 委員会の運営体制について 

委員長から、資料２により、委員会の開催及び議事の取扱いについて説明があった後、

委員会の開催について、緊急を要する案件が生じ、かつ、規定上の定足数を満たすこと

ができない場合には、委員の可能な限りの出席の下に、懇談会などの形式により開催し、

議決を必要とする事項については書面審議により対応していきたい旨の提案があり、了

承された。 
 
 （１）副委員長の順序について 

続いて、委員長から、副委員長について、理事の就任順序に従い、浅原副委員長と結

城副委員長の順序で指名がされた。 

 

  

２ 平成２２年度の検討課題等について 

（１）検討課題について 

委員長から、資料３，資料４に基づき、委員会の所掌事項、対応すべき事業について

の説明があった。 

続いて、今年度の活動計画について、資料５に基づき、各小委員会での検討課題につ

いて説明があった。 

 

 （２）検討体制について 

委員長より課題解決に向けた検討課題の整理として、前年に続き「人事・労務」「財

務・施設」「病院経営」の３つの小委員会を設置することが提案され、了承された。 

次に、小委員会への所属について、資料６の小委員会構成案に基づき、意見交換が行

われ、福田委員（福井大学）が人事・労務小委員会専任となり、それ以外は案のとおり

了承された。 

また、財務・施設小委員会は「財務」と「施設」の二つの課題を担っていることから、

副小委員長を新たに置くことが了承された。具体の人選については、委員長と伊賀小委
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員長が相談の上、選出することとなった。 

 

【委員会体制】 

 

委 員 長 ：松本  紘（京都大）  

小委員会に属せず必要に応じて全ての小委員会に出席する  

 

（人事・労務）        （財務・施設）        （病院経営） 

○結城 章夫（山形大）    ○結城 章夫（山形大）    ○浅原 利正（広島大） 

◎亀山 郁夫（東京外大）   ◎伊賀 健一（東工大）    ◎吉田 晃敏（旭川医大） 

 福田  優（福井大）     松田 正久（愛教大）     遠藤 正彦（弘前大） 

 松田 正久（愛教大）     福田 秀樹（神戸大）     高田 邦昭（群馬大） 

 谷口  功（熊本大）     相良 祐輔（高知大）     馬場 忠雄（滋賀医大） 

                谷口  功（熊本大）     福田 秀樹（神戸大） 

◎ 小委員長（座長） 

○ 担当副委員長 

 

 

 （３）専門委員の取扱いについて 

   委員長から、委員会活動の実行性を高めるため、専門委員を設置し、活用したい旨提

案があり、その数については、従来からの１８名の枠を理事会に申し出ることが確認さ

れた。 

 

 （４）経営支援委員会の名称について 

   委員長より本委員会の名称変更について提案があり、委員会名の経緯等につき説明願

いたい旨発言があり、事務局より（資料７）により、現在の名称に至った経緯について

説明があった。その後、委員長より、「支援」という文言があると、各大学に財政支援

を行うようにも受け取れることなどから、「支援」を削除し、「経営委員会」とする案

が出され、検討の結果、了承された。 

   本案については、４月２１日の理事会に付議し、最終的に６月の総会で了承を得て、

変更となる。 

 

３ 理事級人事の手続きについて 

委員長より、これまでの経緯等を含めて、現在の検討状況について説明願いたい旨発言

があり、事務局から（参考資料２）に基づき説明の後、意見交換を行った。 

これについては、早急に人事・労務小委員会を開催し、当面６月の総会提出を目途とし

て、検討を進めることとなった。 
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４ 第 2 期中期目標・中期計画における今後の展開について 

委員長から、第 2 期中期目標・中期計画における今後の展開について、文部科学省か

ら説明を願いたい旨発言があった。 

これを受け、文部科学省永山課長から、「中期目標・中期計画について」、「国立大

学法人の在り方の検証について」、「市場化テストについて」の３つの話題について、

（参考資料３）に基づき説明があった。 

 

 

５ その他 

 

また、次回委員会の日程については、必要に応じて、事務局より、日程調整するこ

ととされた。 

 

以 上 

84



 

経営支援委員会（平成２２年度第２回）議事メモ 

 

日   時  平成２２年６月２４日（木）１３：００～１４：３０ 

場   所  学術総合センター１階 １０１特別会議室 

出 席 者  松本委員長、浅原副委員長、結城副委員長 

吉田、亀山、伊賀、高田、福田、松田、福田、相良の各委員 

大西、渡邉、太田、廣田、河野、櫛山、杉村の各専門委員 

欠 席 者  遠藤、馬場、谷口の各委員 

       牟田、高梨、佐藤、山本、村山の各専門委員 

オブザーバ  文部科学省国立大学法人支援課 永山課長 

 

 

〔議 事〕 

１ 国立大学法人の平成２１年度決算について 

   委員長から、国立大学法人の平成２１年度の決算の状況について説明願いたい旨発言

があり、永山課長から資料に基づき、説明があった。 

   引き続き、説明内容について質疑応答が行われた。 

   続いて、国立大学における入学定員及び収容定員の適正化について資料２に基づき情

報提供があった。 

  

 

２ 第１期中期目標期間の検証について 

委員長から、調査企画会議からの依頼について説明願いたい旨発言があり、事務局よ

り資料３に基づき第１期中期目標期間の検証についての説明を受け、意見交換を行った。 

   また、委員会、各小委員会のテーマごとにたたき台を作成する専門委員については、

委員長、小委員長の推薦により決定することとなった。 

 

   意見交換の大要は以下のとおり。 

 

 ○ 国大協としての検証であるので、運営費交付金そのもののシステムについて、運営費交

付金の在りかたについて検討する必要があるのではないか。財務・施設小委員会のテーマ

に「会計制度」などあるが、総括的なものをやるべきではないか。 

 ○ 第１期を通して制度がどのようになってきたか、その結果どうなったか、「会計制度」

の枠では微妙な問題かもしれない。交付金が減ったのは別の要因なので、それについても

議論してもらいたい。「会計制度」は「国立大学における財務制度」とする方が良いと思

う。 

 ○ 法人化して交付金の削減があったので、「国立大学に対する公財政負担の在りかた」に

ついては国大協の合意として経営支援委員会でやるべきではないか。 

   また、人件費削減により常勤の定員を減らして非常勤が増えていることについて、どこ

かで議論していくべきではないか。 
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 ○ 「教職員の在りかた」というテーマで人件費削減の対応等について人事労務小委員会で

検討してもらえばよいのではないか。また、財務については財務・施設小委員会で検討さ

れたものをもとに経営全体の観点から、経営委員会でも検討していくのがよいのではない

か。 

 

 

３ その他 

委員長から、参考資料の診療報酬改訂のインパクト分析について説明願いたい旨発言

があり、櫛山専門委員より資料に基づき概要の説明があった。 

 

また、次回委員会の日程については、必要に応じて、事務局より、日程調整するこ

ととされた。 

 

以 上 
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経営委員会（平成２２年度第３回）議事メモ 

 

日   時  平成２２年９月１日（水）１５：００～１７：００ 

場   所  学士会館３階 ３２０会議室 

出 席 者  松本委員長、浅原副委員長、結城副委員長 

吉田、亀山、伊賀、高田、福田（優）、松田、相良、谷口の各委員 

太田、金口、牟田、西阪の各専門委員 

欠 席 者  福田（秀）、馬場の各委員 

オブザーバ  文部科学省高等教育局          磯田局長 

            高等教育局国立大学法人支援課 杉野課長 

            高等教育局国立大学法人支援課 寺門企画官 

            研究振興局学術機関課     森田課長 

            研究振興局学術研究助成課   渡邊課長 

            文教施設企画部計画課     山下課長 

            文教施設企画部整備計画室   藤井室長 

 

 

 議事に先立ち、委員長から、大西専門委員の後任として、西阪専門委員（京都大学理事・

副学長）が財務・施設小委員会へ加わる旨、紹介があった。 

 

 

〔議 事〕 

１ 平成２３年度概算要求について 

   委員長から、平成２３年度文部科学省の概算要求について説明願いたい旨発言があり、

磯田局長から資料１に基づき、説明があった。 

   続いて、杉野課長より、資料に基づき、平成２３年度税制改正要望事項（高等教育局

関係）及び、国立大学財務・経営センターについて説明があった。 

   続いて、森田課長より資料に基づき、研究振興局他の平成２３年度概算要求について

説明があった。また、渡邊課長より、科学研究費補助金について、説明があった。 

   続いて、山下課長より資料に基づき、国立大学法人等施設の整備について、説明があ

った。 

   その後、質疑応答が行われた。 

 

 

２ 各小委員会の活動状況について 

 

委員長から、6 月 24 日に開催した前回の経営支援委員会より、本日までの間に行わ

れた各小委員会の活動について報告願いたい旨発言があり、財務・施設小委員会、人事

労務小委員会、及び病院経営小委員会の各小委員長より報告があった。 

財務・施設小委員会からは、伊賀小委員長より、公共サービス改革基本方針について

鈴木副大臣と面談を行い、その結果を各会員へ送付するとともに、鈴木副大臣へ要望書
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を提出したこと、今後の国立大学法人等施設の整備充実について意見を提出したこと、

第 1 期中期目標期間の検証を行ったことについて報告があった。 

人事労務小委員会からは、亀山少委員長より、障がい者・高齢者雇用状況アンケート

を行うこと、人事院勧告へ対応して基本給与表を作成する予定であること、第 1 期中間

目標期間の検証を行ったこと、今年度の国立大学法人等職員採用試験の実施について報

告を受けたことについて、報告があった。 

病院経営小委員会からは、吉田小委員長より、文部科学省から平成 23 年度の病院関

連概算要求について説明を受けたこと、第１期中期目標期間の検証をおこなったこと、

病院の経営問題に関するアンケートを行い、医師のタイムスタディ調査を行う予定であ

ることについて報告があった。 

また、伊賀委員より、公共サービス改革基本方針について、国立大学法人としては非

常に重要な問題であるため、今後何らかの対応が必要ではないかと考えている旨、発言

があった。 

 

 

 ３ 第１期中期目標期間の検証について 

 

委員長から、本委員会で扱う全１２のテーマに関し、経営委員会では以前「学長の役

割」というテーマを扱う予定だったが、「組織体制」というテーマに含めて検討するこ

ととしたこと、「国立大学法人における公財政負担の在り方」については、財務・施設

小委員会と連携して取りまとめることとしているため、財務・施設小委員会での検討を

踏まえ、取りまとめる予定である旨、発言があった。 

まず、経営委員会が扱うテーマについて、取りまとめを担当する西阪専門委員より、

資料２－１に基づいて説明があった。 

続いて、財務・施設小委員会が扱うテーマについて、取りまとめを担当する牟田専門

委員より、資料２－２に基づいて説明があった。 

続いて、人事労務小委員会が扱うテーマについて、取りまとめを担当する金口専門委

員より、資料２－３に基づいて説明があった。 

続いて、病院経営委員会が扱うテーマについて、取りまとめを担当する太田専門委員

より、資料２－４に基づいて説明があった。 

委員長より、意見等がある場合は９月１０日までに国大協事務局に連絡していただき

たい旨発言があり、また検証の取り扱いについては、取りまとめを担当する専門委員を

中心に、委員長及び各小委員長にご一任いただきたいことについて、了承された。 

 

 

４ その他 

 

次回委員会の日程については、必要に応じて、事務局より、日程調整することとさ

れた。 

 

以 上 
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経営委員会（平成２２年度第４回）議事メモ 

 

日   時  平成２３年１月２８日（金）１３：００～１５：００ 

場   所  学士会館２階 ２０３会議室 

出 席 者  松本委員長、浅原副委員長 

吉田、遠藤、亀山、伊賀、高田、福田(優)、松田、馬場、相良、谷口の各委員 

欠 席 者  結城副委員長、福田(秀)委員 

オブザーバ  文部科学省高等教育局国立大学法人支援課 杉野課長 

            研究振興局振興企画課     永山課長 

 

 

〔議 事〕 

１ 平成２３年度国立大学法人関連予算案について 

 

   委員長から、平成２３年度国立大学法人関連予算案について説明願いたい旨発言があ

り、杉野課長から資料１－１に基づき説明があり、続いて永山課長から資料１－２に基

づいて説明があった。 

   その後、質疑応答・意見交換が行われた。 

 

 

２ 専門委員の辞任について 

 

委員長から、人事労務小委員会に所属していた和田専門委員より、一身上の都合によ

り辞任したい旨申し入れがあったことについて報告があり、確認された。 

 

 

３ 各小委員会の活動状況について 

 

委員長から、９月１日に開催した前回の経営委員会より、本日までの間に行われた各

小委員会の活動について報告願いたい旨発言があり、人事労務小委員会、財務・施設小

委員会、及び病院経営小委員会の各小委員長より報告があった。 

人事労務小委員会からは、亀山小委員長より、障がい者・高年齢者の雇用に関する調

査を行い、結果を各機関に送付したこと、給与表作成の参考資料について各機関へ情報

提供を行ったこと、来年度の活動について検討を行い、活動計画案を作成したことにつ

いて報告があった。 

財務・施設小委員会からは、伊賀小委員長より、今後の国立大学法人施設等の整備充

実について文科省より説明を受け意見交換を行ったこと、国立大学法人会計基準等につ

いて文科省を交えて意見交換を行ったこと、来年度の活動について検討を行い、活動計

画案を作成したこと、公共サービス改革について今後も注視し対応を検討していく予定

であることについて報告があった。 
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病院経営小委員会からは、吉田小委員長より、今後の国立大学法人施設等の整備充実

について文科省より説明を受け意見交換を行ったこと、病院の経営問題に関するアンケ

ート調査等を行い、情報提供のあり方について検討を進めていること、来年度の活動に

ついて検討を行い、活動計画案を作成したことについてについて報告があった。 

続いて、各小委員会の活動について質疑応答が行われた。 

 

 

 ４ 来年度の活動計画について 

 

委員長から、来年度の活動計画についての検討に先立ち、まず経営委員会においての

今後の活動について、意見交換をしたい旨発言があり、意見交換が行われた。 

 

続いて、各小委員長から、来年度の活動計画についての説明があった。 

人事労務小委員会からは、亀山小委員長より、弾力的な給与体系の構築・人事交流に

ついて検討課題として挙げられた旨、説明があり、質疑応答・意見交換が行われた。 

財務・施設小委員会からは、伊賀小委員長より、概算要求等への対応等について、経

営委員会に諮りつつアピールを出していくこと、国立大学法人の会計制度についてわか

りやすくしていくこと、公共サービス改革について注視していくこと、設備について、

文部科学省から情報提供していただきながら検討していく予定であることについて、説

明があり、質疑応答・意見交換が行われた。 

病院経営小委員会からは、吉田小委員長より、アンケート等による国立大学付属病院

の経営に関する諸問題の把握と解決に向けた取り組み、情報提供による大学関係者の共

通理解の促進、関係省庁への提言・要望活動を検討課題とする予定である旨、説明があ

った。また続けて、アンケート調査結果についてサマリーを作成する予定であること、

大学病院の現状と役割について特に厚労省に向けてアピールしていきたいことについ

て、発言があった。 

 

続いて、委員長より、議題 4 全般について意見を頂きたい旨発言があり、意見交換が

行われ、来年度の活動計画（事業計画案）については、２月１６日の理事会において協

会の事業計画としてご審議いただくことになった。 

 

 

５ その他 

 

次回委員会の日程については、必要に応じて、事務局より、日程調整することとさ

れた。 

 

以 上 
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大学評価委員会（平成２２年度第 1 回）議事メモ 

 

日 時  平成２２年５月２５日（火） 1４：００～１５：４０ 

場 所  学術総合センター １２階 １２０８会議室 

出席者  山田委員長、柳澤副委員長 

梶谷、杉山、進村、前田、中村、江島、加治佐、能勢、松永の各委員 

山本、岡田、宇川、古屋、鈴木、浅野、小林、石川の各専門委員 

欠席者  本間、吉村、一井の各委員 

 オブサーバ  文部科学省高等教育企画課 義本課長、福島係長 

      文部科学省国立大学法人支援課 永山課長、鎌塚室長補佐 

 

       

 議事に先立ち、委員長から専門委員の配置について報告があり、続いて委員の自己紹介

があった。 

また、委員長から、委員会運営に当たっては、委員会規程により、半数以上の委員の出

席がなければ、議事を開き議決することができない旨定められているが、緊急の要件が生

じ、かつ、委員の半数を確保することが不可能な場合には懇談会等の形式で開催し、議決

を必要とする案件については後日速やかに書面審議を行い、迅速化を図ることとしたい旨

発言があり、確認された。 

 

［議 事］ 

１ 委員会体制について 

 （１）副委員長の指名について 

委員長から、資料２の委員会規程第５条第２項に基づき、本委員会の担当理事であ

る 柳澤 委員が副委員長に指名された。 

 （２）専門委員会の設置について 

   委員長から、資料２の委員会規程第５条第５項に基づき、専門委員会を置くことに

ついて提案があり審議の結果、了承された。 

   また、専門委員会の委員長に、宇川 専門委員が、副委員長に 小林 専門委員が

指名された。 

 

 

２ 専門委員の増員について 

  委員長から、資料４のとおり専門委員の増員について提案があり、審議の結果了承さ

れ、５月２８日開催の理事会に提案することとした。 
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３ （独）大学評価・学位授与機構に対する事業仕分けの結果について 

  委員長から、（独）大学評価・学位授与機構に対する事業仕分けの結果について、文

部科学省より説明願いたい旨、発言があった。これを受け、文部科学省高等教育企画課 

義本課長より、資料５に基づき、説明があり意見交換を行った。 

 

 

４ 第２期中期目標期間における国立大学法人評価の改善について 

  委員長から、第２期中期目標期間における国立大学法人評価の改善について、文部科

学省より説明願いたい旨、発言があった。これを受け、文部科学省国立大学法人支援課 

永山課長より、資料６に基づき、説明があり意見交換を行った。 

 

 

５ その他 

  次回は、大学評価・学位授与機構、文部科学省などの動きをみながら開催することと

した。 
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大学評価委員会（平成２２年度第２回）議事メモ 

 

日 時  平成２３年１月２８日（金） 1０：３０～１２：２０ 

場 所  学士会館 ２０３号室 

出席者  山田委員長、柳澤副委員長 

本間、梶谷、山内、進村、中村、江島、加治佐、能勢、松永の各委員 

岡田、宇川、古屋、鈴木、小林、石川の各専門委員 

欠席者  吉村、前田、一井の各委員、山本、浅野の各専門委員 

 オブサーバ  文部科学省高等教育企画課 義本課長、西川室長補佐、福島係長 

      大学評価・学位授与機構  岡本理事、鈴木教授、渡邊課長 

 

       

 議事に先立ち、新たに委員となった 山内 委員より自己紹介があった。 

 

［議 事］ 

１ 報告事項について 

  委員長より、資料２及び３に基づき、報告事項について発言があった。 

 

 

２ 認証評価を取り巻く状況について 

  委員長から、認証評価を取り巻く状況について、文部科学省より説明願いたい旨、発

言があった。これを受け、文部科学省高等教育企画課 義本課長より、資料４に基づき、

説明があり意見交換を行った。 

  意見交換の結果、今後必要があれば本委員会、専門委員会などで継続して議論するこ

ととし、「大学における教育情報の活用支援と公表の促進に関する協力者会議」への委

員の推薦依頼があった場合、その対応を委員長へ一任した。 

 

 

３ 専門委員会からの活動報告について 

委員長から、専門委員会の活動状況について、宇川 専門委員会委員長より説明願い

たい旨、発言があった。これを受け、宇川 専門委員会委員長より、資料５に基づき、

説明があり意見交換を行った。 

  大要以下のとおり意見があり、意見交換の結果、修正や意見提出時期については委員

長に一任した。 

 

（○・・・委員、△・・・専門委員会委員長） 

○・・・法人評価を、達成度を持って行う点について、それだけでは問題が大きいという
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ことで、達成度と水準を評価するという今の形になったのであるから、「基本である」

と言い切ってよいのであろうか。また、個別の論点は理解できるが、もう少し理由を

追加していただいた方がいいと思う。 

○・・・水準ウエイトが達成度ウエイトと同じところに入り込んでいるところに構造上の

問題が内在している。また、昨秋以降、国立大学の取り巻く状況は大きく変わってお

り、全体として、もう少し踏み込んだつっこんだ記載にしていただきたいと思う。 

○・・・気になっていたのだが、国立大学法人評価は、中期目標・計画を作り、その達成

度を見るわけであるが、目標の項目数と評価結果については何か関係性は見られるの

であろうか。いわゆる、スケールメリットの問題は生じないのか。 

△・・・総合大学と単科大学との間に業務面の多様さの違いはあるが、中期目標・計画の

作りは文科省の方の例示があり、中期計画の項目数による評価結果との関係は、全て

の大学を比較したわけではないが、ないと思われる。第１期で計画数の多すぎが問題

になり、第２期は１００項目以内で各大学は作っているので、単純なスケールメリッ

トは生じない。むしろ、専門委員会では、水準と達成度を並べて、水準にウエイトを

置いていることを問題視する意見が多かった。 

 

 

４ 大学評価・学位授与機構が行う認証評価の大学認証評価実施大綱及び大学評価基準の

改訂案について 

  委員長から、大学評価・学位授与機構が行う認証評価の大学認証評価実施大綱及び大

学評価基準の改訂について、大学評価・学位授与機構より説明願いたい旨、発言があっ

た。これを受け、大学評価・学位授与機構 岡本理事、鈴木教授より、資料６に基づき、

説明があり意見交換を行った。 

  大要以下のとおり意見があり、意見交換の結果、本日の意見及び事務局より追加で照

会する意見を参考に、意見書を取りまとめ、大学評価・学位授与機構へ提出することと

した。 

  

（○・・・委員、△・・・大学評価・学位授与機構） 

○・・・「教育の成果」は教員が、「学習成果」は学生が評価されるという意味か。教育

と学習の違いは、どこにあるのか。 

△・・・６ページ記載のとおり、大学の教育を通じて学生が身につけた学習成果をみると

いうこと。なぜ変えたかというと、国際的に大学評価はラーニングアウトカム、どち

らかというと学生の視点を重視し、学生が何かを身につけたかを問う流れである。学

生がどう身につけたかは第１サイクルも見てきた観点であり、「学習成果」という世

界的な用語を使用した。 

○・・・基準１０に、新たに説明責任が追加されたが、その認証を意図的に評価されない

可能性がある。書きぶりが「大学教育に関係するものは、・・・多種多様です。」と

あるが、大学側からすると、多種多様なことをいろいろなステークホルダーから要求
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され、大学としてベストなことを情報公開しても、このステークホルダーはこの情報

が必要なのに公表されていないと指摘されると、認定されないこととなる。説明責任

は、少し違う意味と思われる。基本的な観点の１０－１－①と１０－１－②は、元は

基準１に入っていたとおり、内向きだったものである。いまは、各大学はこれらのこ

とは当然、ホームページに公開しているものであり、教育研究活動の情報公開をみる

という趣旨であるのなら、基準１０は「教育研究等の情報公開」で十分ではないか。 

△・・・強すぎるというご指摘だが、大学には説明責任は当然あり、それをどう果たすか

については、適切な情報を公開することという趣旨で書いたものであり、どの情報を

出せば、評価した時に観点を満たしていると判断するかについては、基本的な観点の

大学の目的とアドミッションポリシー・カリキュラムポリシー・ディプロマポリシー、

学校教育法施行規則第１７２条の 2 に規定されたものを指定している。その他として、

留意点に記載する予定の、学校教育法第１０９条の自己点検評価の状況、他の法律で

求められている財務諸表などを中心に見ていく予定。第１サイクルでもこれらは見て

きたことであり、特に学校教育法施行規則第１７２条の２の施行により、入れている。

多種多様であるということで、どこまで公表されていれば、認定されるかについては、

観点と留意点を見ていただければと思うが、第１１３条記載のもの以上を求める予定

はない。 

○・・・今の説明なら「説明責任」と書かず、「教育研究の情報公開」で十分ではないか。

趣旨と観点にズレがあり、観点を反映した中身にしてほしい。 

△・・・情報公開と説明責任との関係は、情報公開は説明責任のための作業であり、何の

ためというと、公的機関である大学の社会への説明のためであり、こういう内容とし

た。説明責任というとほかのことを考えてしまうということか。 

△・・・説明責任という言葉はあいまいであり、観点は明確であるから、趣旨に説明責任

を果たすために情報公開をすることを書けば十分ではないか。 

○・・・「文部科学省による設置認可審査と評価機関による認証評価との連続性・協調性

を確保」とあるが、具体的には。アフターケアで厳しい意見が出れば、認証評価も厳

しくなるのか。 

△・・・ご指摘のとおり、設置認可審査のアフターケアも参考に認証評価をする。観点の

中にそのことがないとの指摘については、２０ページの９－３－③で参考とさせてい

ただく予定。 

○・・・基準６について、ラーニングアウトカムというのは、世界共通のタームであるが、

教育というのは教育する側の用語であり、学習というのは学生側の用語という説明で

あるが、今回の改訂は単なる用語の置き換えでないと思われる。例えば６－２－②に

ついては、学習成果が上がっているかと聞いているが、教育成果だとすんなりくる。

その人が企業に入って、活躍している・していないは、学習成果というよりもっと大

きいものではないか。学習成果よりも教育成果の方が大きい概念だとみんな考えてい

るのではないか。たとえば、課程外教育といえばサークル活動などもはいることは自

明だが、課程外学習というとそういうところまで入るのだろうか。大学側は困るので
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はないか。 

○・・・就職先を議論すると、工学部の学生が公務員になると、学習成果だとどう理解す

るのか。学習成果だと困るのではないか。 

○・・・学習というと、高校くらいまでで、大学はあまり言わない。学ぶということは広

くなるが、学習というと受け身感が出る。言葉は考えないといけない。教育成果で問

題ないのではないか。 

  選択的評価事項は、第２サイクルでは分離するが、これも当然、選択するものにな

るのか。 

△・・・学習成果か・教育成果かについては、分野によってもいろいろイメージがあるが、

ラーニングアウトカムというのは、世界的に教育成果を取り扱うときは、共通して

ラーニングアウトカムといい、日本においても国際通用性を確保する点から、大学の

教育成果を表すのに、ラーニングアウトカムを用いている。中教審などでもこの用語

を用いている。単に、言い換えただけではなく、アウトプット評価かアウトカム評価

かというと、アウトカム評価の方向性であるから、この用語を用いた。 

△・・・選択的評価は義務ではない。分離理由は、公私立大に研究評価がなく、評価して

もらう場がないため設定した。いまはセットになっているため、評価のある時にしか

受けられないこととなっており、その是正である。 

○・・・学習成果が問題となっているが、基準７の７‐２で、教育は概念が広く、学習は

概念が狭い。ここでは、せまい意味で使っていることに疑念がある。 

○・・・ティーチングとラーニングの違いをしっかりしてほしい。ここは、国際的に並べ

るというより、日本が世界をリードするくらいのものをお願いしたい。 

△・・・本日の意見など、さまざまな意見をパブコメに書いてほしい。 

○・・・ティーチング、ラーニング、アチーブメントを一体として評価してほしい。 

 

 

５ 平成２３年度事業計画について 

  資料７に基づき、事務局より説明があり、審議の結果了承された。  

 

 

６ その他 

  次回の開催については、国立大学法人評価委員会及び大学評価・学位授与機構などの

動きを見ながら開催することとした。 
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平成 22 年度第 1 回国際交流委員会 議事メモ 

 

１ 日 時  平成 22 年 5 月 27 日（木） 16：30～18：30 

 

２ 場 所  学術総合センター2 階 中会議室 4 

 

３ 出 席 者  委  員：有川節夫、下條文武、山本眞樹夫、高畑尚之、森 秀樹、野口

誠之、片峰 茂、岩政輝男  以上 8 名 

専門委員：プラート・カロラス、野間竜男、山田好秋、廣田則夫、川西俊

吾、小山俊輔、小路武彦、山里勝己  以上８名 

 

４ その他の出席者  文部科学省高等教育局学生・留学生課 下間課長、氷見谷留学生交

流室長 

 

５ 議事の経過及び結果 

 

○ 議事に先立ち、委員及び専門委員の自己紹介が行われた。 

 

（１） 委員会体制について 

副委員長の指名について、委員会規程第 5 条第 2 項に基づき、有川委員長が下條新潟大

学長を指名した。 

また、委員会の開催について、定足数を満たさない場合は「懇談会」等の形式で開催す

ること等について、確認を行った。 

 

（２） 関連委員会等への委員等の推薦について 

関連委員会等への委員等の推薦について、資料３のとおり、委嘱することとした。 

 

（３） 平成 22 年度の検討課題について 

資料 4-1 及び 4-2 に基づき、平成 22 年度の検討課題について確認を行い、今後、関

連機関の動き等を見ながら、適宜検討していくこととした。 

 

（４） 二国間交流について 

① 日英学長会議について 

平成 22 年 11 月 18 日（木）、19 日（金）に開催予定の日英学長会議について、事

務局より、会議の概要及び近日中に JACUIE において事業の受諾を行うか否かについて

審議する予定である旨の説明があった。 

② 日独学長会議 報告、経費補助について 

平成 22 年 5 月 17 日（月）、18 日（火）に開催された日独学長会議について、有川

委員長より概要の説明および報告があった後、会議に参加した川西専門委員、小路専門

委員及び専務理事より報告があった。 

続いて、事務局より日独学長会議にかかる経費補助について、資料 6-3 に基づき説明

があり、案のとおり了承された。 

 



 

 

（５） 平成 21 年度第 2 回日本留学試験実施委員会 報告〔資料 7〕 

平成２２年 3 月 26 日（金）に開催された日本留学試験実施委員会について、事務局よ

り報告があった。 

 

（６） 文部科学省との意見交換 

① 日本学生支援機構の仕分け結果等について 

このことについて、文部科学省高等教育局学生・留学生課 下間課長より、説明があ

った後、意見交換を行った。意見交換の内容は次のとおり。 

（○：国大協、◇：文部科学省） 

 

○ 留学情報センターでは料金はかからないが、一般の民間施設では、高額な料金を取る

ところがあり、留学したい学生の夢がかなわなくなるのではないかという懸念がある

が、そのような議論は交わされたのか。システムとして見ているだけで、それを使用

する学生の立場が無視されているのではないか。 

◇ 高額な経費を取っているかは確認していないが、民間で主要国への留学情報を扱って

いるところはある。一方で、留学情報センターは、どこに行くかが定まっていない学

生の相談に乗ったり、民間では手に入りにくい様々な国のパンフレット等を在日公館

等の協力でそろえたりするなど、民間ではできないサービスをしている。仕分けでは、

こうした情報提供は民間や海外の大学自体もインターネット等で行っているので、こ

のように費用をかけてやっていくというのは必ずしも必要性がないということで、批

判の対象になった。しかしながら、昨今、留学斡旋事業にかかる問題も発生しており、

こういった中で、安心して留学の相談ができる機能は重要であると思う。 

○ 学生支援機構自体の反応はいかがか。 

◇ 少し踏み込んで申し上げると、事業仕分けでのこうした指摘を踏まえ、尊重しながら

方向性を考えていくという気持ちで受け止めている。極めて短時間の限られた中で、

ある部分について議論をされて、十分な説明を聞いていただけなかったという思いは

あるが、一方でこうした指摘をいただいたので、学生支援機構としての今後の方向性

を検討していく。 

宿舎については、受入れにあたって留学生宿舎の確保は大変重要だと考えている。現

在の留学生に配慮しながらということだが、廃止ということになったので、今後の留

学生宿舎の確保の在り方については、関係の皆様のご意見を十分に伺いながら、しっ

かりと考えていきたい。 

その他、この話題以外でも、何か意見があればお寄せいただきたい。 

○ 廃止というのが留学生宿舎の現時点の結果ということで、宿舎についてはそれぞれの

大学で建てるところもあるだろうが、よりよい解決策を探していかないといけない。

例えば、ある大学で留学生宿舎を作ったとして、それを国公私問わず地域の大学で利

用できる等として、それに対して国が支援をするというやり方もあると思う。 

◇ 施設の共同利用は考えている。決まったことではないが、本省でも、施設費補助金に

関して、共同利用に対し積極的に対応していこうという方針があり、我々としても進

めていきたい。 

○ ぜひ柔軟に対応してほしい。それだけでなく、学生寄宿舎との関係もある。留学生だ



 

 

け固めていればいいという訳でなくて、日本人学生との混住は、留学生にとってはも

ちろん、日本人学生にとっても、国際化の観点から、大事なことだと思う。宿舎につ

いては、法人化以降早い時期に規制が緩和され、柔軟なやり方ができるようになり、

本学では寮費を常識の範囲内で設定し、それで償還できるような仕組みを作った。 

○ 宿舎については、地方になると規模が小さいこともあり、国に頼んで作ってもらえる

ほどの需要がなく、本学では混住できる宿舎を自前で作ろうとしている。そういった

意味で、補助金を出していただいた方が地方ではやりやすい。各大学で色々なやり方

があると思うが、本学は地方の基幹大学として私大とも共同で使えるようなものを考

えているが、県内に大学が散らばっているので、うまくできない。民間や県営アパー

トを貸してもらえるよう依頼しているが、これらが借りやすくなるような環境を作っ

てもらえればありがたい。 

○ 地方の大学の場合、留学生を引き受けるにも財源がなく、ランニングコストを出すこ

とができない。地方であればあるほど日本人学生も宿舎整備が必須で、それが留学生

に対しても言える。寮の問題は国際セクションだけでなくて、全体として考えていた

だいて、日本人学生と留学生が混住できるような環境を、建物を建てるだけでなく、

以後のメンテナンスなどを含めて政策的に構築できるように、力添えをいただきたい。 

◇ 基本的な今後の方向性が国際学生宿舎といった混住の方向性ということであれば、あ

る程度対価を取ってそれで償還していかないといけないが、どの程度低廉な価格で提

供するか、それとも奨学金に替えるのか、色々な議論がある。国大協の中でも検討し

ていただいて、ご意見いただければありがたい。 

 

② 留学生関係（日中韓大学間交流・連携推進会議など） 

このことについて、文部科学省 高等教育局 学生・留学生課 留学生交流室の氷見

谷室長より説明があり、その後意見交換を行った。意見交換の内容は次のとおり。 

（○：国大協、◇：文部科学省） 

 

○ 次回は中国で開催とのことだが、日にちなどは決まっているのか。 

◇ 事前に、色々と課題等をワーキングループで整理する必要があるが、その第 1 回も

開催されていない。秋ぐらいを目途とはしているが、まだ具体的には決まっていない。 

○ キャンパスアジアとは具体的にどういうイメージなのか。 

◇ 枠組み全体として、日中韓で一緒に考えていく場をそのように名付けたもので、日中

韓を基盤として、それぞれの大学がアジアに開かれた大学になってほしいという思い

も込められている。具体的には、交流の際の枠組みについて検討し、特に質の保証な

どについて情報の共有化を図っていくという一連をまとめて、それがアジアに開かれ

た大学に資するだろうということで、そのように名付けられた。 

○ 日中間で特定の大学が一緒にやっていくということはないのか。 

◇ そういったことの提案はあって、プログラムをどう考えていくかという点についても

素案が出てくるのではないかと思う。 

○ もともとの案は日本側、鳩山首相からの呼びかけがきっかけなのか。 



 

 

◇ 具体的な案を示したのが鳩山首相であるが、もともと日中韓の大学間交流を考えては

どうかという提案は韓国からである。 

◇ この場を借りて、一つお願いしたい。来年度の概算要求の検討に入るところだが、大

学間交流・留学生交流を考えていく上で、きちんとしたデータがないと予算を取るの

が難しいところがあって、特に短期の交流や日本人学生の派遣についてのデータは、

日本学生支援機構の調査では入ってこないので、今年度データの取り方の変更を検討

している。各大学におかれては、負担が増える部門があるかと思うが、政策を形成し

ていく上で正確なデータが重要であり、また、効果測定という話もあり、それにかか

る各種調査を行うことになると思うが、ぜひご理解、ご協力願いたい。 

○ 別件ではあるが、日独学長会議の感想をお願いしたい。 

◇ 日独学長会議については、本日ドイツ学長会議の方と会う機会があった。特に、国立

大学と課題が共通しているということもあって、一緒に考えていくことができればあ

りがたいという話だった。各大学においては、ドイツ側の例も参考にするなどして、

交流を深めていただければと思う。 

 

（７） その他 

最後に、全体を通して意見交換を行ったところ、特に留学生宿舎の支援及び留学情報セ

ンターの活動に関して、検討していくこととした。 

意見交換の内容は次のとおり。 

 

○ 事業仕分けをきっかけとして、留学生宿舎を含め、国際交流委員会で一定の考え方や

意見を提出してはいかがか。 

○ 仕分けについては、以前から、少なくとも一部の人は問題があると思っていたために

このような結果となったのだと思う。仕分けは仕分けとして、このことは大事なこと

ではあると思う。混住ということで日本人の学生も含めて考えると、各大学の裁量の

範囲でという話になってしまうのではと思うので、先に留学生の宿舎の整備が必要だ

ということを言って、それから留学生だけではだめだという流れにするなど、戦略的

にしないといけないだろう。いずれにせよ、宿舎については、何らかの動きをする必

要があると思う。 

○ 留学生 30 万人計画はすべて国が重点的にやっているので、国がやる必要があるのに

何もしませんではおかしいと思う。また、国費留学生と私費留学生がいるが、国費に

ついては、国として受け入れると言って試験をしておいて、宿舎などは大学で努力し

なさいというのはおかしな話だと思う。 

○ 国立だけでやるということではなくて、全体として一緒にやっていこうという姿勢だ

と反発も少ないのではないかと思う。 

○ 大都市で重点的にやってもらうのはもちろん良いと思うが、地方だと予算がないのに

一方で国際化をしないといけないので、各大学の実情も踏まえて対応してほしい。 

○ 事業仕分けはそれなりの結果かと思う。今大学に求められていることは国際化だと思

うが、いくつかの問題がネックとなっていて、結果的に留学生数が減少している。 



 

 

留学生宿舎や情報センターの役割は、本来、留学生の受入れや派遣にとって必須のも

のだと思うが、それが仕分けされるということであれば、それ以上の提案を出してい

ければいいのではないか。その一つのキーワードとして混住というのが重要だと思う。

混住については各大学で苦労されていると思うが、海外留学のきっかけともなる。留

学情報センターは形を変えて必要ではないかと思うし、受入れについては、奨学金と

併せた対応を考えてもいいのではないか。うまい具合に大学の国際化についてのアク

ションを考えてほしい。 

○ 今後、もし意見を出すということになれば、混住によって、日本人学生の留学へのモ

チベーションを高めることになり、それによって日本人留学者数の減少をクリアする

ことができるという筋道で、混住ということの意味を描いて、都市の規模に関わらず、

そのための施設を作る必要があるという形で作り上げてはどうかと思う。 

また、日独学長会議では、日本の私大の現状の話の中で、日本人の学生が通学に２時

間かけるという話があった。そういうような状況が起きているということも克服する

ことができるのではないかという思いもある。 

 

以上 



 

平成 22 年度第 2 回国際交流委員会 議事メモ 

 

１ 日 時  平成 23 年 1 月 21 日（金）  10：00～12：00 

 

２ 場 所  学士会館 3 階 320 号室 

 

３ 出 席 者  委  員：有川節夫、山本眞樹夫、藤井勝己、小畑秀文、若井彌一、高畑

尚之、片山卓也、野口誠之、岩政輝男  以上９名 

専門委員：プラート・カロラス、野間竜男、山田好秋、廣田則夫、川西俊

吾、小山俊輔、吾郷眞一  以上７名 

 

４ その他の出席者  文部科学省高等教育局学生・留学生課留学生交流室 氷見谷室長、

外務省広報文化交流部 村田部長 

 

５ 議事の経過及び結果 

 

（１） 専門委員の交代について 

委員長より、資料 1 に基づき専門委員の交代について説明があり、承認された。 

 

（２） 文部科学省との意見交換 

文部科学省より、資料 2 に基づき説明があった後、意見交換及び質疑応答が行われた。 

意見交換の主な内容については、次のとおり。（○：委員、◆：文部科学省） 

 

○ 大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業は、グローバル 30 で採択された大学

だけを対象とするのか。 

 この事業については新規で採択する予定はなく、直接的には採択された拠点大学に対し

て支援することになるが、拠点大学が他の大学と連携して行う取組みにも支援を図りた

いと考えている。 

○ 拠点大学はいずれも大規模なところばかりで、公募前に決まっていたということも聞く。

他にも国際化に積極的に取組んでいる大学があるので、今後はそういうところも取り上

げていただきたい。 

また、拠点大学がその他の大学と連携する場合、拠点大学以外から声をあげることもで

きるのか。 

 採択にあたっては公正な審査を行ったので、誤解いただかないように申し上げたい。 

拠点大学と他の大学がプログラムを組む際には様々な形があると思われるが、予算とし

ては拠点大学からあがってくる計画書を基に支援することになる。 

○ それでは、拠点大学以外の大学からは意見や提案を申し出ることができないのか。拠点

大学以外の大学のこともしっかり考えていただきたい。 

 連携の際には、内容や教育リソース等の関係もあるので、まずは大学同士で検討しても

らいたい。 

また、グローバル 30 事業の採択にあたっては、当初、留学生 30 万人計画を達成する

という観点から、初年度は留学生受入れ数を重視し、順次それ以外の大学を採択する予

定であったが、予算等の関係上、13 大学で止まってしまった。今回、拠点大学以外で

積極的に国際化に取組んでいる大学に対しても、展開力強化事業や双方向交流推進プロ



グラムによる財政的支援を考えている。他にも、直接的な支援以外にどのような支援が

できるか検討している。 

○ グローバル 30 は急な見直しとなり、現場は大変混乱した。元々30 大学程度を採択す

る予定であったのだから、残りの 17 大学分についてもきちんとやっていただきたい。 

○ キャンパスアジア中核拠点支援について、日本でも審査が行われると思うが、別途 中

国と韓国でも同じ申請内容で審査されるということか。また、予算については、各国で

それぞれ負担するのか。 

 おっしゃる通り、それぞれでプログラムを審査し、最終的に 3 か国全てで同意されたも

のが採択されることとなる。したがって、日本でやりたいと言っても、中国、韓国で同

じプログラムが申請されなければ、審査の対象にはならない。 

また、予算については、それぞれの自国の大学に対して支援することになっており、支

援内容、方法等については、各国の事情を考慮し、各国で定めることになっている。 

○ 日中韓ともにプログラムが採択されない場合は、2 国間で行われることもあるのか。 

 3 か国のプログラムが最優先であるが、予算に余裕ができた場合には、日本として独自

に、中国、韓国、または ASEAN 諸国との 2 国間プログラムへの支援を考えている。

なお、この場合の国際的合意は全くなされていないので、相手国側の支援が決まってい

るものではない。 

○ 米国大学等との協働教育創成支援については、合意の基に行われるのか。 

 相手国との国際的合意がなされるものではないので、基本的には日本の大学への支援の

みが行われることとなる。なお、相手国にどのような支援ができるか関係者と協議は行

っているが、現在のところ未定である。 

○ 双方向交流の推進について、プログラムの申請の際には、受入れ又は派遣のどちらか一

方だけでいいのか、それとも双方向のプログラムでなければいけないのか。 

 どちらかだけでも、或いは短期と長期の組み合わせでも申請は可能である。但し、選考

の際には、総合的に見て双方向性を実現しようとするプログラムが高く評価されること

になる。 

○ ASEAN 諸国とプログラムを組む場合は ASEAN のいずれかの国と 2 国間で行うとい

うことになるのか。 

 コンソーシアムということも考えられるので、一つの国に限定する必要はないと思う。

いずれにしても、どの程度支援ができるかは、日中韓の支援がどの程度必要になるかに

よる。 

○ 台湾の取扱いについてはどのようになるのか。 

 現在のところ、キャンパスアジアにおける台湾の取扱いについては、正式な協議がなさ

れていない。ASEAN 含め 2 国間の場合は、台湾を対象にしない理由はないと思うが、

確定的には申し上げられない。また、何の合意もないが、キャンパスアジアの 3 か国に

別の国が加わるプログラムを許容することも可能性としてはあり得るのではないかと

思う。 

○ キャンパスアジアでは、中国と韓国との間の交流も必須という考えでよいのか。 

 その通りで、3 か国の大学がそれぞれ合意した一つのプログラムを申請することになる。 

○ ユネスコの地域条約が批准された場合、強制力はどの程度のものか。 

 地域条約は、学位認定について各大学の審査結果を認めるという内容であり、認定しな

いこともできる。それに対し不服申し立ての権利も認めているが、必ず受け入れなけれ

ばいけないものではない。 

○ 国際化に関しては数ばかりが評価されて、取組み姿勢や割合が事業の採択の際のスタン



 

ダードになっていないのではないか。 

 

（３） 外務省との意見交換 

外務省より、資料 3 に基づき説明があった後、意見交換及び質疑応答が行われた。 

意見交換の主な内容については、次のとおり。（○：委員、◆：外務省） 

○ 海外渡航の際、訪問場所が限られていればそれほど危険がない場合があるが、海外安全

ホームページでは詳細を調べられないので、個別に相談ができる窓口などはないか。 

また、海外に中古機器を持ち込んだり送ったりする際に、スムーズに入国できない場合

がある。大使館に相談したときは調整していただいたが、もう少しスムーズになればと

思う。 

 危険情報は旅行者向けに発信しており、現地のことがわかっている場合にはそれほど危

険がない場合もある。情報の発信方法は色々と工夫できる点があると思う。また、情報

共有が大切であるので、どの国のどの大学とどのような協力関係にあるのか、地域局や

大使館等への情報提供をお願いしたい。中古機器の持ち込みについても、普段から大使

館等とのやり取りがあれば、対応することもできる。 

また、機器を購入する場合には、草の根文化無償資金協力を活用することが可能である。 

○ メンテナンス面からも中古機器の方が現地で喜ばれるため、新規購入は考えていないが、

草の根資金は、日本語教育を行う場合の教員の派遣等にも活用することが可能か。 

 草の根資金は経常的経費なので、機材の供与が中心である。日本語教育については、

JICA や国際交流基金の日本語教員派遣などがご活用いただける。 

○ 3 点質問だが、1 点目に国交のない国との学生交流の推進についてどう考えるか。2 点

目に大使館推薦についてどのような基準で行っているのか、基本的な考え方を伺いたい。

3 点目として、安全保障貿易管理について、大事であるとは承知しているが、きちんと

やろうと思えば大学は崩壊してしまう。外務省としてはどのように考えているのか。 

 1 点目だが、国交のない国といっても様々なパターンがあり、例えば台湾の場合は、財

団等を通して実質的な公的支援を行っている。国立大学も法人化以前より柔軟に対応で

きるものと思う。 

2 点目の大使館推薦について、基本的には過去の実績を見ながら配分しているが、一定

枠は政策的な配慮を行っている。なお、今回削減する際には、基本的に一律に削減した。 

3 点目について、問題は理解しているが、核不拡散等の観点から無視できないため、外

交も間を縫って展開されているというのが正直なところである。現場で大変苦労されて

いるのは承知しているが、なかなか良い対応が見つけられないというのが現実だと思う。 

○ 国費留学生については、日本人学生への支援との兼ね合いや各国の経済状況の改善とい

う点から、支給額を減らして人数を維持・増加させるという戦略もあるのではないか。 

また、安全保障貿易管理は大学にとって大きな問題で、相当な規模の組織がないと対応

しきれない。ガイドライン等があるといいと思う。 

○ 日本人留学生の減少について、確かに学生の元気がなくなっているとは感じるが、米国

への留学生数の減少についての反応は過剰とも思える。日本の大学の研究環境が良くな

ったことも一因であると思うので、それほど悲観しなくてもいいのではないか。 

 日本の研究環境の向上も一因であるが、全体的に外に出る学生が減少していることは事

実である。米国留学には、日本と異なる環境下で様々な人材から刺激を受けるというメ

リットがある。過剰反応は良くないが、現状で良いと言い切るのは危険である。 

○ フランスの状況を紹介すると、20 世紀の終わりには米国への留学が主流であったが、



 

今は欧州域内で 3～4 大学を回るケースが多い。 

また、米国の大学等で日本学を教えている教員は中国人が多く、日本人で教える人がい

ない。 

○ 現在のチュニジアなど、海外拠点の中には革命によって機能を一時停止しているところ

がある。このような場合、外務省からどのような形で大学にアプローチをしているのか。 

 在留邦人に対して危険度に応じて危険情報の提供を行っており、今年の 4 月からは、イ

ンターネットによる個別の法人の安否確認を実施している。しかしながら、大学からの

積極的なアプローチをしてもらわないと、大使館も動きが取りにくいので、初期の段階

から連絡をとっていただきたい。 

○ 本学では、海外拠点のオープニングイベントを大使館で開催したが、このようなことで

も充分に情報共有ができるのではないか。 

○ 安全保障貿易管理については、国立大学協会では主に教育・研究委員会の研究小委員会

が担当しており、省庁側からは代表で経済産業省とも意見交換を行っている。具体的な

留学生の受入れの判断については、外務省とのコミュニケーションが重要となるので、

今後もご支援賜りたい。 

また、国立大学の日本人留学生数を見ると、米国より中国や韓国が伸びており、学生の

意識が以前とはシフトしているのではないか。質の問題や目的等も考慮し、米国への留

学だけでなく全体的に見て戦略的にメッセージを出していく必要があると思われる。 

 安全保障貿易管理については了解した。 

また、日本人学生の留学については、期間や目的別に検討する必要があると思う。高校

での留学や海外の大学に直接入学する学生も減少している。後者は日本の大学に入りや

すくなったためでもあるが、外交やビジネスの観点からも、早い段階で海外経験を持つ

若者は必要である。 

また、今までは日本人学生の海外留学には予算が付かなかったが、今は風向きが変化し

たので、その流れにうまく乗って、日本の学生が世界的な競争の中で生き抜くことがで

きるように前向きに議論することが大切だと思う。また、実態が正確に捉えられていな

いというのであれば、違うところは違うと主張していく必要がある。 

○ 海外に行く研究者も減少しており、原因として文部科学省の在外研究員制度の実質的な

廃止や講座制の改革による人手不足が挙げられる。講座制については大学で対応する必

要があるが、在外研究員制度の復活もよい刺激になるのではないか。 

○ 海外留学の減少については、就職の問題も大きな要因になっており、学生からは、就職

に悪い影響がある、海外留学経験が評価してもらえないという声が上がっている。一部

では対策をしている企業もあるが、大学がいくら頑張っても、就職にプラスにならない

限り学生は留学を敬遠してしまう。産官学及び関係省庁の連携や一般の国民も含めた意

識改革が必要ではないか。 

○ 日本の文化・学術レベルの向上により、留学に対するメリットがなくなったと考えると、

留学生数が増えないことは当然の流れである。国際交流の推進にあたっては、かつてと

は意識を変えて、欧州等も参考にしながら検討するべきではないか。 

○ 大学としても、国際化に関して何らかの方針・成果を出していかなくてはならない中で、

原因を若者の気質等に求めてしまいがちだが、もう少し根本的なことを考える必要があ

ると思う。 

外務省との意見交換は今回が初めてだが、今後も継続的にこういった機会を持っていき

たいと思う。 



 

 

（４） 平成 23 年度 事業計画について 

事務局より、資料 4 の説明があった後、意見交換が行われ、案のとおり了承された。 

 

（５） その他 

専務理事より、参考資料に基づき、「高等教育のグローバル・チャレンジ」について説

明があり、委員及び専門委員に対し、参加の呼び掛けがあった。 

また、委員長より、今年度の委員会は本日が最後の予定である旨の発言があり、委員及

び専門委員のこれまでの協力に対して謝辞が述べられた。 

以上 



事業実施委員会（平成２２年度第１回）議事メモ 

 

日 時  平成２２年４月１９日（月） １３：３０～１４：００ 

場 所  学士会館 ３０２会議室 

出席者  吉田委員長、中村副委員長、大山委員、鈴木委員、内田委員、長尾

委員、田中委員 

 

議事に先立ち、委員長挨拶のあと、出席委員から自己紹介があった。 

  また、委員長から委員会運営にあたり、参考資料１「社団法人国立大学協

会委員会規程」第７条第１項の定めにより半数以上の委員の出席がなければ、

議事を開き議決することが出来ない旨定められているが、緊急の要件が生じ、

かつ、委員の半数以上を確保することが困難な場合には、「懇談会」形式で開

催し、議決を必要とする案件については書面審議を行うなど迅速化を図りた

い旨説明があり、了承された。 

 

〔議 事〕 

１． 事業実施委員会の在り方について 

  委員長から当委員会の事業内容等について確認したい旨発言があった後、

事務局より資料１～２、参考資料２に基づき説明があり、了承された。 

  

２． 委員会の構成について 

（１）副委員長の指名について 

委員長から、資料３－１により当委員会の構成を確認したのち、副委員長

を委員会規程第５条第２項により金沢大学中村学長を指名する旨説明があり、

了承された。 

 

（２）平成２２年度事業実施委員会専門委員候補者（案） 

委員長及び事務局から委員会規程第５条第４項による専門委員の候補者に

ついて、資料３－2 に基づき説明があり、原案のとおり了承された。 

 

（３）平成２２年度事業実施委員会研修企画小委員会構成（案） 

委員長から、研修の企画等について委員会規程第５条第５項による研修企 

画小委員会を置いて従前から対応しているので今年度も同様の取扱いとした

い旨説明があった。 

また、小委員会の構成は、学長委員については「都内もしくは東京近郊の 

 学長」に従前からお願いしていること及び小委員長については、従前から事
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業実施委員会の副委員長にお願いしているので、資料１－３のとおりとし  

 たい旨説明があり、原案のとおり了承された。 

 

（４）平成２２年度国立大学法人総合損害保険運営委員会構成（案） 

  委員長及び事務局から、資料３－４及び３－５について説明があり、原案

のとおり了承された。 

 

３． 平成２２年度の研修事業について 

（１）平成２２年度研修等事業計画について 

事務局から、今年度の事業計画について資料４－１～３及び参考資料４に

基づき説明があり、日程の都合もあるため国立大学法人総合損害保険研修会

については原案のとおり進めることとし、その他については、今後検討を進

めていくこととなった。 

 

（２）「平成２２年度大学改革シンポジウム～国立大学の役割～」について 

委員長から、平成２２年度大学改革シンポジウムについて資料５に基づ

き説明があった。 

 引き続き、応募案件については、現在事務局にてとりまとめの作業を行

っており、選考については、後日書面にて審議する旨説明があり、了承さ

れた。 

  

４ その他 

  次回開催については、後日日程調整する旨委員長より発言があった。 

 

 

以上 
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事業実施委員会（平成２２年度第２回）議事メモ 

 

日 時  平成２３年１月２５日（火） １３：３０～１５：３０ 

場 所  学術総合センター ２階 ２０２・２０３会議室 

出席者  吉田委員長、中村副委員長、大山委員、鈴木委員、山沢委員、内田

委員、長尾委員、福永委員 

 

〔報 告〕 

１．平成２２年度事業報告について 

  事務局より資料１～２、参考資料１～４に基づき、平成２２年度の研修事業 

と保険事業について、報告があった。 

  

〔議 事〕 

１．平成２２年度研修事業計画について 

（１）新規理事就任予定者研修会について 

事務局から、資料３に基づき説明があり、了承された。 

 

２．平成２３年度研修事業計画（案）について 

（１）トップセミナーについて 

委員長から資料４に基づき説明があった後、意見交換が行われ、講師候補

者については、後日各委員より推薦することとなった。 

 

（２）大学改革シンポジウムについて 

事務局から、資料５及び参考資料３について説明があった後、意見交換が

行われ、継続的に国立大学の文化を市民と共有するため各大学が企画してほ

しいこと、中央で取り上げられると社会的に影響力があること、選ばれたこ

とにより主催者側は責任を感じるし、積極的に市民にアプローチするように

なることなどから、採択件数を現行より増やすこととなった。 

 

（３）平成２３年度研修等事業計画（案）について 

  事務局から、資料６から７に基づき、次年度の研修等事業計画（案）及び

事業実施委員会の活動計画（案）について説明があり、了承された。 

 

（４）若手職員勉強会について 

        委員長から、国立大学財務・経営センターの若手職員を対象とした勉強会    

    について、行政刷新会議の事業仕分けで廃止と判定され実施できなくなったこ

と、センターよりこの勉強会について、国大協で引き継いでほしいとの依頼が

あったこと、研修企画小委員会で議論した結果、若手職員を対象とした勉強会
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を引き継ぐ方向で進めていくのがよいのではないかという結論に達したこと

について説明があった。 

        次に、事務局から資料８に基づき説明があった後、意見交換が行われ、若手

職員を対象とした勉強会を実施する方向で検討を進めていくこととなった。 

 

以上 
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国立大学法人総合損害保険運営委員会（平成２2 年度第 1 回）議事メモ 

 

 

日 時 平成２２年 8 月 5 日（木） １5：0０～１7：0０ 

場 所 学術総合センター 2 階 202・２０３会議室 

出席者 金田座長、久保委員、溝口委員、長瀬委員、岩川委員、木下委員 

 

議事に先立ち、座長挨拶のあと、出席委員から自己紹介があった。 

 

（報 告） 

１．平成２２年度国立大学法人総合損害保険について 

  資料１～２に基づき、国大協サービスから、国立大学法人総合損害保険の

概要について説明があった。 

  資料３～４に基づき、事務局から、国立大学法人総合損害保険の保険料額

と保険金の支払い状況について報告があった。 

 

（議 事） 

１．平成２３年度国立大学法人総合損害保険各メニューの引受社体制等の見直

しについて 

  事務局から資料５及び参考資料１～７に基づき説明後、意見交換を行い、 

 資料５について意見のある場合は、８月９日の午前中までに事務局まで連 

絡することとし、その後、事業実施委員会へ諮ることとなった。 

 

２．その他 

  事務局から資料６に基づき、第一期中期目標期間の検証について説明があ 

 り、当委員会における検証作業については、とりまとめ責任者を置かず、事 

務局で案を作成し、後日委員へ諮ることとした。 



 

国立大学法人総合損害保険運営委員会（平成２2 年度第２回）議事メモ 

 

 

日 時 平成２２年１０月２２日（金） １０：３０～１２：３０ 

場 所 学術総合センター 2 階 202・２０３会議室 

出席者 金田座長、溝口委員、長瀬委員、岩川委員、木下委員、近見委員 

 

 

（報 告） 

１ 第１期中期目標期間の検証について 

  座長から、第１期中期目標期間の検証について、資料１のとおりとなった 

旨報告があった。 

 

（議 事） 

１ 国立大学法人総合損害保険に係る改善事項等について 

  事務局から資料２～４及び参考資料２に基づき、次年度に向けた国大協保 

険の改善について説明し、その後意見交換を行った。 

  意見書の作成については、後日、意見交換の内容を踏まえて、原案を作成 

し、書面により審議することとなった。 

    

 

 

以上 



1 

調査企画会議（平成２２年度第１回）議事メモ 

 

日 時  平成２２年６月１日（水）１４：３０～１６：３０ 

場 所  学術総合センター１階 特別会議室１０１・１０２ 

出席者  鷲田座長、松本委員、野上委員、早田委員、金子委員、山本（清）委員、 

山本（眞一）委員、吉見委員 

欠席者  宮田委員、浅原委員、羽田委員 

 

〔議 事〕 

１ 第１期中期目標期間の総括方法について 

 

座長から、開催の趣旨について説明があった後、総括を行う目的及び検証方法について資料

２に基づき提案があり、引き続き意見交換を行なった。 

 

 

 最後に座長より、今回の意見を基に、総括方法について理事会で審議後、各委員会宛の依頼方

法及び調査企画会議の開催頻度について、今後検討していく必要があることから、意見があれば

事務局宛に連絡いただきたい旨の発言があった。 

次回開催については事務局を通じて調整することとなった。 

 

以 上 



第 1 期中期目標期間の検証に係る合同会議 議事メモ 

 

日 時  平成 22 年 10 月 29 日(金) 15:00～16:40 

場 所  学士会館 320 号室 

出席者 〔調査企画会議〕鷲田座長、松本委員、浅原委員、野上委員、早田委員、羽田委員、 

金子委員、山本（清）委員、山本（眞一）委員 

〔取りまとめ責任者〕 松浦委員（入試）、大嶋委員（教育小）、藤井委員（研究小）、野間委員 

（国際）、西阪委員（経営）、太田委員（病院経営小）、牟田委員（財務・ 

施設小）、金口委員（人事労務小）、高杉委員（広報小） 

欠席者 〔調査企画会議〕宮田委員、吉見委員 

〔取りまとめ責任者〕 後藤委員（男女共同参画小）、宇川委員（大学評価） 

 

〔議 事〕１ 第１期中期目標期間の検証まとめについて 

 

座長から、今回の開催趣旨について説明があり、続けて各委員会の取りまとめ責任者から、資

料３に基づき各委員会の検討内容の主要な点について説明があった。 

 

次に、事務局より検証の取りまとめ方針とその進め方について、資料２－１、２－２に基づき

説明があり、全体構成を１）はじめに ２）総論 ３）事項の検証 ４）おわりに とするこ

と、各委員会の整理シートは「国立大学の目指すべき方向」の指針に沿って整理し、３）事項

の検証とすること、及び取りまとめの具体的作業は、調査企画会議の下に設けるワーキンググ

ループ（WG）で行うことの提案があり、全て了承された。 

 

 

次に、野上委員より、総論のとりまとめ方法について、資料 2-3 に基づき総論の基本的立場の

確認と総論の構成案について説明があった後、意見交換を行なった。 

 

 

最後に、今後のスケジュールについて、資料 4 に基づき事務局より１１月下旬～１２月上旬に

WG を開催し構成案について検討すること、１月頃に構成案について調査企画会議にて審議を

行うことについて説明があった。 

 

また、座長より WG のメンバー構成については、座長と調査企画会議委員の 5 名で構成し 

たいこと、また座長代理については野上委員にお願いしたいことの提案があり、全て了承され 

た。 

 

以上 

 

 



調査企画会議（平成２２年度第３回） 議事メモ 

 

日 時  平成 2３年２月 2 日(水) １０：３０～１２：１0 

場 所  学術総合センター１階 特別会議室１０３ 

出席者  鷲田座長、宮田委員、浅原委員、野上委員、早田委員、羽田委員、金子委員、 

山本（清）委員、吉見委員、山本（眞）委員 

欠席者  松本委員 

 

〔議 事〕 

１ 第１期中期目標期間の検証について 

 

座長から、今回の検証は内部検証に位置付け、外部に向けては概略をリーフレットとして作成し

て発信することについて説明があった。 

次に、事務局から資料２に基づき、「第１期中期目標期間の検証」（素案）の全体構成について説

明があった。また、各委員会からの検証シート及び第１０回大学改革シンポジウムの概要を、附属

資料として添付することについて説明があった。 

検討を行った結果、次のとおり進めることで了承された。 

 

○第２期中期目標期間は既に始まっているため、「第２期に向けた課題」ではなく「第２期におけ

る課題」に変更する。 

○「第２期における課題」における項目名は、「事項の検証」とは異なる発展的なものに変更する。 

○「国立大学の目指すべき方向」の指針の順番を変えていることについては、「はじめに」で説明

する。 

 

つづいて、「第２期における課題」について執筆を担当した委員から説明があり、検討の結果、次

のとおり修正することとなった。 

 

Ⅰ 質の高い大学教育の提供と学位の信頼性の確立 

○「学部」がない大学に配慮し、「学部」は「学士課程教育」に変更する。 

○「③学位・教育の質を保証する適切な成績評価システムの確立」については、様々な議論があ

るため踏み込みすぎない書き方に留め、「成績評価に関する統一基準を導入する」を「学習評価

に対する考え方を共有する」とする。また、教育の自己改善システムについても記述する。 

○国立大学のことを論じるべきであることから、「④最先端の研究活動と学部での教育内容の有機

的な接続」の部分で、国立大学を意識した記述に修正する。 

○「はじめに」で、教育については国立大学固有の課題だけではなく、国立大学が日本の高等教

育をリードしていくという役割から、高等教育全体の視点で記載している旨を述べておく。 

 

Ⅱ ナショナルセンター・リージョナルセンター機能の充実 

○国立大学が社会の基盤を支えているということを記述する。 

○地域医療は社会を支えているという観点から、附属病院の地域貢献について記述する。 

○「日本の国立大学は国際的にみても閉鎖的である」という記述は、「閉鎖的であると指摘され

ている」程度に変更する。 

 
Ⅲ 特色を活かした存在感のある個性的な大学の創生   



○機能強化について強調するため、「③設置形態にとらわれない大学間の協力と連携・連合の推

進」と「④機能強化の推進」の順番を入れ替える。 

 

Ⅳ 大学の活性化を目指したマネジメント改革 
○＜大学の課題＞の「①経営力の強化」において、「役員の多くは学長の改選に伴い交代するた

め～日々の業務をこなすのに精いっぱいの側面もある」は削除する。 

○教育情報の公表について記載する。 

 
Ⅴ 公共的性格の再確認と社会への貢献の明確化 

○表題は、「公共的役割の評価と地域社会・国際社会での役割」とする。 

 

 

また、「第２期における課題」の修正原稿は事務局で取りまとめの上再度確認いただき、最終案

は座長一任とし、２月１６日の理事会及び３月２日の総会に諮ることとなった。 

 

２ 第１期中期目標期間の検証のリーフレットについて 

 

座長から、検証した内容を外部に発信するため、ダイジェスト版としてシンプルにまとめたリ

ーフレットを作成するが、調査企画会議で掲載する事項等の内容を検討・整理した後、広報委員会

に依頼する旨の説明があり、了承された。 

 

 

以上 



 

国立大学の機能強化に関する委員会（平成 22 年度第１回） 議事メモ 

 

日 時  平成 2３年２月１６日(水) １6：４０～１７：２0 

場 所  学士会館３階 ３２０号室 

出席者  濱田純一（委員長）、井上明久、鷲田清一、吉田浩己、野上智行、早田憲治、 

佐伯 浩、長澤秀行、結城章夫、山田信博、齋藤 康、宮田亮平、下條文武、 

中村信一、濵口道成、松本 紘、山本廣基、浅原利正、柳澤康信、有川節夫 

     羽入佐和子、長尾彰夫、吉村 昇、松山優治、丸本卓哉 

欠席者  なし 

 

〔議 事〕 

１ 機能強化の検討の方向性等について 

濱田委員長から委員会の趣旨について説明の後、鷲田副委員長から今後のスケジュー

ル等について説明があり、引き続き意見交換が行われた 

その結果、総会では委員会要項第２条の委員会の役割について意見交換を行うことと

し、総会での意見も踏まえて WG で「中間まとめ」のたたき台を作成し、委員会で検討・

確認の上各大学へ意見照会をすることとした。 

また、WG の委員として自然科学系を専門とする学長を加えたほうがよい旨の意見が

あった。 

 

 

以上 




